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予 算 特 別 委 員 会（４日目）

１．開会及び閉会 令和６年３月21日（木） 午前９時30分 開会

午後８時54分 閉会

３．出席した委員 委 員 長 藤井本 浩

委 員 西 川 善 浩

〃 柴 田 三 乃

〃 坂 本 剛 司

〃 梨 本 洪 珪

〃 奥 本 佳 史

〃 谷 原 一 安

欠席した委員 な し

４．委員以外の出席議員 議 長 川 村 優 子

議 員 横 井 晶 行

〃 松 林 謙 司

〃 増 田 順 弘

５．委員会条例第19条の規定により、説明のため出席した者の職氏名

市 長 阿 古 和 彦

副 市 長 東 錦 也

教 育 長 椿 本 剛 也

企画部長 高 垣 倫 浩

企画政策課長 勝 眞 由 美

総務部長 林 本 裕 明

財務部長 米 田 匡 勝

財政課長 内 蔵 清

税務課長 髙 松 和 弘

税務課主幹兼収納促進室長 油 谷 知 之

市民生活部長 前 村 芳 安

保険課長 増 井 朋 子
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環境課長 西 川 勝 也

保健福祉部長 森 井 敏 英

社会福祉課長 山 岡 邦 啓

地域包括支援課長兼

いきいきセンター所長 西 川 賢

地域包括支援課主幹 津 本 佳 成

介護保険課長 田 中 美 菜

介護保険課主幹 堀 川 雅 樹

こども未来課長 西 川 修

産業観光部長 植 田 和 明

農林課長 吉 田 賢 二

商工観光プロモーション課長 竹 内 和 代

都市整備部長 安 川 博 敏

建設課長 西 川 好 彦

教育部長 井 上 理 恵

学校教育課長 西 川 直 孝

学校教育課主幹兼

学校給食センター所長 吉 村 和 則

体育振興課長 竹 本 淳 逸

上下水道部長 井 邑 陽 一

水道課長 福 森 伸 好

下水道課長 野 地 幸一郎

６．職務のため出席した者の職氏名

事務局長 板 橋 行 則

書 記 新 澤 明 子

〃 神 橋 秀 幸

〃 岸 田 聖 士

７．付 議 事 件（付託議案の審査）
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開 会 午前９時３０分

藤井本委員長 ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しておりますので、これより予算特別委員

会を開会をいたします。

皆さん、おはようございます。予算特別委員会も今日が最終日４日目となっております。

各自治体におきましてこういう予算委員会が行われてて、その結果等も新聞で見ることがで

城市議会におきまして、一般会計ほか特別会計、また公営企業会計に及ぶまで審議、また委

員会としての採決まで行いますので、市民にとって何がいいのかということをしっかり考え

ていただいた上で採決いただきますようお願いをいたします。

委員外議員の紹介を申し上げます。手前から、増田議員、横井議員。

発言される場合は必ず挙手をいただき、私から指名をいたしますので、マイクの発言ボタ

ンを押して赤いランプを確認していただいてからご起立いただき、マイクに近づけて発言さ

れるようお願いいたします。

会でのマスクの着用したままの発言についても認めておりますので、ご承知おきください。

また、会議出席者のタブレット端末等の情報通信機器の使用を認めておりますので、ご承

知おきお願いをいたします。

委員会の会議進行については、適宜休憩取りながら、理事者側の出席職員についても順次

入替えを行いながら進めていきたいと思いますので、委員各位にもご協力をお願いいたしま

す。また、発言につきましては簡単明瞭にしていただき、会議時間の短縮にご協力いただき

ますようお願い申し上げます。

理事者側におかれましては、答弁者は必ず挙手をいただき、私が指名した後、質問者が替

わるごとに、所属と役職名と氏名を言っていただき、簡単明瞭、的確な答弁をお願いいたし

ます。次のことをご注意いただきたいんですけども、答弁における予算の年度、新年度とか

今年度とよく使われるわけですけども、令和６年度予算または令和５年度予算と、できるだ

け具体的な年度で説明をいただきますようお願いいたします。質問側もよろしくお願いいた

します。

なお、答弁者については部長または担当課長でお願いします。原則として、課長補佐級以

下の委員会室への入室は認めません。理事者控室及び議場において委員会の音声が聞こえる

ようにしておりますので、そちらで控えていただき、必要に応じましては委員会室の入口付

近のマイクにより答弁をお願いいたします。

それでは議案審査に移ります。

本日は、９款災害復旧費から歳出の最後である12款予備費までの説明を受けるところから

始めます。それでは説明を求めます。

米田財務部長。

米田財務部長 皆さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。財務部の米田でご

ざいます。
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それでは、９款災害復旧費から12款予備費までの内容につきましてご説明を申し上げます。

予算書は184ページをお願いいたします。

９款災害復旧費、１項１目治山施設災害復旧費では200万円、185ページ、２目農業災害復

旧費では800万円でございまして、いずれも前年度同額となってございます。２項１目道路

橋りょう災害復旧費につきましては1,000万円、186ページ、３項１目その他公共施設等災害

復旧費につきましては1,200万円でございます。

10款公債費では、１項１目元金で18億3,408万3,000円、２目利子では6,100万1,000円で、

利子償還で6,042万4,000円でございます。

187ページ、11款諸支出金でございます。１項１目財政調整基金費では107万8,000円、２

目減債基金費では６万8,000円、３目公共施設整備基金費では８万7,000円、４目社会福祉振

興基金費では１万1,000円、５目緑花基金費では10万1,000円、188ページに移っていただき

まして、９目の体力づくりセンター整備基金費では10万6,000円、11目国営十津川紀の川二

期事業費償還基金費では７万9,000円、12目地域振興基金費では31万5,000円などでございま

す。189ページ、２項１目雑支出金は２万円。

12款予備費では1,000万円でございます。

以上をもちまして、９款災害復旧費から12款予備費までの説明を終わらせていただきます。

ご審査賜りますようお願い申し上げます。

藤井本委員長 ただいま説明を願いました部分に対する質疑に入ります。これについては９款から12

款まで通して質疑に入ります。

質疑ありませんか。

坂本委員。

坂本委員 おはようございます。今日もよろしくお願いします。まず簡単にちょっとお聞きしたいん

ですけれども、184ページの１目治山施設災害復旧費の治山施設災害復旧事業の７節報償費、

災害復旧謝礼15万円ということになってますけれども、これは令和５年度にも同じ15万円が

計上されて令和６年度にも同じ15万円が計上されております。これは誰に何をしてもらう謝

礼なのかということを１つお聞きしたいと思います。

それと、186ページの１目その他公共施設等災害復旧費の中の観光施設災害復旧事業、商

工観光プロモーション課、14節工事請負費200万円が、令和６年度、新規に200万円付いてお

ります。災害復旧の工事請負費ということは、被災した場合に復旧するための工事費を事前

に確保しとこうというような工事費だと私は理解してるんですけれども、令和５年度はなか

った工事請負費が200万円、令和６年度にはついております。なぜ、令和６年度についたの

かというようなこと、この２点をちょっとお聞きしたいと思います。

藤井本委員長 吉田課長。

吉田農林課長 農林課、吉田です。よろしくお願いします。

治山施設災害復旧事業の報償費、災害復旧謝礼につきましては、治山施設の災害復旧事業

において、通常であれば設計委託先の土地改良団体連合会や国、県に相談をかけて決定して

いきますが、現場状況によっては復旧方法について専門家に現況を確認し助言をいただくこ
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ともある場合を想定し、依頼するときの謝礼として計上しています。ここ10年ほどについて

は、専門家の助言が必要な案件はありませんでした。

以上でございます。

藤井本委員長 竹内課長。

竹内商工観光プロモーション課長 商工観光プロモーション課、竹内です。よろしくお願いいたしま

す。

観光施設災害復旧事業費の件ですけれども、近年の異常気象による集中豪雨や台風等によ

り、観光施設や登山道の被害が発生した場合に速やかに復旧工事を行うため、枠取りとして

準備をさせていただくものでございます。令和６年度から観光施設災害復旧事業費として事

前に予算を準備することによりまして、災害復旧の迅速化を図るものでございます。

以上でございます。

藤井本委員長 坂本委員。

坂本委員 ありがとうございます。報償費の災害復旧謝礼は令和５年度もなかったと、令和６年度も

あるかどうか分からないけれども、治山事業といいますのは、大雨とかで山崩れなどが起こ

って市民の生命、財産が脅かされる、そういう山崩れを防ぐために森林を守るために指導を

受けるというような内容だと理解しておりますけれども、これも使わないほうが本来いいお

金ということになりますけれども、万が一のときは指導を受けて、この森林のここがちょっ

と注意しなければいけないのでこうこうしてくださいというような助言を受けたときのため

の謝礼と、そういうことで理解いたしました。それでよろしいでしょうか。それをちょっと、

いいか悪いかだけちょっと聞いておきます。

あと、商工観光プロモーション課の工事請負費に関しては、登山道、観光施設の万が一の

ときの被災に準備するために工事請負費を用意するということを理解いたしました。ありが

とうございます。１点目だけちょっと。

藤井本委員長 吉田課長。

吉田農林課長 農林課、吉田です。

ただいまのご質問で、通常の災害等であれば、国・県等、相談しながら進めていけるんで

すが、例えば大規模災害であったり、特殊な工法が必要な場合に助言を得るための謝礼とい

うことで計上させていただいております。

以上でございます。

藤井本委員長 よろしいか。

坂本委員 ありがとうございます。

藤井本委員長 ほかに。

柴田委員。

柴田委員 関連で。この、市が観光施設と位置づけている施設をちょっと教えていただけますでしょ

うか。

藤井本委員長 竹内課長。

竹内商工観光プロモーション課長 商工観光プロモーション課、竹内です。
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観光施設というのは、相撲館をはじめとしまして、市内観光駐車場ですとか、各所にある

観光の看板、それから葛城山や二上山の登山道、それと竹内遊歩道、それと綿弓広場の休憩

所、それから孝女伊麻などがそれに該当いたします。

以上でございます。

藤井本委員長 柴田委員。

柴田委員 傘堂とかもあるんですけど、ああいうのも入ってるのか。施設なので、私が分かるんです

けど、そういった具体的な観光スポットみたいなところはどうなんでしょうか。お願いしま

す。観光場所みたいなところがあると思うんですけど。

藤井本委員長 その観光施設と市が位置づけているその基準というんですか、そういうことを聞いて

はると思うんですよ。いろいろ観光施設、資源あるじゃないですか。そこまで及ばないかと

いう質問だから、そういうことでいいですか。

柴田委員 そうです。

藤井本委員長 竹内課長。

竹内商工観光プロモーション課長 商工観光、竹内です。

商工観光プロモーション課のほうで予算として見させていただいてるのが今先ほど申し上

げた場所なんですけれども、当然その観光スポットと言われるところで何かがあったときに

は、うちのほうで見に行かせていただいて、先ほどの傘堂とかでしたら文化財とかになると

思いますので、そういったときにはそちらのほうに連絡するとか、そういった対応をさせて

いただく予定でございます。

藤井本委員長 柴田委員。

柴田委員 分かりました。ありがとうございます。

藤井本委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようですので、９款災害復旧費から12款予備費までの質疑を終結いたします。

ここで職員の入替えを行いますので、暫時休憩をいたします。

休 憩 午前 ９時４６分

再 開 午前１０時００分

藤井本委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

次に、歳入について説明を求めます。

米田財務部長。

米田財務部長 財務部の米田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは歳入のご説明を申し上げます。予算書は11ページをお願いいたします。

１款市税でございます。１項１目市民税、個人につきましては17億4,400万円で、うち現

年課税分で17億1,900万円、滞納繰越分は2,500万円でございます。２目法人では２億5,025

万円で、うち現年課税分で２億5,000万円、滞納繰越分は25万円でございます。

次に、２項１目固定資産税でございます。20億100万円で、うち現年課税分として19億

6,100万円、滞納繰越分につきましては4,000万円でございます。
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３項１目環境性能割では520万円でございます。２目種別割で１億1,900万円、うち現年課

税分は１億1,800万円、滞納繰越分では100万円でございます。

４項１目市たばこ税で３億4,000万円でございます。

続いて、２款地方譲与税でございます。１項１目地方揮発油譲与税は2,600万円で、前年

度同額でございます。

12ページに移っていただきまして、２項１目自動車重量譲与税は8,200万円。

３項１目森林環境譲与税は938万6,000円でございます。

次に、３款１項１目利子割交付金で190万円。

４款１項１目配当割交付金で5,000万円。

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金で5,300万円。

６款１項１目法人事業税交付金で5,100万円。

７款１項１目地方消費税交付金で８億円でございます。

13ページに移っていただきまして、８款１項１目環境性能割交付金は1,700万円でござい

ます。

次に、９款１項１目地方特例交付金は6,400万円、また２項１目新型コロナウイルス感染

症対策地方税減収補塡特別交付金におきましては1,400万円でございます。

次に、10款１項１目地方交付税でございます。50億5,000万円で、普通交付税で43億9,000

万円、特別交付税で６億6,000万円でございます。

次に、11款１項１目交通安全対策特別交付金で400万円でございます。

次に、12款分担金及び負担金でございます。１項１目農林商工費分担金では315万円、２

目災害復旧費分担金は300万円でございます。

14ページ、２項１目民生費負担金では9,399万4,000円でございます。

13款使用料及び手数料でございます。１項１目総務使用料で1,130万円、２目民生使用料

で148万5,000円、３目衛生使用料で800万円、４目農林商工使用料で417万3,000円、５目土

木使用料で7,501万円、６目教育使用料で1,549万6,000円でございます。

15ページに移りまして、２項手数料でございます。１目総務手数料は1,215万2,000円、３

目衛生手数料で6,047万8,000円。16ページに移っていただきまして、５目土木手数料で41万

1,000円でございます。

続いて、14款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金で16億7,432万3,000円でございます。

17ページに移りまして、２目衛生費国庫負担金で50万円、３目災害復旧費国庫負担金で993

万3,000円でございます。

続いて、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金で8,278万8,000円、２目民生費国庫補助

金で６億5,137万2,000円。18ページに移っていただきまして、３目衛生費国庫補助金で

2,748万7,000円、４目土木費国庫補助金で２億3,717万5,000円、５目消防費国庫補助金で

220万円、６目教育費国庫補助金で5,077万8,000円でございます。

19ページ、３項国庫委託金でございます。１目総務費委託金で35万7,000円、２目民生費

委託金で964万9,000円でございます。
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続いて、15款県支出金でございます。１項１目民生費県負担金で６億8,584万8,000円でご

ざいます。

20ページに移っていただきまして、２項１目総務費県補助金で360万円、２目民生費県補

助金で４億1,028万6,000円、３目衛生費県補助金で1,682万6,000円、４目農林商工費県補助

金で8,235万9,000円。21ページに移っていただきまして、６目消防費県補助金で57万円、７

目教育費県補助金で5,360万3,000円、22ページに移っていただきまして、８目災害復旧費県

補助金で375万円でございます。

続いて、３項県委託金では、１目総務費県委託金で6,035万5,000円でございます。

16款財産収入でございます。１項１目財産貸付収入は145万3,000円、２目利子及び配当金

は180万8,000円。

23ページに移っていただきまして、２項１目物品売払い収入では2,400万7,000円でござい

ます。

続いて、17款寄附金、１項１目一般寄附金は100万円、２目ふるさと応援寄附金で１億

2,000万円でございます。

18款繰入金でございます。１項１目財政調整基金繰入金で６億8,000万円、２目減債基金

繰入金で2,300万6,000円。24ページに移っていただきまして、３目公共施設整備基金繰入金

で１億918万9,000円、４目社会福祉振興基金繰入金で245万1,000円、５目緑花基金繰入金で

178万5,000円、６目教育基金繰入金で50万円、７目体力づくりセンター整備基金繰入金で

626万8,000円、８目国営十津川紀の川二期事業費償還基金繰入金で3,000万円、９目地域振

興基金繰入金で１億9,501万4,000円、10目森林環境整備基金繰入金で181万4,000円でござい

ます。

続いて、19款繰越金でございます。１項１目前年度繰越金で6,596万1,000円でございます。

20款諸収入、１項１目延滞金では600万円でございます。

25ページ、３項３目雑入でございます。１億8,764万円で、市町村振興宝くじ収益金交付

金などでございます。

27ページ、21款市債でございます。１項１目総務債では１億7,890万円、２目民生債では

2,360万円、３目衛生債では7,910万円、４目農林商工債では4,260万円。28ページに移って

いただきまして、５目土木債で４億3,270万円、６目消防債では2,390万円、７目教育債では

３億610万円。29ページに移っていただきまして、８目災害復旧事業債では1,450万円、９目

臨時財政対策債で5,700万円でございます。

以上で歳入の説明を終わらせていただきます。ご審査賜りますようよろしくお願い申し上

げます。

藤井本委員長 ただいま説明願いました歳入に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

西川委員。

西川委員 おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。私のほうから３点お願いします。

12ページの２款３項１目です。森林環境譲与税なんですけども、938万6,000円です。これ、
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令和６年度より森林環境税として個人住民税均等割と合わせて１人年額1,000円の徴収をさ

れるわけでございます。令和６年度においては938万6,000円で、令和５年度からと比べて

191万8,000円増額となっております。これについての令和６年度の使途、歳出について、ど

れに充てられてるかというところをちょっとお伺いしたいと思います。

それと、同じく12ページの７款１項１目地方消費税交付金なんですけども、これ令和５年

度より2,100万円の減額歳入予算となっておるんですけども、交付金ですので、どのような

理由からそういうふうな形になっておるということを、ちょっとお伺いしたいと思います。

それと17ページです。14款２項１目総務管理費補助金の中のデジタル田園都市国家構想交

付金なんですけども、この交付金を採択される条件というのが恐らく３タイプほどあると思

うんですけども、まずは今回、令和６年度予算でこのデジタル田園都市国家構想交付金をど

の歳出に、どの事業に充てられてるかというのと、そのタイプは、国に申請するタイプがあ

るんですけど、それについて教えていただきたいというところでございます。

藤井本委員長 吉田課長。

吉田農林課長 農林課の吉田です。よろしくお願いします。

まず１点目の、森林環境譲与税の使途について答弁させていただきます。森林環境譲与税

は、市町村において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整

して出生届を出された方に積み木のプレゼント、森林整備事業として地番図の作成委託と林

道に近接する枯木などの危険木の伐採委託や、森林環境教育推進事業補助金として小学校に

おいて森林学習の講師謝礼及び教材費に使用するなど、森林学習に関連する費用への補助を

実施する予定をしております。

以上でございます。

藤井本委員長 髙松課長。

髙松税務課長 税務課の髙松です。よろしくお願いいたします。

西川委員からの２点目の地方消費税交付金についてでございます。地方消費税交付金につ

きましては、消費税10％のうち2.2％が地方消費税として各都道府県へ納付されまして、そ

の２分の１に相当する額が各市町村へ交付されるものでございます。その地方消費税交付金

の予算計上につきましては、毎年度、奈良県のほうから提供していただいている資料を参考

に予算額を見込んでおるところでございます。令和５年度の当初予算計上の際、県から示し

ていただいた数値を参考に、コロナ禍が終わり、少しずつ地域経済も戻って地方での消費も

増えると期待して８億2,100万円の予算を計上したところでございますが、令和５年度の地

方消費税交付金の決算見込みでは、現時点で約７億9,800万円程度になると県から連絡をい

ただいておる状況でございます。それらを参考に、令和６年度におきましては令和５年度決

算見込額と同額程度となる８億円を予算計上したところでございます。よろしくお願いいた

します。

藤井本委員長 勝眞課長。

勝眞企画政策課長 企画政策課の勝眞でございます。
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私のほうからは３点目でございますデジタル田園都市国家構想交付金につきまして、まず

交付金につきましては令和４年に新しく創設されてるんですけれども、これまでの地方創生

推進交付金、それから地方創生拠点整備交付金、それからデジタル田園都市国家構想推進交

付金というのを、デジタル面のところで取組を加速化するという、そういう観点から新たに

こういう名前で創設されております。

内容的には３タイプございまして、これまでの地方創生推進交付金などの制度の内容をそ

のまま引き継ぐ形で設けておられまして、１つ目が地方創生推進タイプ、それから地方創生

拠点整備タイプ、それからデジタル実装タイプという３つのタイプがございます。令和６年

度におきましては、まず地方創生推進タイプといたしまして、葛城インターチェンジ周辺エ

リアを軸とした観光産業創出事業ということで、企画政策課のほうで葛城インターチェンジ

周辺エリアにおける滞在型観光施策検討業務委託料をはじめといたしまして、商工観光プロ

モーション課における観光振興事業ということで、ちゃんこコンテスト、フリーマーケット

事業委託料などに充てられるように活用をさせていただきたいというふうに思っております。

もう一つ、この全体の2,151万4,000円の中には、デジタル実装タイプというのも活用いた

しておりまして、こども未来課、それから学校教育課において、園務支援システムを導入す

る委託料などに活用させていただく予定でございます。

以上でございます。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 まず、森林環境譲与税に関しましては何に使われているかと、これ令和５年度のこととほ

とんど変わらないんですよね、百九十何万円ちょっと増額、これ毎年度これから同じ額の分

が大体上がってくると思われるんですけど、やっぱりその森林環境譲与税、その目的、使途

が決まってますので、用途が。やっぱりそれに合わせてもうちょっと、地番図の作成もちろ

ちょっと考えていただけたらなと思います。これ僕、一般質問で言うてますので、その辺を

どういうふうに考えていくか、森林環境のことをしっかりと考えていくには、やっぱりもっ

とちょっと力を入れて考えていっていただきたいなと思うところでございます。これについ

てはこの程度でいいです。

それと、地方消費税交付金なんですけど、これ交付金のことなので、消費がやっぱりコロ

ナ禍の終えんを迎えるような形になったとして、消費がもっと上がるかなと思ったけど、そ

れほどでもないという奈良県のほうでの令和５年度、そういう形の決算見込みになってきて

るということですけど、これインボイスが開始されてたと思うんですけど、その辺は、僕の

イメージの中では、やっぱりそのインボイスが始まることによって消費税の、もう少し国か

ら県からももうちょっと見込みがあるんじゃないかなと、消費だけじゃなくてそのインボイ

ス制度が始まることによってもうちょっと上がるんかなと思ったところではあるんですけど、

その辺、これ担当課に聞いても分からんと思うんですけど、国、県から、それ以上に消費が

落ち込むというか、上がらないというようなことなんかなと、この予算づけを見ると思うと

ころであるんですけど、その辺、担当課はちょっと分からんですけど、インボイスのことも
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県としてはどのように考えられてるかというところ、答えれんのやったらちょっと答えてい

ただけたらと思います。要はインボイスで上がってくるんじゃないかなと思ったんですけど

ね。

それと、デジタル田園都市国家構想交付金なんですけど、これ２分の１国からの補助金が

あるということです。３タイプ先ほど挙げていただいた地方創生推進と拠点の話とデジタル

実装の話、その３タイプがあると。これ、結構、２分の１補助してもらえるので、これから

れども、これからもうちょっとこれを使った取組とかというのが、もしお考えがあれば教え

ていただきたいのと、採択されるハードルというのがどんなもんなんかというところもちょ

っと併せてお願いしたいと思います。

藤井本委員長 髙松課長。

髙松税務課長 西川委員の２回目の再度の質問でございます。地方消費税交付金につきましては、実

際に交付される地方消費税交付金の算定につきましては、国から県に払い込まれた消費税額

して、３か月ごとに交付されてきております。令和５年度の交付金の減収の要因としてちょ

っと想定しているのが、令和５年度中においては国際的な原材料費の高騰とか円安の影響か

ら、日常生活におけるガソリンなどのエネルギー、食料品等の価格上昇が続いているため、

実質所得の低下による消費への影響があったのではないかなというふうに考えているのが１

点と、委員おっしゃっていただいたインボイスでございます。去年の10月から制度が施行さ

れております。ですので、ちょっとその実際の消費に対して消費税を納めていただいた分が

どこまで、多分３か月か半年ぐらい遅れての納付や払込みやと聞いてるので、どこまでちょ

っとインボイスが影響してるかまではちょっとまだ検証できてないような状況でございます。

今後も、地方消費税の税収確保に資するため地方消費税啓発推進協議会というのも設置され

ておりますので、その辺通じて、啓発、消費活動の拡大推進を図って、地域振興に寄与して

いけたらなという程度で考えております。

以上です。

藤井本委員長 高垣部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

ただいま西川委員のご質問のデジタル田園都市国家構想交付金の、まず設計というか、式

というんですか、どんなもんかというところなんですが、国のほうで事前に相談会を設けて

いただきまして、まずそれにつきまして事前に相談に行く形で、何回か相談を受けた後に本

申請という流れになっております。着眼点といたしましては、目指す将来像及び課題の設定、

ＫＰＩの設定、自立性、まずデジタル社会の形成の寄与、官民協働、地域間連携、政策施策

間連携などの着眼点がございまして、それらの各項目を評価して採択になるという流れにな

っております。ですので、そのような中で申請をしておるというのがこの補助金です。

また、今後どのような活用ができるのかというところですが、今のところは具体的な案は

ないんですけども、例えばデジタル田園の部分で、ＤＸの推進という部分でもこの予算を活
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用できる部分ございますので、まずそれが今後検討していくもの。また、ほかにも地域での

課題、例えば農業のブランド化、空き家問題なども設計によっては活用できる可能性もあり

ますので、今後研究していきたいと考えております。

以上でございます。

藤井本委員長 ハードルということ、ハードルが高い。

高垣部長。

高垣企画部長 すいません。答弁漏れです。ハードルという部分ですけど、ただいま説明させていた

だきました項目が全てクリアされないと採択にならないというもので、結構高いかなと考え

ております。

以上です。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 ありがとうございます。ハードルに関しては、いろいろ挙げていただいたことを全部クリ

アしていかんとあかんと。でも今は、今回令和６年度で上げていただいてる分に関しては、

市は全部採択をされたということでいいんですね。本当にご苦労されてこの補助金を申請い

市にとっても必要な補助金になってくるんかなと思っております。さっきのＤＸの推進につ

いてもそうですし、例えば自動運転の車とか、前、ちょっと議長と奥本委員とも見に行かせ

っていけるのかなというふうに、個人自身では考えておるところでございました。これから

も、これちょっとかなり苦労されると思うんですけど、この補助金の申請については。また

引き続き獲得できるようにお願いいたしたいと思います。

それと、消費税に関しましては、これ、市でどうのこうのということでは確かにないんで

それのとおり今、予算をされてるわけなんですけど、やっぱこれインボイス、多分10月から

やから３か月とおっしゃってますけど、それどんだけ反映されているか分からんけど、これ

は僕は消費税に関しては上がってくるとは思ってるんです、その消費の落ち込みとかは別に

してね。そやから、これについては市でどうのこうのできるとは思いませんけど、また歳入

のときに上がってきたら補正なり何なりかけていくことになるのかなと思っております。

以上でございます。

藤井本委員長 ほかに。

奥本委員。

奥本委員 まずは、ちょっと細かいところで確認させてください。教えてください。14ページ、13款

使用料及び手数料、１項使用料の中の４目農林商工使用料の、同じく１節農林商工使用料の

休養センター使用料4,000円、この内容の説明をお願いします。

さらに同じページ、13款１項の５目の土木使用料、この５節の法定外公共物使用料５万

1,000円ついております。これが内容が何かというのをお願いします。

続きまして、15ページ、同じく13款１項の教育使用料、６目教育使用料の５節保健体育使
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用料の中の新町公園球技場使用料、これにつきまして令和５年度16万4,000円だったところ

が増額されております。この理由と算定根拠をお願いします。

以上、３点お願いします。

藤井本委員長 吉田課長。

吉田農林課長 農林課の吉田です。よろしくお願いします。

まず１点目の休養センター使用料4,000円につきましては、休養センター北側ふれあい広

場の駐車場の使用料でございます。ダイヤモンドトレイル等で年２回、駐車場利用の申込み

予定がありまして、受付スタート地点として使用されるため、使用料の計上をしております。

以上でございます。

藤井本委員長 西川課長。

西川建設課長 建設課、西川です。よろしくお願いいたします。

法定外公共物の使用料につきまして説明のほうをさせていただきます。法定外公共物とい

いますのは、まず里道水路でございます。青線、赤線と呼ばれるものでございます。その使

用料のことでございまして、その使用者、使用される方が使用料を払っていただくものでご

ざいまして、年間１平方メートル当たり230円をいただいているという内容でございます。

以上でございます。

藤井本委員長 竹本課長。

竹本体育振興課長 体育振興課、竹本でございます。どうぞよろしくお願いします。

ただいまの奥本委員の質問の、新町公園球技場の使用料増額の理由ということでございま

すので、まず予算の段階では７月の使用料の改定に合わせまして、それまでの１日8,240円

の約２日半分の２万600円と、７月以降の延べ３日間の芝生の使用料１日４万8,000円の３日

分の14万4,000円の合わせて16万4,000円を見込んでおりましたが、今年度改定を受けまして、

10月までの段階でプロサッカーチーム等での使用で延べ３日で、１日５万6,000円の16万

8,000円、シニアサッカー大会等での２日間で11万2,000円等で、その他、野球大会等で約33

万円ほどの実績がございました。その後も地域のクラブチームの利用等の申込みも出てきて

おりましたので、今年度としましては見込みとしまして大体１日４万8,000円の12日分を見

込んで57万6,000円ということで増額を見させていただいたところでございます。

以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 まず休養センター、これは駐車場の使用料ということですけども、年２回のダイヤモンド

トレイルの利用でということは、１回当たり2,000円ですか。これ何台分なんですかね、こ

れは。2,000円。このダイヤモンドトレイルの日には、登山の日、あれは大阪の協会がやっ

てらっしゃるんです。すごい人なんです。駅から歩いてくる人もそうですし、車もすごく多

いんですよ。かなりの台数止まってると思うんですけど、それが１人当たり2,000円という

計算、ちょっとその辺りどういう根拠で2,000円にされたのかよく分からないし、何台止ま

ってるのか、把握されてるのかどうかを併せてお願いします。

続きまして、法定外公共物使用料、これこの間の赤道、青線とかのあの辺の話に関わるこ
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とですけども、里道によってその利用料を徴収するケースと徴収しないケースというのは具

体的にどういう線引きされているのか、何がこの利用料かかるところに該当するのかちょっ

と分からないので、そこだけ追加説明をお願いします。

それから、新町公園の球技場使用料、これ実績に応じた増額というのは理解できるんです

けど、これ実は去年も私、申し上げたんですけども、この利用料、特に芝生のグラウンドを

実際利用された方からは、この天然芝でこの値段で借りていいのと逆に聞かれてるんです。

というのは、去年も申し上げましたけども、使えば使うほど管理費がやっぱりかかっていく

わけなんですよね。昨日も勝浪主幹の説明がありましたように、やっぱり維持管理にすごく

手間かかってると。そしたら、この利用料はもうちょっとこれ上げるべきじゃないかと思う

んですね。この金額でいって、使えば使うほどやっぱりその分のメンテナンスが必要なって

きますので、それに対する費用というか、また別のところで人件費かかったりとか、いろん

な整備費ですよね、農薬の散布とかいろんなそういうところにお金かかってくる結果になる

ので、その辺りこれ見直しをお願いしたはずなんです、去年の段階で。その辺はなぜ反映さ

れてないんですか。併せてお願いします。

藤井本委員長 吉田課長。

吉田農林課長 農林課、吉田です。

ただいまのご質問で、休養センター使用料の計算方法についてでございます。市行政財産

使用料条例に基づきまして、近傍類似の土地の固定資産税台帳に登録された価格を基に算出

した、使用面積相当額に100分の５を乗じて得た額を日割り計算して計算しておりまして、

貸出し面積が2,250平方メートルということで、そちらのほうから計算をさせていただいて

おります。

以上でございます。

藤井本委員長 質問の中に、台数どれぐらい置かれてるんだろうと、把握されてますかということで

すけども。

吉田農林課長 台数につきましては、貸出し面積としてそちらにお貸しするということで、先ほど申

し上げました2,250平方メートル分に止めていただくということで、そちらの計算の根拠と

なっております。台数においてはちょっと把握できておりません。

以上です。

藤井本委員長 把握もされてないし、台数を基準としてないという考え方でいいわけですね。面積で

算出をしていると。

吉田農林課長 はい。

藤井本委員長 西川建設課長。

西川建設課長 建設課、西川です。

まず具体的なケース、一番多いものから順番に説明させていただきます。一番多いのがガ

ス管ですね。ガス管が埋設されている、２番目が水路の上に通路橋がかかっている、３番目

が電柱、多くはこの３つが多い内容でございます。

その中で費用が発生するしないの線引きでございますが、通路橋がよく分かりやすいかと
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思うんですけども、ご自宅、個人が入られる場合は不要でございます。ただし、法人、会社

が、株式会社Ａとかいう場合は通路橋としていただきます。まず、ガス管、電柱についても

法人でございますので、営利を目的とした法人からはいただくようになっております。

以上でございます。

藤井本委員長 竹本体育振興課長。

竹本体育振興課長 体育振興課、竹本でございます。

ただいまの奥本委員の、使用料の改定しなかった理由でございますけども、使用料の改定

となる中で、当初は使用料が新たに設定され上がったことにより、使用見込みを辞退された

ケースもありましたりとか、あとちょっとそういった関係で県の大会等で使用の見合せ等も

ありましたことで、ちょっとしばらく現状で考えておりましたところ、年度後半に入ってき

て、実際、先ほど言いましたように、クラブチームが定期的に使うようになったりというこ

とで、使用料等も２月末現在では、実際、今先ほど言いました今年度見込んでおりました増

額よりも超える76万円ほどの実績が上がっているところでございますので、そういったこと

を踏まえまして、先ほどの維持管理費等も踏まえた中で、今後改めて改定については研究さ

せていただきたいと思います。

以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 まず休養センター北側駐車場の件なんですけども、2,250平方メートル、台数を把握して

ないということですけど、これ台数把握してくださいね。そうしないと、この予算が何台分

とか分からないし、実際、この当日私も見たことあるんですけども、どこからどこまでをダ

イヤモンドトレイルの貸出してるかという明示されてないんですよ、何も。普通に、それと

は全く関係ない方が登山される方が止めてる場合、あるいはゆうあいステーションに止める

方がこっちにという方もやっぱりいてるんです。だから、その貸出しする以上は、市がやる

必要はないと思いますが、その貸出しの相手方にこの範囲というのを明示して、何台という

のもやっぱり把握しとくべきかなと思うんですよ。それが、もしかするとこれ以上に止めら

れる可能性あったらもっと請求せんと駄目ですし、そこはちゃんと管理してくださいね。

それから、法定外使用料の件はよく分かりました。線引きとしては、個人使用か法人使用

かというところだという、よく分かりました。ありがとうございます。

それから、新町公園のところなんですけども、今説明いただきましたけども、見込みより

もやっぱり実際に多かったんですよね、その利用が。そうなってくると、やっぱり去年指摘

してる問題点が浮上してくるわけなんです。今回も12日分しか計上されてない。恐らくこれ

以上に、まだ借りれるということを知らない方がいっぱいいらっしゃいます。そういうのが、

あそこ借りれるんやでと分かったら、もっともっと申込み殺到すると思うので、そうすると

やはりこの管理費用というのはどんどんどんどん上積みされていくわけですから、やはりこ

れは早くその辺の料金が適正かどうかということを始めてもらわんと駄目やと思う。研究す

るとおっしゃいましたけど、最後もういいっ放しになりますけど、研究するのは具体的にい

つまでに研究されるんですか。これだけお伺いします。
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藤井本委員長 ３回目になるわけですよね。料金を研究するとかおっしゃったんですけど、ほかと比

較対象とか、例えば使われた方の感想を聞くとか何かをしようとされてんねけど、いついつ

までにまた報告をしますという、いつまでということなので、研究します、いつまでですか

ということなので、そこをお答えください。いわゆる、逆に言うと、この料金でいつまで行

くのということですやんか、この料金をね。研究するよということをお答えされたんだから、

その辺の時期的な予定というんか、担当課で結構ですから、今このように考えてますという

ことでお答えください。

竹本課長。

竹本体育振興課長 体育振興課の竹本です。

ただいまの、いつまでというご質問でございますが、当初、値段設定に当たりましては、

前年度、県内の各天然芝、人工芝等のグラウンド等を見て、ほぼ大体同程度の金額設定をさ

せていただいたところでございます。その辺りも踏まえての設定ということではやっていた

んですけど、先ほどの答弁のとおりなんですけども、実際上、先ほども言いましたように実

際使われる方は確かに芝生がええという感想はいただいております。定期的に使われている

地元のスポーツ少年団であったりとかの方らも、ほかのグラウンドよりもここでやりたいと

いうご希望の中で、そこは十分理解するところでございますが、その辺も踏まえまして、維

持管理等を踏まえて、今年度中にちょっといろいろ試算等を踏まえた中で、どっかの段階で

状況等の報告はさせていただきたいかと思います。

藤井本委員長 報告してください。それと、これは私のほうで副市長、お答えいただきたいんだけど、

両方とも使用料が少ないんじゃないかという質問だったと思います。両方ともいただくお金

が少ない、もう少し上げてもいいんじゃないかという提言であったと思います。そういった

意味合いの、今の場所だけにかかわらず、この使用料に関しての考え方を、もうちょっと上

げてもええのと違うかというご意見も出てますので、それについてお答えというんか、ご意

見いただけませんやろうか。

東副市長。

東 副市長 ただいまの委員長からのご質問であります、その使用料についてアップしたらどうかと

いうことだと思うんですけども、使用料につきましては、今後でありますけれども、今、奥

本委員おっしゃってくれました新町公園でありますと、あと７年後か、国スポもやってまい

ります。そういった関係のときに、やっぱりある程度の整備というものもありますし、そん

なんを鑑みますと、やっぱりまたアップしなければいけない時期が来るのかなというのんも

ありますし、その辺に関しましてはちょっと時期等を見まして、上げるべき時が来ればまた

議会に相談して、ちょっと変えていくのもありかなというふうに思います。

以上です。

藤井本委員長 ありがとうございます。ほかに。

梨本委員。

梨本委員 よろしくお願いします。13ページ、10款１項１目１節地方交付税、令和６年度は50億

5,000万円ということで計上されてますが、令和５年度の48億5,000万円と比較すると約２億
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円増額してますので、この増額してる理由について教えてください。

また、これ、合併特例債とかの交付税算入とかも含めて、また教えていただきたいと思っ

ています。よろしくお願いします。

２つ目も13ページです。これ12款１項１目１節の農林商工費分担金315万円、この農林商

工費分担金の内容、ルールであるとか、どういう分担金なのかということと、この315万円

の大字名をちょっと教えていただけますか。よろしくお願いします。

３つ目が、27ページです。21款１項にございます、これは地方債、市債全般のことについ

てお聞きしたいんですけれども、これ少額の起債が増額しているように思うんです。これは

令和３年度からの傾向だと思うんですけれども、この理由、この市債を増やしている理由と、

あと将来的な返済の見通しなども含めてお聞きしたいと思います。

以上、３点お願いします。

藤井本委員長 内蔵課長。

内蔵財政課長 財政課の内蔵です。よろしくお願いをいたします。

ただいまの梨本委員のご質問で、まず地方交付税についてご説明いたします。

まず、簡単に制度の説明をいたします。地方交付税につきましては、国税収入額の一定割

合を財源といたしまして、国が示す基準により国から各自治体に交付されるものとなってお

ります。国の地方交付税の予算額につきましては、毎年、総務省が定める地方財政計画で示

されており、国の予算総額の範囲の中で、国が示す一定基準により交付されるものとなって

おります。

参考といたしまして、令和に入ってからの国の地方財政計画における地方交付税総額の推

移を申し上げます。令和元年度が16兆2,000億円、令和２年度が16兆6,000億円、令和３年度

が17兆4,000億円、令和４年度が18兆1,000億円、令和５年度が18兆4,000億円、そして令和

６年度が令和５年度に比べ3,000億円増加ということで、令和６年度は18兆7,000億円と増加

傾向となっておる状況となっております。

そして、ご存じのように、地方交付税につきましては普通交付税とそれから特別交付税の

２種類がございまして、普通交付税につきましては交付税総額の94％、それから特別交付税

は６％と法律で定められております。

そして、その普通交付税と特別交付税なんですけれども、まず普通交付税について説明い

たします。普通交付税につきましては、令和６年度の当初予算額が43億9,000万円、令和５

年度の当初予算が42億5,000万円ということで、予算・予算の比較におきましては１億4,000

万円の増額となっております。そして、この普通交付税につきましては、毎年、先ほど申し

ました、国の地方財政計画を参考にし、奈良県で各市町村ごとに試算していただいておりま

して、その試算資料を基に計上しております。そして、その県からの通知文書におきまして、

各市町村は、本資料を予算編成の参考とし、くれぐれも普通交付税の予算額は過大に見積も

ることのないようご留意くださいとされていることから、県の試算額を上回らないよう手堅

く見積もっております。
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度が43億7,657万2,000円、令和４年度が44億4,211万円、そして令和５年度の交付決定額が

45億3,883万円となっております。先ほど申しました予算・予算の比較におきましては１億

4,000万円の増額となっておるんですけれども、直近の決算額を見ますと、過度な見込みと

ならないよう計上しております。

そして、県の積算資料ではちょっと読み込むことができないんですけれども、県のほうも

国の地方財政計画を基に積算されてるということで、国の地方財政計画、令和６年度の分と

令和５年度の分の比較をこちらのほうでさせていただきました。そしたら、令和５年と令和

６年度で交付税総額というのが3,000億円増えてるんですけれども、その内訳で主なものを

この地方財政計画から読み取りますと、まず一番大きいのが人事院勧告に伴うベースアップ、

それから会計年度任用職員の勤勉手当、こちらとなっておりまして、まずその給与改定に要

する経費といたしまして、総額で3,267億円が地方財政計画上盛り込まれております。それ

から、そのうち会計年度任用職員分といたしまして600億円がその中に含まれております。

そして、会計年度任用職員への勤勉手当支給に要する経費ということで1,810億円ですので、

人事院勧告に伴う関係といたしましては約5,000億円ほどが追加となっております。

それとあと、令和５年と令和６年の違いで主なものと申しましたら、あと新型コロナウイ

ルスワクチン接種というのが、令和６年度から定期接種として実施するために必要な経費が

普通交付税のほうで計上されております。新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費と

して、交付税総額として450億円が盛り込まれております。

以上が主なものとなっております。

今申しましたものが普通交付税でございまして、次に特別交付税を説明いたします。

こちらにつきましては普通交付税を補完するものとなっておりまして、普通交付税で措置

されない財政需要部分や、台風や地震等による災害等の特別な財政需要に応じて交付される

ものとなっております。

うことで、6,000万円の増としております。そして、この特別交付税につきましても国の地

方財政計画によるところが大きくなっておりまして、先ほど申しました地方財政計画上の交

付税総額を見ましても、平成30年度までは減少傾向となっておったんですが、平成30年度か

ら令和元年度にかけ増額に転じてから以後、令和６年度まで右肩上がりとなっております。

ておりましたが、令和３年度の決算額が７億168万円、令和４年度の決算額が７億3,017万

3,000円と増加傾向となっております。繰り返しになるんですけども、交付税は国税収入額

の一定割合を財源としておりますので、国税収入の増額に伴い、国全体としても増加傾向と

状況を踏まえまして、令和６年度の予算のほうは直近５年間の平均を取らせていただきまし

て、６億6,000万円の計上としております。

以上が交付税の説明となります。

そして、合併特例債の影響ということなんですけれども、合併特例債につきましては元利
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償還金の70％が毎年交付税に算入されるということで、令和５年度の合併特例債の普通交付

税への算入額というのが約５億2,700万円、それから令和６年度の算入見込額が約５億1,000

万円となっておりますので、普通交付税の増額の要因としては、この合併特例債の分という

のは影響はないということでございます。

続きまして、少額の起債の関係、予算書27ページの21款市債のページで申し上げます。一

番右端の欄、説明欄には、当該起債を充当しております歳出予算の説明欄の中の事業名で区

分して、起債額というのをこの27ページのほうには載せております。

少額の起債ということで、例えば500万円以下で調べさせていただきましたので申し上げ

ます。令和６年度の当初予算では、500万円以下の起債というのが21項目ございます。令和

５年度の当初予算では14項目でございましたので、７項目増えております。ただし、事業単

位で区分して歳入の説明欄に載せておりますので、例えば複数の課で予算計上しております

公用車購入費、この公用車購入費につきましては脱炭素化推進事業債という起債を全ての公

用車に対して充当しておるんですけれども、令和５年度の当初予算では公用車購入費に係る

事業というのが２事業でございました。それから令和６年度につきましては、各課単位で公

用車の購入費というのは計上しておりますので５事業となっていることで、この公用車の関

係で３項目が増えております。それから、公用車の購入費以外におきましても、起債額が

500万円以下の事業で、令和６年度に新たに計上された事業というのが８事業ございます。

そして令和５年度の当初予算で計上しておりましたが、令和６年度ではなくなっている事業

というのが４事業ございますので、差引き４項目の増となっております。起債の予算計上に

つきましては令和５年度の当初予算と同様としておりまして、令和６年度につきましては比

較的金額の少ない新規の起債対象事業があったことから、500万円以下の起債額となる事業

件数が増えていると考えております。また、地方債につきましては、市が事業を行う中で公

共施設の建設事業費や用地購入費等の財源を調達する場合など、地方財政法の第５条各号に

掲げる経費のみ発行できるものとなっておりますので、予算編成におきましては、その事業

経費につきまして適債性の確認も行いながら、起債対象額に総務省告示による充当率を乗じ

まして起債額を算出するということで、令和５年度の予算計上方法と同様に行っております。

基本的な運用といたしましては、起債対象経費につきましては、原則、起債のほうは100万

円以上の起債対象事業費に対しまして起債のほうを予算上は当てております。

以上です。

藤井本委員長 吉田農林課長。

吉田農林課長 農林課の吉田です。

２点目の農林商工費分担金について答弁をさせていただきます。工事の分担金でございま

すが、内容につきましては農地費、土地改良事業で工事請負費として大字山口の山口地内水

路改修工事300万円、そして予算枠として計上しているため大字は未定でございますが、農

業用施設維持補修工事200万円、そして団体営土地改良事業で大字今在家からの要望で寺川

水路ゲート改修工事650万円、そして大字勝根の勝根池改修工事2,000万円、合計3,150万円

の１割として315万円の計上となっております。



－293－

以上でございます。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 財政課のほうからちょっと丁寧にご説明いただきまして、ありがとうございました。よく

分かりました。この地方交付税に関して、国全体のもの、国全体の財政計画の中で膨らんで

てるのかなというふうに思ったんですけど、そうではないということで、特例債の分はこれ

がもうここは減っていくという考え方でいいのか、そこだけちょっともう一回だけ聞かせて

いただけますか。

市債のことについてなんですけど、これも内容はよく分かりました。ただ、ちょっとこれ

はもう副市長に答えてもらったほうがええかなと思うんですけれども、原則としてこの地方

債というのはこれ基本的には借金なわけですから、原則は総務省の考え方としても、地方債

以外の歳入をもって賄うということが基本かなというふうに思うんです。それで、地方債使

う場合は将来の市民の方との分担といいますか、公平性の確保から、大きな事業に関しては

将来的に将来の住民と負担していきましょうという考え方であったり、もしくは緊急の災害

であったり、そういった臨時的な出費が多額である場合は、こういった地方債という考え方

は理解できるんです。ところが、これは溝尾前副市長の時代から、この地方債が非常に多く

なってきている。これについても、溝尾前副市長はそういった考え方をこの議会の中でも説

明してこられて、有利なものに関しては、例えば交付税算入があるものに関しては、しっか

りとそういうものを活用していって財源として活用していくということはおっしゃられたん

ですけれども、これやはり将来的な見通しといいますか、これ借金ですから、少額のものが

どんどんどんどんこういった地方債で増えていくという考え方については、私どうなのかな

というふうに思ったりするんです。これはもうちょっと考え方として、副市長、市の考え方

として、今後も令和５年度からこの令和６年度にこういったものが増えているということで

すので、将来的にももうこういう形でいくのか、それとも溝尾前副市長とちょっと違う考え

方として……。

（発言する者あり）

梨本委員 少額の起債です。少額の起債についての考え方ですので、ちょっとそれの考え方、聞かせ

ていただきますでしょうか。２点目はそういうことでよろしくお願いします。

それから、農林商工費の分担金については、山口の分と今在家、勝根池と、それから枠と

して取ってる分ということで理解いたしました。これについて、そもそものルール、これ

10％ルールですよね。これは基本的には分担金10％を大字に負担していただくというルール

だと思うんですけれども、このルール外でもしやられるというようなこともあるのかという

ことだけ、一度聞かせていただけますか。何かこういう原則のルールから違うようなやり方

があるのかということを聞かせていただけますでしょうか。

以上３点、再度お願いします。

藤井本委員長 内蔵課長。

内蔵財政課長 財政課の内蔵です。よろしくお願いします。
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合併特例債なんですけれども、平成28年度に道の駅建設事業ですとかクリーンセンターの

関係で、平成28年度は約44億8,000万円の起債をしておりまして、この中に結構金額の大き

い合併特例債というのが含まれておるんですけれども、その合併特例債の償還のピークとい

うのが令和４年度となっております。令和５年度以降につきましてはこれから減少していく

と、このようになっております。

以上です。

藤井本委員長 吉田課長。

吉田農林課長 農林課の吉田です。

ただいまのご質問で、この分担金、対象の土地改良事業以外の工事というご質問でござい

ますが、緊急度に応じていろいろ事業のほうを検討させていただくわけですが、場合によっ

ては材料支給であったり、大字営であったり、そういった形で、その工事の内容について相

談をさせていただいているところです。

藤井本委員長 だから10％ルールというものを使わないケースがあるのかという質問です。

吉田農林課長 大字営でやりましたり、材料支給で、その材料を支給したり、材料代を請求していた

だくという形で施工している部分がございます。

藤井本委員長 それを材料で渡して10％という形に持っていってんのか、いわゆる10％ルールという

のがあるわけですやろ。それより上の部分が、それよりも大きい部分があんのか。いや、こ

ういうケースの場合はそれを適用しないというのがあるのかとか、それを全て適用している

のかという今の質問ですので、それを材料支給でするときもあるということだけども、それ

はそれで分かりますけども、10％というこの10％、それより上があるのか下があるのかとい

うことでお答えください。

吉田農林課長 材料支給につきましては、いわゆる材料を支給しますので100％というところで、あ

と補助事業でありましたら２分の１の補助でありましたり、そういうところで要件に応じて、

該当する場合はほかの事業でさせていただいております。

以上でございます。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 起債についての考え方でございます。起債というものを使うというのはどういう考え方か

といいますと、ちらっとおっしゃいましたけども、世代をずっとこれから、例えば公共施設

を建てるとして、それは今現在使っている方と、それと将来使う方とのその分散をするとい

う考え方ですので、そういう意味で本来起債というものを使います。それで、この３年間、

起債の状況を申し上げますと、令和２年度で203億5,000万円、令和３年度で197億7,000万円、

令和４年度で191億6,000万円と、起債残高はほぼ毎年減ってきております。それに比べまし

て、基金残高が令和元年度で20億円から令和２年度で24億円、令和３年度で公共施設整備基

金もありますけども、25億5,000万円、それと令和４年度では減債基金も入れますと28億

1,000万円と基金残高も増やしております。ですので、起債を使う使わないという判断の仕

方なんですけども、基本的にはできるだけ起債を使って、有利な交付税算入のあるものは必

ず使っていくと。財源として単費で、単費といいますか、基金を取り崩すなり、単費を使っ
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ていきますと、当然、交付税算入はされませんので、そういう意味においては有利な起債を

最大限使っていくことが大切かなと思います。起債のこの残高につきましては、大きな事業

があるかないかによっても変わってきます。今年の場合ですと４億8,500万円ほど起債残高、

起債の金額は減ります。減りますけども、それの一番大きなのは福祉施設であるいきいきセ

ンターの事業が約５億円ほどありましたけども、そちらのほうは起債使ってたと。今年の場

合はそれがなくなりまして、新庄庁舎のほうで１億数千万円の新たな新庄庁舎管理事業債で

すかを使うというような形になりますので、起債というのはそのときの投資の額によって変

わってきますけども、安定した財政運営をするということは、そのバランスを考えての財政

運営をするということは必要やと思います。決して将来の負担を残さないということは大切

なんですけども、有利な起債を活用することが地方財政上、有利であると判断した場合には、

最大限起債の把握はしていきます。

以上でございます。

藤井本委員長 今の質問の中に、阿古市長のその起債の考え方はよく分かりました。今の質問は、こ

の少額の起債が増えてるというところら辺で、だから、そこに答弁として含有されてるとは

思うんですけど、少額は増えてると。先ほど担当部のほうでも、少額の分は増えているとい

うお話になったし、100万円以上がこれに該当すんねんというお話、少額で使えんねんとい

うことでしたよね。じゃなかったかな。いわゆる少額の部分が増えてるという今の質問なの

で、起債に対する考え方はよく分かります。そういう少額のいわゆる事業が増えてるという

ふうに答えてくれはったらそれでよく分かんねんけど。

阿古市長。

阿古市長 基本的にはその起債の金額というのは少額の事業であったり、大きい事業であったり、考

え方は変わりません。有利な起債があれば少額であっても使っていくという考え方です。で

すので、その事業の大小にかかわらず財政上有利な処置を取っていくという考え方です。た

またまその事業が、先ほど説明ありましたけど、例えば公用車を買う、その事業項目が増え

たにしたかって、それが有利な財源があればそちらを使っていくという考え方ですので、起

債の大小によっての考え方の差というのはありません。

以上でございます。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 よく分かりました。まず、１つ目の地方交付税について、特例債は令和４年がピークだっ

たということで、交付税算入はこれからちょっと減っていくということで、その辺りも、ど

ういう、今後、地方交付税の推移になってくるのかということはすごく気になりますので、

また詳細に、今後またどういった補助、何て言うんですかね、交付税算入されたものがどれ

だけ計上されていくのかということも含めて、これ財政課のほうでしっかりやっていただい

てると思うんですけれども、また教えていただきたいと思います。

その次、市債の話です。これも市長からも説明ございました。私、市長おっしゃっている

ことを別に否定するわけでは全然なくて、この有利な起債はどんどん活用していったらいい

と思うんですよ。ただ、今まで溝尾前副市長が来られるまでは、こういったことはそんなに
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たくさんなかったというふうに私記憶してるんです。ですので、その後、前副市長時代にそ

ういうものをどんどんどんどん活用していくんだというようなことをおっしゃられて、その

後、副市長も替わられたわけですから、方針的にどういうことをやっていかれるのかなとい

うようなことも含めて聞きたかったんですが、市長から答弁いただきましたので、そういう

ことで、しっかりと財源の交付税算入されるものに関しては、今後もそういうものを活用し

ていくということで理解いたしました。ただ、基本的には、もう本当にそういう有利なもの

か有利じゃないのかというのは、ぱっと見た目で分からないんですよ。基本的に、例えば説

明を受けた公用車の件なんかは、これは非常に有利だなと、これはもう一気に買うというの

もこれは納得できるんですけれども、それが細かく見ていくと、どれがそういうふうなもの

であってどれがそうでないのかということも含めて、ここの予算特別委員会の中だけではち

ょっとなかなかこう見きれるものではないというふうに思ってますので、その辺りも今後し

っかりと説明していただいてやっていただければなというふうに、それは要望だけとさせて

いただきます。

農林課の農林商工費の分担金の件も理解はいたしました。結局、令和５年度までの事業も

含めて、そういった基本的にはこのルールに沿って、もしくは原材料費を100％支給すると

いう、それ以外のものでそういったルール外のことは起きてないということで理解させてい

ただきました。ということですね。

以上です。

藤井本委員長 ほかに。関連。

谷原委員。

谷原委員 関連でですけども、起債についてですけども、今、公用車についての記載というふうにあ

りましたが、これちょっと誤解が生まれてはあかんので確認したいんですが、先ほど地方財

政法第５条によるものしか起債はできないですよということでありました。基本的には、財

源は起債以外でやるのが原則で、この場合は起債でいきますよというのがあります。それで、

公用車といっても災害関係であればいけるのかなと思ったから、この公用車の起債が何の公

用車のあれになるのか、ちょっとお聞きしたいんです。トイレカー買うから、僕はトイレカ

ーのことかなと思ったんです。だからトイレカーだったら、この地方財政法の中に災害関係

のことも支出できますから、ちょっとこの内訳、公用車でそうなのかどうかということをち

ょっと確認だけさせてください。

藤井本委員長 内蔵課長。

内蔵財政課長 財政課、内蔵です。

ただいまの谷原委員のご質問ですけれども、公用車の購入費につきましては、今回令和６

年度予算に計上しておりますのは全て電気自動車ということになっております。電気自動車

につきましては、脱炭素化推進事業債という起債がございまして、この起債メニューの中に

その電動車の購入というのが入っておりますので、これが充当率90％、交付税算入率が30％

と、こういう起債を充てております。よろしいですか。

藤井本委員長 よろしいですか。ほかに。
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谷原委員。

谷原委員 それでは、よろしくお願いします。14ページです。12款２項１目の２節になります。ここ

に、こども未来課のところで保育所の保育料ですけれども、昨年度と大きく減額していると

いうことで、これは新たに厚生文教常任委員会でも条例改正案が出ておりましたけれども、

保育の多子世帯に対する０歳から２歳までの保育料の無償化に関わることにおいて、無償化

するということで減額措置になると思うんですが、ちょっとお聞きしたいのは、確かめたい

ということなんですが、令和６年度予算案のポイントの中に、８ページに子どものための教

育・保育給付事業、第２子目以降の保育料無償化分を含むというところの事業費とか書いて

あるんですが、囲みのところに第２子目以降保育料無償化に係る影響額ということで、入の

ところに5,400万円余り減額になりますよということなんですが、令和５年度の予算と令和

６年度の予算で、この保育料のところの差額とこの差額がちょっと合わないので、どっかほ

かのところもこの減額されてるところがあるのかなということで、ちょっと私もよく分から

ないので、これ確認したいんです。よろしいでしょうか。令和５年度の同じ保育所保育料の

見込額は１億469万3,000円が計上されてましたので、今回は6,984万円ですから、その差額

分と、先ほど言いましたところの予算案のポイントのところの差額が合わないので、ちょっ

とこれだけどちらの値で考えたほうがいいのか、予算書のほうではどうなのかというのが分

からないので教えていただきたいんです。これが１つ目です。

それから２つ目ですけれども、ページ数でいきますと25ページ、20款になります。３項３

目２節の体力づくりセンター運営収益金のところなんですが、これちょっと私、一般質問の

ときにお聞きしたときに、建設時に国の補助金を受けて建てているということをお聞きしま

した。この建設時に国の補助対象となっているのはどの範囲なのかということをちょっとお

聞きしたいんです。つまり、敷地のところだけ、あるいは土地を購入とかそういうところな

のか、建物なのか、どこが補助対象になっていたかということをお聞きしたいと思います。

それから、同じく25ページの20款３項３目２節の農畜産物加工処理施設運営収益金、これ

をいただいてるわけですけども、この施設についても建設時に補助金が入ってたのかどうか、

その名称が分かれば、どういう補助金を受けてそれを建設したのかお伺いします。

以上３点お願いします。

藤井本委員長 西川こども未来課長。

西川こども未来課長 こども未来課、西川でございます。よろしくお願いいたします。

まず１点目のご質問でございます。予算書14ページの保育所保育料の増減内容についてお

聞きだったかと思います。こちらのほうではございますが、そちらの14ページの歳入のほう、

保育所保育料6,984万円と、その下に認定こども園の保育料というのがございます。この２

点を１つとしてお考えいただきたいと思います。

内容ではございますが、３、４、５歳児の保育料にかかりましては無償化されております

ので、０、１、２歳児分の保育料となっております。認定こども園の保育料につきましては、

来年度から磐城第１保育所が新たに統合されますので、認定こども園としての保育料０、１、

２歳分が発生することとなります。こちらのほうなんですけども、保育料のほうに関しまし
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ては両方合わせてお考えいただきますと、入所児童数の伸びや所得の伸び等によりまして、

本来ならば約2,500万円程度の保育料の伸びを見込むところではございますが、先ほど谷原

委員ご指摘いただきましたとおり、第２子目の無償化のほうで保育料のほうの減額を算定さ

せていただいております。こちらのほうにかかる分が、先ほど予算案のポイントのほうでも

おっしゃっていただきましたが、5,459万2,000円、増額とプラスマイナス、結果、減額のほ

うが多くなるわけでして、保育所保育料に関しましては6,984万円、認定こども園の保育料

に関しましては507万4,000円という内容になっております。よろしくお願いいたします。

藤井本委員長 竹本課長。

竹本体育振興課長 体育振興課、竹本でございます。どうぞよろしくお願いします。

ただいまの谷原委員の体力づくりセンターの建設当時の補助金の対象ということでござい

ます。こちらにつきましては、建物のＲＣ構造部分の建物についての対象とされてたのみと

いうことでございます。

以上です。

藤井本委員長 吉田課長。

吉田農林課長 農林課の吉田です。

３点目の農畜産物処理加工施設に関してのご質問でございまして、農畜産物処理加工施設

の建設時に出た補助金につきましては、農業農村活性化農業構造改善事業補助金となってお

ります。補助対象事業につきましては、農畜産物加工調整施設整備事業でございます。

以上でございます。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 まず最初の保育料に関わるところですけれども、もう一回確認するんですが、単純に言う

とプラスマイナス増減と、これは歳入だから、減った分と新たに発生する支出を最後内訳で

おっしゃったということで、約7,400万円余りが歳入歳出考えると、それだけ負担が増える

ということでよろしいですね。そしたら、こちらのポイントのほうの数字でいいということ

で、もう一回それだけ確認をさせてください。

それからあと、国からの補助金の２件の話はこれで分かりました。ありがとうございます。

藤井本委員長 西川課長。

西川こども未来課長 こども未来課、西川でございます。

先ほどおっしゃっていただきましたとおり、歳入に関しましては約5,459万1,000円、歳出

に関しましては、出のほうで子どもの認定の給付費のほうで歳出を組ませていただいており

ます。市外の公立保育所や、市外の私立にお支払いさせていただいているところ、保育料と

しての収入がなくなりますので、そちらの分を歳出として補わせていただく分が、先ほどお

っしゃっていただいた差額になります。合わせて7,400万円程度というご理解でよろしいか

と思います。よろしくお願いいたします。

藤井本委員長 ほかに。

奥本委員。

奥本委員 谷原委員の関連が２つありますので、先そちらから行きます。25ページ、20款諸収入、３
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項雑入、３目雑入の節の雑入、体力づくりセンター運営収益金、これ、ウェルネスのところ

でもうかなりの企業努力していただいて収益金を入れていただいてるわけなんですけども、

この年によっていろいろあると思うんですけども、かなりコロナ明けということで利用者の

増を見込んでいらっしゃると思うんですけど、具体的に何％ぐらいを見込んでいらっしゃる

かという、この計算の根拠だけお願いします。

それと、その一番下の農畜産物処理加工施設運営収益金、これ昨年度の説明では過去３年

間の平均で出してる、予算化してるという話だったんですけども、ちょっと私の見間違いか、

金額計算すると平均値からすると低い見積りになってると思うんです。その辺りちょっとも

う少し詳しくご説明ください。

それからもう一つ、17ページ、14款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費国庫負担金

の１節保健衛生費負担金の予防接種健康被害給付費負担金というのが出てるんです。この費

目、多分、この令和６年度で初めてだと思うんですけども、この健康被害は何か、そういう

実害があったことに対して国がこれを出してるという意味なんですかね。であれば、その具

体的なその内容を教えてほしいと思います。

以上、３点お願いします。

藤井本委員長 ちょっと関連を先に行きますので、関連の部分で先にお願いします。

竹本課長。

竹本体育振興課長 体育振興課、竹本でございます。どうぞよろしくお願いします。

ただいまの奥本委員の運営収益金の見込みということでございますが、まず令和４年度の

実績としては892万9,163円でございました。今現在、令和５年度見込みとしては約1,100万

円ぐらいの見込みで毎月の報告では今、見込んでるところで、来年度予算では1,583万6,000

円の計上させていただいて、約43％ほどの増額を見込んでるところです。

以上です。

吉田課長。

吉田農林課長 農林課、吉田です。

２点目の農畜産物処理加工施設運営収益金に関してのご質問について答弁させていただき

ます。近年、売上げの総額については比較的高い数値で推移をしておりますが、一方、仕入

価格や人件費といった経費の総額も増加傾向にあることから、売上げの総額から経費の総額

を差し引いた収益については減少傾向にあります。そのため、農畜産物処理加工施設運営収

益金は昨年度の予算額より微減で計上をさせていただいております。

以上でございます。

藤井本委員長 ちょっと待ってくださいね。奥本委員、関連をもう先に終結させてしまいますわ。新

しいのが１つありましたけど、関連をもう先に終わらせたいので。

奥本委員。

奥本委員 体力づくりセンター、本当に43％増というすごく頑張っていらっしゃるということで、市

に貢献いただいてて非常に感謝すべきところでございます。それに関して、今の農畜産物処

理加工センターの収益金、売上げが上がってるけども様々な経費が嵩んでるんで、収益が減
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少傾向ということですけども、これ去年、過去３年の平均値で予算化してるという答弁され

てるので、何か収益が減少するのを見越した上で低く抑えるというこの予算設定、去年とつ

じつま合わない、整合性取れないと思うので、その辺りどう考えていらっしゃるんですかね。

藤井本委員長 もう一つのほうはいいのかな。

奥本委員 もう一つも行きますか。

藤井本委員長 いやいや、農林。体力づくりだけでいいですか。２問目、今。

奥本委員 最初の体力づくりセンターのやつは、もうそれで結構です。43％増で、もう頑張っていら

っしゃるということで。農畜産物処理加工施設運営収益については、去年のご答弁が平均値

で算出しているというその見積りの根拠だったんですけども、予算立ての根拠だったんです

が、今のご説明でいくとそれにそぐわないので、ちょっとその辺の整合性取れないなという

ところをどう考えていらっしゃるか。

藤井本委員長 吉田課長。

吉田農林課長 農林課の吉田です。

ただいまのご質問で、農畜産物処理施設運営収益金についてですが、こちらにつきまして

は基本協定書の第28条で規定されておりまして、年度決算に基づき収益合計から費用合計を

差し引いた利益の30％を成果配分として市に払うものとするとなっております。計算の内容

でございますが、令和２年度売上げが２億2,768万5,116円に対し、差引き利益については

1,047万8,273円、令和３年度売上げが２億3,996万2,768円に対し、差引き利益については83

万5,772円、令和４年度売上げが２億3,733万156円に対し、差引き利益については295万

1,957円となっておりまして、この直近３年の平均収益475万5,334円の30％で142万6,600円

を計上をさせていただいております。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 ちょっと私、そしたら去年のメモが間違ってたということで、失礼いたしました。過去３

年の実績、なおかつ協定書に基づいた30％ということで設定されてるということですね。理

解いたしました。ありがとうございます。

藤井本委員長 一旦終わってもらって、新たな質問で３問まで行ってくれますか。今のは関連で一旦

終わってもらって、新しい質問。

奥本委員。

奥本委員 そしたら、最後１点、17ページ、14款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費国庫負担

金の１節保健衛生費負担金の、今回、予防接種健康被害給付費負担金、これ令和６年度で初

めてこの費目は出てきたと思うんですけども、健康被害に対する給付費負担金ですので、何

らかの健康被害が起こったものに対してと思われるんですけど、その具体的な内容を教えて

ください。

藤井本委員長 森井部長。

森井保健福祉部長 保健福祉部の森井でございます。よろしくお願いいたします。

まず、予防接種健康被害給付金の負担金ということで、歳出の102ページのところに計上

させていただいております予防接種健康被害共済給付金に対しまして、国が負担金として市
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町村に支払うものでございます。まず、臨時接種期間中の健康被害に対しましては全額国の

負担となるため、歳出と同額を計上させていただいております。また、その中身につきまし

ては、当然、個人情報もございますので言うことはできませんが、令和３年度には健康被害

等調査委員会というものを実施しております。その回数としましては、令和３年度１回、令

和４年度１回、令和５年度１回というふうな形で実施させていただいてきているということ

で、今回予算化させていただいているとご理解いただけたらと思います。

以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 了解いたしました。予防接種に関するところということですね。それが発生したときのた

めのやつですね。分かりました。もろもろいろんな方があって、体質に合わない方とかが出

る可能性があるということで理解いたしました。ありがとうございます。

藤井本委員長 ほかに。

柴田委員。

柴田委員 １点だけ、その予防接種のことなんですけど、コロナワクチンというのはその中に入るん

でしょうか。

藤井本委員長 森井部長。

森井保健福祉部長 コロナワクチンは、先ほども言いました臨時接種期間中のコロナワクチン、そし

てこれ予防接種法に基づく定期接種Ａ類、Ｂ類の部分につきましては、この部分が対応する

形になります。ちなみに、任意接種の分についてはこの限りではございません。

以上です。

藤井本委員長 いいですか。ほかに。

谷原委員。

谷原委員 ページ数からいきます。19ページ、15款１項１目４節の生活保護費負担金ですが、昨年度

予算からちょっと大きな減額がありますので、その理由をお聞かせください。

次、２問目、20ページの15款２項２目１節の地域生活支援事業費補助金ですが、これも昨

年度から非常に大きな減額になっております。いずれも県からのものですから、分かる範囲

で結構ですので、減額の理由をお聞かせください。

次ですけれども、これは２か所あるんですが、ほぼ同じものだと思いますので併せて答え

ていただけたらと思うんですが、21ページの15款２項７目１節及び２節小学校費の補助金で

すが、これはもう昨年度からかなり大きな増額になっております。その増額理由について教

えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

藤井本委員長 山岡課長。

山岡社会福祉課長 社会福祉課、山岡でございます。よろしくお願いいたします。

まず、１つ目の生活保護費負担金でございます。こちらについては、生活保護法第73条に

より、居住地がないか、または明らかでない被保護者等について、市が示した保護費分の４

分の１を県が負担するものというところになっておりまして、この負担金分の歳入となりま

す。例えば、身元が分からない人を当市で保護した場合、本来うちではないというようなと
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ころの中の部分で、そのようなケースが当たるというところでございます。この額の減額の

理由なんですけども、通常ですと例年このようなケースで新規対象となられる方というのは

ほとんどあんまり数件程度でございまして、またそこから亡くなられる方もいらっしゃると

ころの中で、大きな変動もなく、どちらかというとそのようなケースというのは減少傾向に

あるのかなというふうに考えております。令和５年度につきましては、その対象となってる

方が、ここ一、二年ちょっと亡くなられる方が結構いらっしゃいまして、そもそものかかる

費用が減額というところになっておる中で、令和５年度実績としましては大体3,400万円ぐ

らい見込んでおるところなんですけども、令和６年度におきましてはその亡くなられている

方も含めまして3,000万円を割ってくるというところの中で、その４分の１というところの

中で、今回、歳入としては減額をさせていただいたというようなところでございます。

それと引き続き、地域生活支援事業の補助金でございます。こちらにつきましては障がい

福祉に関するサービスで、地域の特性や利用状況に応じて市町村が柔軟に実施する事業とい

うところの中で、その事業に対して国２分の１、県４分の１が支出される補助金となってお

ります。この事業の補助対象といたしまして、巡回支援専門員の人件費というのが充てられ

るということになっておりまして、これはこども・若者サポートセンターの臨床心理士等の

人件費等をこの事業の補助金でずっと充てておったところでございます。しかし、このこど

も家庭庁が設置されたことによりまして、恐らくそうと思われるんですが、この補助対象で

あった巡回支援専門員の人件費は、今の地域生活支援事業の対象外となりまして、新たに児

童虐待防止対策等総合支援事業費補助金のほうでこの人件費を充てられるというようなとこ

ろで、変わったというところでございます。よって、今まで地域生活支援事業で充てており

ました、こども・若者サポートセンターの臨床心理士等の人件費の歳入分が減額というとこ

ろになって、その分がちょっと大きな減額というふうになってるところでございます。

以上でございます。

藤井本委員長 西川課長。

西川学校教育課長 学校教育課、西川です。よろしくお願いします。

小学校費の県補助金と中学校費も県補助金の増額になっている理由ということで、まずは

この小学校費県補助金の増額理由についてなんですけども、まずこのそもそも対象となって

おりますのがスクールサポートスタッフとＩ（アイ）ｒｏｏｍの不登校支援員、この２つの

会計年度任用職員のものが対象となっており、増額となっている理由については今回３点ご

ざいます。

まず、この理由の１点目が、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例改正に伴

いますこの期末手当、勤勉手当の増額によるもの、もう一つが不登校支援員の小学校全校配

置に今回令和６年度から実施したことによる対象経費の増加。

２点目につきましては、このスクールサポートスタッフの補助割合についてなんですけど

も、令和６年度より負担割合が現時点では国３分の１、そして県３分の２、一応、市町村は

ゼロに変更されるということを伺っております。

もう３点目がこの不登校支援員なんですけども、こちらにつきましては負担割合は令和５
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年度と同様なんですけども、小学校全校に配置することで追加配分が行われる予定でありま

す。内容につきましては、各学校の規模に応じて１人から100人程度の学校で16万8,000円、

101人から200人の学校で22万4,000円、201人から500人の学校で33万6,000円、501人以上の

学校で54万4,000円が追加で交付される予定であります。この計算式に基づきまして、５校

で201万6,000円追加で増額されるということから、まず小学校費は主に増額しております。

中学校の増額理由につきましては、こちらも対象となってるのはスクールサポートスタッフ

とＩ（アイ）ｒｏｏｍの不登校支援員、そして部活動支援員が補助対象となっております。

スクールサポートスタッフと不登校支援員については、先ほど小学校費で説明したとおり、

期末手当、勤勉手当の増額により補助対象経費が増加したこと、部活動指導員につきまして

は２名から４名に今回増員させていただいてることから、こちらも補助対象経費が増えたこ

と、スクールサポートスタッフの割合につきましては先ほど小学校費で説明させていただい

たとおり、令和６年度から負担割合が変更になるということから増額となっているものでご

ざいます。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 最初の２つの質問はそれで分かりましたので、ありがとうございます。

３点目のところ、もう一つお聞きしたいんですが、純粋に増員される、令和５年度から令

和６年度に、先ほどあった部活動支援員なんかも２名増えるということですが、Ｉ（アイ）

ｒｏｏｍも全校配置ということで増えると思うんですが、純粋に人で言うと何名ぐらい会計

年度任用職員が増える予定なのか、お願いします。

藤井本委員長 西川学校教育課長。

西川学校教育課長 純粋に４名程度増える予定でございます。

藤井本委員長 ほかに。

私がありますので、代わってくれますか。

（正副委員長交代）

それでは、委員長に代わり、暫時、委員長の職務を行います。

質疑を行います。質疑はありませんか。

藤井本委員長。

藤井本委員長 それでは、23ページに該当するであろうと思われるんですが、基金のところ、令和２

年でありました、旧町時代の未処理金ということで審議を、審議というんか、特別委員会も

つくってやっていたというのは皆さんご存じであろうかと思います。その後、その金銭とい

うものは市役所に戻されました。歳計外会計、歳計外のところで保管されてたというところ

まで認識はございます。それ以降、私も当時、委員長をしていたせいか、その後どうなって

ますかという質問が、ほかの議員または市民から寄せられているんですけども、それについ

てお尋ねしたいと思います。いわゆる１億8,000万円のお金ですよね。歳計外から今どこに

入ってて、予算上どこで、計上はされてないから分からないですが、今回動きというものは

あるのかないのか分からないですけども、どこに今あってどうなっているのかと。既にもう
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使われたものなのか、これからのものなのか、その辺のところをちょっと簡単に、その辺の

ところをきちっと教えていただきたいと思います。

高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

ただいまご質問の旧町時代における未処理金１億8,185万1,728円の現状につきまして報告

させていただきます。このお金につきましては、令和３年の３月議会で補正予算として計上

し、雑入として計上して、議決いただきました後に財政調整基金として積み立て、会計課で

保管することとなっております。それで現在の状況といたしましては、財政調整基金として

は、この金額の分１億8,185万1,728円を取り崩したりして運用することなく、会計課におい

て適正に保管されております。

以上です。

藤井本委員長。

藤井本委員長 分かりました。財政調整基金の中にこの１億8,000万円余りが保管されていると、崩

していないということですよね。そうなると、今後どういうふうに活用されるというんです

か、今は崩していないというのは分かりましたけども、基金の中に含まれていると、今現在

はそのまま残ってますよというところまでは分かりましたけども、じゃあこれからどうする

のというところを、予定というかお考えを教えていただきたいと思います。

高垣部長。

高垣企画部長 当時、補正予算のときに質問ございましたとおりになるかもしれませんが、その当時

はコロナ禍でしたので、そのコロナや、市民のために活用する事業に充当するように検討し

ていきますということでお答えさせていただいております。現状も、そのような市民のため

に使えるものということで検討していくということで、よろしくお願いします。

藤井本委員長。

藤井本委員長 分かりました。今後、市民のために使っていくということで、今は財政調整基金で保

管をしていて、そのものは使われていないとということでございます。そういう質問等、私

も投げられましたので聞かせていただきました。ありがとうございました。

それでは、ここで藤井本委員長と交代いたします。

（正副委員長交代）

藤井本委員長 ほかに質疑ないですか。歳入。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようですので、歳入に対する質疑を終結いたします。

ここで暫時休憩をいたします。再開は１時、13時といたします。

休 憩 午前１１時４５分

再 開 午後 １時００分

藤井本委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

これより総括質疑に入ります。総括質疑は市政全般にわたるものとなりますよう、ご留意

ください。なお、総括質疑の性質上、複数問、２問、３問ある方も１問ずつしていただきま
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すようにお願いをいたします。

質疑ないですか。

西川委員。

西川委員 それでは、よろしくお願いいたします。私のほうから、財源の確保についてというところ

でお伺いをしたいと思います。令和６年度予算については、18歳までの子どもにかかる医療

費一部負担金無償化事業や、第２子以降の保育料無償化事業、産婦健康診査事業、児童手当

費の拡充など、子育て支援に力を入れた予算であると感じております。市長の施政方針にも

うたわれた子育てしやすいまちづくりに取り組む気概は見受けることができました。しかし

ながら、この財源に関して、本当にこれが継続して続けていけるのかという懸念があります。

このように、どこにも誇れるような事業を継続するために、財源の確保というものはどのよ

うに考えておられるかを伺いたいと思います。

藤井本委員長 米田財務部長。

米田財務部長 財務部の米田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

西川委員のご質問にお答えさせていただきます。子育て支援事業など、これらの扶助費に

つきましては、令和５年度と令和６年度の事業費ベース比較では約５億2,800万円の増額と

なっているところでございまして、その主な要因といたしましては、今述べられたように、

18歳までの子どもにかかる医療費一部負担金無償化事業、こちらは一般財源ベースで申し上

げますと約1,200万円の増、それから第２子目以降保育料無償化事業、こちらは一般財源ベ

ースで申し上げますと約7,400万円の増、それから障がい関連給付費、こちらもございます。

一般財源ベースで申し上げますと、約5,000万円などが要因となっているところでございま

す。これら扶助費の中には、国や県支出金で一部補てんされる事業もあることから、ただい

ま申し上げました一般財源ベース比較では約１億3,700万円の増額となるところでございま

す。財源面でのお問いでございますが、この増額分の約１億3,700万円につきましては、基

本的には一般財源で賄っていかなければならないところでございます。事業によっては普通

交付税において措置されるもの、また措置対象とならない場合は特別交付税におきまして、

市の特殊事情案件として国への申請を着実に行い、財源の確保に努めてまいるところでござ

います。また、自主財源の根幹であります市税におきましても、ここ数年間はコロナ禍では

あったものの、令和２年度以降、微増が続いている中で、令和５年度予算額と比較をいたし

ましても約１億2,600万円の増額となっており、自主財源におきましても貴重な増額が見て

取れるところでございます。また、予算編成の観点から、令和６年度予算編成におきまして

は人件費や扶助費などの義務的経費の増額につきましてはあらかじめ当初から想定はしてい

たところでございますが、実際に予算編成を行った中で、後年度に係るこれら義務的経費の

ボリューム感というものを認識できたところでございます。令和３年度の予算編成より、歳

入を基本とし歳入予算の範囲で歳出予算を見積り、できる限り財政調整基金に頼らない予算

編成を行っていくという考え方にシフトしておりますことから、当該年度の予算編成を始め

るまでに５年間の収支見通しを一般財源ベースで作成し、予算編成に臨んでいるところでご

ざいます。これらの新たな財政負担を令和７年度以降の収支見通しに反映させた中で、歳入
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面におきましては、市税や地方交付税などは実績や社会情勢を勘案しながら、過度な見込み

とならないように注意しつつ、国・県支出金等の特定財源のさらなる確保、起債の厳選や基

金も有効に活用しながら、歳出面においては事業の目的、必要性などを改めて精査し、優先

順位を定め取捨選択の検討を行うなど、歳出削減と新たな財源確保の意識づけを、職員間、

特に管理職間で共有してまいりたいと考えるところでございます。財政当局といたしまして

は、持続可能な財政運営に心して努めてまいります。

以上でございます。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 ありがとうございます。一般財源、自主財源の確保という話も出たんですけども、これも

ちろん自主財源を、例えば企業誘致にして固定資産税をとか、そういう施策的なものもある

んですけど、要は何かをやっぱり見直してその財源に充てていく、今の事業を政策で見直し

てそれの自主財源として充てていくという考え、そしてもう１個、依存財源のほうは確かに

いろいろメニューをもう一回模索していただいて、国からももしかしたら出てくる可能性も

あると思いますので、その辺は財務部のほうできっちりと調査をしていただいてそれに充て

ていく、依存財源のほうは。僕は聞きたいのは自主財源のほうです。それを政策として、ど

ういうふうに増やしていったりとか、例えば今の事業を見直して新たな事業のほうに転換し

ていくという、そういう考えはございますか。これ多分ちょっと市長かぐらいしか答えれな

いと思うので、ちょっとその辺お願いいたします。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 行政サービスそのもの全てにおきまして、やはり財源というものが関わってまいります。

ですので、その財源の許す範囲の中でどのサービスを行うのかというのは、取捨選択がある

りますので、非常に市税等につきましては、ほかの市町村とはまた違う考え方を持たなけれ

ばいけないのかなと思っております。それと、先日、年明けに総務省のほうに、この時期は

いつも特別交付税のお願いに上がります。今回の場合は特に１月の早々に能登半島地震等が

ありましたので、非常に厳しいという予測もされる中なんですけども、私どもが申し上げに

つ子どもたちも増えてきております。その中で、確かに人口減になる自治体は大変なんです

けども、人口増になるということにつきましては、それもやはり大変なんですよというお話

いただいてるところなんですけども、本年度からは子どもたちに関する部分の総務省の通常

の交付税の部分におきまして若干の変動がされます。その部分につきましてのウエートが若

てどの程度、行政サービスとしてできるだけ世代間の不公平がない中で投資をしていけるの

か、行政サービスを維持しているのかということを前提に考えております。行政サービスと

いいますのは、できるだけ一旦入れました行政サービスは継続することが前提になっており

ますので、導入するときにおきましては、当然のことながら、それが行政として耐えられる



－307－

のかどうかという検証は重ねた上での予算計上になっております。ただ、委員ご指摘のとお

り、その事業の社会的状況によっての事業の見直し、また人口増もそうなんですけども、こ

の財政運営をしていくという考え方でございます。

以上でございます。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 ありがとうございます。今、やっぱり民間のいろんなことの誘致をしてしっかりと税収を

増やしていくという言葉については、もう僕もそのほうが必要であると思いますし、やっぱ

り今ずっと続けてきてた事業というのもだんだんだんだん、これ、今の事情によって、時勢

によってそれは増やしていく事業というのは多くなっていくと思うんですけど、伴って、や

っぱり必要じゃなくなっていく事業というのもこれはあると思うんです。やっぱりその辺を

しっかりと精査しつつ、これについては財政運営をしっかりとしていっていただきたいと。

なおよりやっぱり外貨獲得といいますか、その辺をしっかりと、外貨獲得という言い方はお

かしいかもしれんですけど、要は民間の誘致とかいうのを積極的にしていく、企業誘致も含

めてしていくことが必要かなと思っておりますので、その辺のことをしっかりと考えていた

だいて自主財源の確保に努めていただきたいと思います。

以上です。

藤井本委員長 いいですか。ほかに。

柴田委員。

柴田委員 私は、市長の令和６年度の施政方針に基づいてちょっとお尋ねしたいんですけれども、施

政方針の中に様々な言葉が出てくるんですが、それについて市長のお考えを聞かせていただ

けたらなと思うんですが、市長のお言葉で、「新たなステップとして活力あるまちづくりを

そこで活力のあるまちづくりに関して言えば、違った言葉で市民の皆様を元気にするとか、

も、これに関して、私がちょっと聞いてると、今、元気ないけど、頑張って元気にするよみ

たいなことも、ちょっとそういうふうにも聞けて、市の現状というのは市長はどう捉えられ

てて、具体的にこの予算の中でどう反映されてどういうふうにしたいのかということをちょ

っとお聞きしたいのと、もう１個気になるのが、市長よくチャレンジとか英語の言葉を使わ

れるので、今回もバージョンアップというのが出てきてるんですけど、そのバージョンアッ

プというのが市長にとってバージョンアップがどういうことなのか、またそれが具体的に予

算にどう反映されているのかというのをお聞きしたいです。

藤井本委員長 市長、施政方針やから、市長にお答えをいただきたいと思います。

阿古市長。

阿古市長

町村に比べまして人口も増えている、財政的にも安定している、税収も増えていると、非常
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にほかの市町村からは恵まれたまなざしで、羨望のまなざして見ていただいているというの

はありがたいなと考えておるところでございます。

さらにバージョンアップというところでございますけども、予算に見えてこないというの

は、見える部分も実はあるんです。例えば、新しく私立の認定こども園が令和６年５月に開

園される、それも１つのバージョンアップでございます。これは過去３年間において準備し

たものでございますが、それ以外にも例えば保育料の無償化、第２子以降の完全無償化を令

和６年度に実施をします。それと、18歳までの子どもたちの医療費の完全無償化をやります。

そちらのほうは財源としては大体1,200万円、保育料の第２子以降の無償化のほうは7,000万

円と少しの財源ベースでございます。ですので、取組といたしまして予算に決して出ていな

いというわけではございませんが、その中でステップアップ、もしくはバージョンアップと

いうにはちょっとまだ規模の小さいお話なのかなと思いますけども、先ほど西川委員からの

質問もございましたけども、これからのバージョンアップというのは民間活力を高めていく、

をいただいている部門もありますけども、必ずしもそうではない部門もあります。利便性で

すとか、まだこれからその部分というのは獲得していかないといけない部分でございます。

その部分につきましては、行政が財政投資をしてする部分とはまた食い違ってまいります。

今現在、民間企業等の誘致も行っております。宿泊所等の誘致も行っておりますが、そのよ

アップを、住みよいまちづくりになっていくという考え方でございます。ですので、バージ

ョンアップにつきましては、予算計上している部分と、今いろんなところで取り組んでおる

ところの成果がこれから出てまいりますので、それが結果として出てまいりましたときには、

予算が必要な部分というのは行政サイドでまた予算計上していくことはあるかと思いますけ

ども、今年に関しましてはまだその部分は取り組んでいる最中でございますので、予算計上

されていない部分はかなりあるという認識を持っております。

以上でございます。

藤井本委員長 柴田委員。

柴田委員 市長のお考えは理解いたしましたけれども、ちょっと私が気になるのは、市民の皆さんを

元気にするとか、元気笑顔を取り戻すかとかの関連として、市制20周年のこともあるのかな

というふうに思っておりまして、市制20周年にひもづけされている事業が今回たくさん出て

いるんですけれども、私が思うのでは、別に20周年にひもづけされなければいけないのかな

というような事業もあるんではないかなと思って、特に當麻寺のそういう映像の事業とかは

20周年に何か関係あるのかなというのとか、あとマンホールのお話とか、あと記念切手とか

もなんですけど、あとはバイクのナンバープレートとかもなんですけど、何かこうちょっと、

そういうナンバープレートとか記念切手に関して言えば、何かこうそれ過ぎたら色あせてく

るのではないのかなというような感覚もありまして、わざわざそれを何かそういうふうにひ

もづけされなければいけないのかなというところもちょっと疑問に思ってるんですけど、そ

の辺りもちょっとお考えを聞かせていただきたいのと、それから西川委員とかぶるんですけ
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ど、人口が増えて市税が微増してるということなんですけれども、それと同時に、若い世代

のお子様がいらっしゃるご家族がたくさん転入されてきてくださっているということで、補

助のほうも増えていくというこのバランスなんですけど、その辺りをどういうふうに考えて

いらっしゃるのかと、あと、私、若い世代の方が来てくださることはすごく歓迎で、もちろ

ん補助も多いけど消費もされると思うんですよ。その消費をやっぱり市内で、私がこの間一

般質問したんですけど、市内または地域で循環させていただくような施策を考えていくのが

方向性としてはいいのかなと思うんですけど、その辺りをどう考えていらっしゃるのかと、

さっき民間活力を高めるとおっしゃったんですけど、今、見えてない部分があるということ

で、水面下で何か動いてるのかどうか分かりませんが、具体的に言える範囲でどういった取

組をされているのかお聞かせてください。

藤井本委員長 ちょっと多岐にわたりますけども、まとめてご答弁ください。

阿古市長。

阿古市長 今、３つぐらいあったのかなと思って聞いてたんですけど、まず20周年の事業につきまし

ては、これは委員会の席でもそうですし、通常の議会のありとあらゆる場所でお話しさせて

して20年というお祝い事ではございますけども、20周年の式典自体の事業というのはそれほ

ど大きな事業ではございません。それは10月１日前後にということで予定はしておるところ

なんですけども、それ以外の部分では、実は今おっしゃってるような要素があります。当初

から申し上げましたのは、この３年、４年間というのはコロナ禍で、非常に皆さんといいま

すか、市民の心や人との交流の部分で傷ついた部分がございます。経済はもう当然、経済的

な部分もそうなんですけども、それ以上に、ある団体でしたら、今まで活動していたけども

集まれない、その中で、これを今度復活する形にはなかなかならないような部分もあります。

そのようなところには行政が後押しする、元気をこうやって、いやもうみんなで力を合わせ

て頑張っていきましょうというそういう気持ちにしていかなければいけません。その１つの

要素、きっかけとして、20周年のタイミングと同じになったと。実はもう昨年から、コロナ

禍からの復興という言葉を使わせていただきました。３年半被災しておりますので、その復

興には最低でも３年半かかるという覚悟で取り組まないといけない。非常に変わった災害で

したので、被災と予防が一緒に行ってしまった、あったというような災害でした。ですので、

昨年の５月をもって終了という形ではなくて、そこからの復興作業に入るというところであ

ります。危機管理としては、復興が終わって１つの災害が終結する。そのための１つの要素

であるというところでございます。それで議員ご指摘のように、そういう効用の部分の事業

としては、各課において何ができるのかというところで、非常に小さい事業でもありますけ

ども、工夫していただきました。それが先ほどおっしゃっていただいた幾つかの事業である

と認識しておりますが、それ以外に継続的にやれる事業も入れております。ですので、20周

年で単年度で終わる事業と、継続的にやる事業があるという認識を持っております。20周年

の事業につきましては、そのような考え方で予算計上をさせていただいております。

それと、水面下でといいますか、もう具体的に見えているのは、ここずっとやらさせてい
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ただいているのが、新村の工業系ゾーンの話を、もうこの就任させていただいてからですの

で、もう五、六年させていただいております。徐々にではありますが、完成時期もほぼ見え

てくるような状況まで来ました。なかなか難航いたしましたのは、あのエリアが工業ゾーン

という名称でありながら第１種農地であったというところが非常に時間のかかる要素になっ

てしまいました。ただ、その第１種農地を解除するためのほぼ方向性もめども立ってきまし

たので、それが完成する前に企業誘致を始める段取りになっております。これはもう県との

話合いがほぼついておりますので、あとはどのタイミングでそれを開始するのかというとこ

ろでございます。それと、社会教育センターの跡地の利用も、１つの大きな民間活用の考え

の観光産業に変えたいですから、ですからホテル誘致を大阪・関西万博には間に合いません

でしたが、2031年に国体がまいりますので、それまでにそのような施設を準備しておきたい

という思いがあります。

それともう一つは、もう皆さん方ともご相談させていただいております旧當麻庁舎の跡地

の利用の問題であります。複合施設のほうは、もう完成時期もほぼ決まっておりますが、今

サウンディングをしている跡地利用の民間商業施設等の進め具合がどのようになっていくの

か、そのようによってまた予算づけがあるタイミングでしていく必要があると考えておると

ころでございます。それ以外に、山麓エリアのまちづくりにつきましてはいろんな要素があ

りますので、観光、農業共に成り立つような方策を考えていきたいと考えておるところでご

ざいます。全ての分野について民間を活用していくことが大切です。委員ご指摘のように、

個人商店的な、そのような活動もある種、仮想エリアにはそのようなものが発達しませんの

で、活気のあるまちをつくることによって、それが生計として成り立つような民間企業とい

周りの市町村や全国的な傾向とは逆行するようなまちづくりでありますが、私は決してそれ

ほしいのか、どのようなまちにできるのかというところを真剣に皆さん方とご議論できれば

と感じておるところでございます。

あとはもう先ほどバランスの話をさせていただきましたので、行政というのは当然財源が

ございますので、その財源の許す範囲内で最大限行政サービスは高めていきたいと考えてお

るところでございます。これも以前にも申し上げましたけども、財政を極端に経常収支比率

だけを望むのであれば意外とやり方はあるんです。行政サービスを落として、それで経費を

抑えてしまえば経常収支比率は良くなります。しかしながら、そのような考え方ではなく、

皆さん方からいただいた税金はできる範囲内で皆さん方に還元すべきだという考え方を持っ

ております。ですので、財政の余裕がどの程度あればいいのかというのは、私の中ではそれ

ほど極端に大きな余裕は持つべきではないという考え方を持っておりますので、そのバラン

スの範囲内で、赤字にならないある程度の余裕が、将来的な投資もある程度見込められるよ

うなバランスの範囲内で、市民サービスを更にバージョンアップできるところはバージョン

アップしていきたい、それも税収とのバランスの中で考えていく作業になります。
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以上でございます。

藤井本委員長 柴田委員。

柴田委員 市長おっしゃるとおり、バランスは本当に大事でありますが、20周年に関してはちょっと

やっぱりこれはとか思うような事業もあるんですが、その辺りはまたちょっといろいろ精査

していただきまして、あと私、企業誘致とかの新村工業系ゾーンとか社会教育センターとか

旧當麻庁舎の跡地、あと山麓のお話も出たんですけれども、これ、それ進めていただくのは

すごくいいと思うんですけれども、何というか、ちゃんとその用意が市にできてるのかなと

いうのが私ちょっと疑問にいつも思うんです。やっぱり基盤づくりができて、そこで同時進

行でやっていくのが、やはり一番、策としてはいいのかなと思っておりまして、その辺りが

ちゃんと市として考えながら進んでいっていただけてるのかなというのは、私の中でまだち

ょっと疑問に残っているところです。

以上です。

藤井本委員長 ほかに。

今、市民の皆さんを元気にする、笑顔を取り戻すという話がありました。そのために

も、やっぱり市政を担っておられる職員の皆さんが、私は元気でなくちゃいかん、やりがい

を持って仕事に取り組む中で笑顔にならなきゃいかんというふうに思いますので、そのこと

でちょっとお伺いをいたします。

昨今、少子化でございます。その中でもう今、大学受験産業なんかの間では、もうすぐも

ういろいろともう目に見えていろいろ問題が起こって、大学の統合等も整理みたいなことも

出てきて問題点が出てきているわけなんですが、市役所の職員を確保するという、働き手を

はあって、市職員の皆さん、やっぱり公務員になろうという方は、やはりそれなりの理想持

って世の中を良くしようという思いがあるからこそ公務員になろうと思っておられるわけで

ありますから、そういう方々の自己責任、自己実現、それから組織としてどのように関わっ

ているかなというふうなことを伺いたいと思います。

この質問、なぜこう思ったのかというと、この予算特別委員会の中で梨本委員が発言され

てちょっと私も驚いたんですが、このいわゆる休職をされている職員、けがをしたりとか、

ご病気とかそういうのを除いて、精神的に追い詰められて休職をせざるを得ないという職員

が、８年前には、このとき山下市政のときだったんですが、１名いらっしゃった。それから、

阿古市長に替わられて４年前に４名、そして今回は７名と増えています。これだけをもって、

ただちにこのことと市長のことと相関関係にあるとはこれは決して思っておりませんので、

これだけは最初申し上げておきたいと思いますが、それでもやっぱりその原因というのは、

例えばもしかしたら仕事への過度の負担があるんじゃないかとか、それからもしかしたらパ

ワハラなどもあるんじゃないかなというふうなことも原因としてはあるんじゃないかなとい

うふうに思うわけですけれども、まず市としてそのことについて個々の事情、そして現在、

今どうなっておられるか、休職されている方の状況がどのようであるかというのをつかんで
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おられるのかということをお伺いしたいのと、それからちょっと私このことを質問しようか

自分の夢の実現のために行かれるとかそういうことであれば私はいいと思うんです。しかし、

かしてほかの自治体の職員として働いていらっしゃるという方がいらっしゃるというような

話も聞いたんですが、そういった実情というものはつかんでいらっしゃるのか、そのことを

まずお伺いしたいと思います。

藤井本委員長 高垣部長。

高垣企画部長

らお答えさせていただきます。

まず、市といたしましては、少子高齢化や市民の価値観の多様化、大規模災害への対応な

ど社会状況の変化に対応するために、職員のそれぞれのスキル向上のための研修に取り組ん

でおります。従来からの職員研修としては、奈良県の市町村研修センターの外部研修をはじ

め、市の担当研修など様々な研修に取り組んでおります。また、職員自らの能力を高めるた

めの意欲的な取組また職務に関連する資格の取得に対しては、職員の自己研修等に関する助

成金交付要綱に基づきまして職員への助成も行っております。一方でメンタルヘルスの面か

らは、いつも申し上げてるようにメンターメンティー制度により、職員の不安解消やつなが

りの形成、スキルの向上を図っております。また、従来のメンターメンティー制度は、個々

のペアとしてのつながりが中心でありましたが、令和６年度からは全体での懇親会を開くな

ど、ペアだけではなく、つながりも含めて運用も検討しております。令和５年度におきまし

ては、採用２年未満の一般事務職に対しては、職務へのモチベーションの向上を目的に、副

市長が講師として、職員のときの実体験を基に、職務に対する向き合い方なども講義を行っ

ております。令和６年度につきましても、対象者、方法など、ブラッシュアップを検討して

おるところでございます。

また、休職者の話ですが、休職者につきましては、まずは担当課、担当部の中でしっかり

とお話しさせていただき、場合によっては人事課も関わって一緒に話聞かせていただきまし

て、状況は把握するように努めております。そのような中で対応していくという考えでござ

います。

最後に、愛想とかいう部分なんですけど、辞められる方に対しては当然、別の方の質問も

あったように、状況もお聞きし慰留もするという流れなんですけども、ちょっと愛想までは

ちょっと聞いたことないので、今ここではちょっと答弁はできないということでございます。

以上です。

藤井本委員長

まず、これまでの予算特別委員会の中でも話も聞いておりますが、メンター制度とか

いろいろされてて、それから令和６年度では、副市長がモチベーションを上げるために若手

職員に話もされるというふうなこともされてるというふうなことで、ご努力は現場のほうで、
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やっぱりメンタルヘルス大事だということで努力をされているということは理解をしており

ます。それからあと、担当課と人事課でその休職されている方についてはしっかりと把握す

るように努めていらっしゃるということですね。それからあと、特にほかの自治体に職員で

行かれたという方については特に捕捉はされてないというふうなことをお伺いいたしました。

さて、ちょっとこれ市長にお伺いをしたいんですけれども、やっぱり私この前、梨本委員

がちょっとこの数字のことをおっしゃった、話をされた後に、市長は、今どうしても挫折経

験のないような若い方の中で、ほかの自治体の市長との話の中で、挫折経験ない人たちがい

てて、なかなかそういう心が弱いというか、そういった、その言葉だけ聞いとったらですよ、

決して市長はそんなことをおっしゃってるとは思わないんですが、ご本人の自己責任かなと

も受け取れるような話をされて、私はやっぱり自治体の長、リーダーというのは、人のつら

さとか痛みとかそういうものをやっぱり理解をするという姿勢というのが一番大事だと思う

ので、その言葉だけを切り取ってみれば、うっと、どうかなというふうに思ったんです。阿

古市長のすばらしい尊敬するところは非常にメンタルが強いところなんですけれども、やっ

ぱり市長のようにそういう強い方ばかりではありませんので、ちょっと私は市長が言葉が恐

らく足りなかったんだろうなというふうに思いますので、改めて市長のお考えを伺いたいん

ですが、やっぱりどうしても精神を病んで休職をせざるを得ないそういった職員がいらっし

ういうことをしっかりしないと今後の採用にも関わってくると思いますので、市長のお考え

をお伺いしたいと思います。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 えらいところだけ切り取られるんですね。私はその傾向があると申し上げたように思うん

ですけども、どこの自治体、市町村もそのような傾向があるという話は、共通の話題として、

市町村長と話をしたときに、そういう話がありますという紹介をさせていただいたと思って

おります。そういう要素があるのかどうかというのはこれから分析していかないといけない

んですけども、その部分につきましては、採用方法についても工夫する必要があるのかなと

いうところは考えておるところでございます。

それと、先ほど残念な言葉聞いたんですけども、愛想を尽かしてというような話は聞いて

おりませんので、その就職先といいますか仕事場を選ばれるのは個人でございますので、当

す。民間企業もおられます。それはその人の事情といいますか、いろんな合う合わないも含

めまして、この場所が例えばそれが自分の生まれ育った場所とは違う場合にはまたふるさと

に戻りたいというような意思も働くでしょうし、いろんな中での選択をされますので、それ

は最大限引き止めはいたしますけども、それは最終的に個人的な判断でされることは認める

というところでございますので、出られる方もおられますし入ってる方もおられますので、

その辺は言葉の訂正をお願いしたい。どなたがそのような表現されたのか、おっしゃってる

のか私には分かりませんので、お願いしたいと思います。
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それと、やはり何といいますか、職場環境というのはかなり難しいなと思います、本当の

こと言って。ですので、全体としてその問題が起こりにくい俎上をつくるということが１つ。

それと、個人的なケアといいますか、アフターケアができるような部署の考え方もあっても

した皆さん方ですので、終身雇用ではありませんが、定年まで働いていただけるような環境

づくりに努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

藤井本委員長

まず、市長はアフターケアとかそういうこと、これは工夫はこれからもどんどんして

いっていただきたいと思います。今、市長が、私がこれ、ほかのところに愛想を尽かして行

かれてるというふうな言葉を訂正いただきたいというふうにおっしゃいましたけれども、聞

いたのは事実です。

（「本人からですか」の声あり）

本人からとはどういうことですか。

藤井本委員長 ちょっと、やり取りやめてください。

市長、私は事実をもって質問をしておりますので、そのことを取り下げてくださいと

いうのはどうかと思います。またそれから、あとこれから今、実際に人が増えてるんです。

困った精神的につらいという人が増えてるんです。そのことをもって、私は一般論をもって、

そういった実際に自分の職員、市長の部下の問題でありますから、そのことについて真摯に

向き合っていただきたいというふうに思います。それを、そんなことは聞いてないとかそう

いうことを聞いたら、市長、それはちょっと早速調査してもらいますと、こういうことがあ

る、今聞いてびっくりしたと、本当にそういうことがあったら問題やというのがリーダーの

言葉じゃないですか。それが言えないというのは、市長どういうことなんですか。その言葉

聞いたことないから訂正してくださいと、市長、私は訂正いたしませんし、それはリーダー

として今のような態度はどうかと思います。

以上です。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 本人から聞かれたんですか。どなたから聞かれたんですか。まずそれをおっしゃってくだ

さい。

（発言する者あり）

阿古市長 当然ありますやん。ありますよ。そんなうわさや悪意があるような方がおっしゃってる場

合もあるわけやから、ですからその辺をおっしゃっていただいたら対応させていただきます

ので、そやからどなたがおっしゃってるのかをまず確認しないといけないですから、確認作

業ができたら対応させていただきます。

以上でございます。

藤井本委員長 今の質問の中で、今、市長は確認してから調査するということでしたけど、質問の中

に原因としてパワハラ等があるんじゃないかとかいう言葉もありました。いわゆるハラスメ
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ントね。それを打ち消されてませんので、副市長、そういう全体の指導をやってはんねんか

ら、そういうことはないのならない、またそれに近いものがあったというのであれば、そう

いうこともお答えください。

東副市長。

東 副市長 東でございます。よろしくお願いします。

この手のことはかなりシビアな部分かなと。何をもってパワハラかという部分もちゃんと

本人に聞かないと、小さなことから大きなことまであると思うんです。ですから、それは

我々も、あったらあったで調査はしますし、そういう対応を取っておりますので、一概にこ

れやからパワハラやろとかそんなんじゃなくて、かなりシビアな部分で調査を重ねてうちは

ちゃんとした対応もしてますし、それ以外の部分でも、また職員の研修につきましてもそう

いった研修も行っておるというのが現状でございますので、ご理解賜れたらなと思います。

以上でございます。

藤井本委員長 ここで暫時休憩いたします。ちょっと調整をしたいと思います。

休 憩 午後１時４４分

再 開 午後１時５７分

藤井本委員長 休憩を解き、再開をいたします。

先ほどの議論ですけども、それについての対応について理事者側の答弁を求めます。

東副市長。

東 副市長 東でございます。よろしくお願いいたします。

させていただきましたけれども、シビアな部分なので、何で休職されているか、何で辞めた

とか、またその原因、これについてはやはり調査をしないと分かりませんので、今後そのよ

うなことがあれば調査して考えていきたいというふうに思っておりますので、ご理解賜りた

いと思います。よろしくお願いします。

藤井本委員長 ほかに。

梨本委員。

梨本委員 よろしくお願いします。私は、総合計画、市長施政方針と予算の考え方についてお伺いし

たいと思います。これは一般質問でも指摘させていただいたんですけれども、令和６年度の

市長施政方針、それと第二次総合計画の目標とのひもづけが一部変更されているものがござ

いました。これについて、そのことは一般質問で質問させていただいて、答弁はいただかな

かったんですけれども指摘はさせていただいて、今回、予算特別委員会ですので、当然、市

長施政方針に基づいてこの令和６年度予算というものは組まれていると思うんです。その主

要な施策の概要を反映していないものとか、例えば所期の目標から外れているようなものも

あるように私は感じています。そうしたものについてどういう考え方をしたらいいのかとい

うことをまず聞かせていただきたいのが１点と、あと政策の軸の１つを、今回、施政方針の

中でも、堅実な財政への改革と健全化というふうにされてるわけですね。先ほどの西川委員

の質問とも若干かぶる部分はあるんですけれども、令和６年度の予算は、一般財源、市単独
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の事業というのが比較的目立つように感じるんです。こういったところで、この堅実な財政

への改革と健全化という考え方と今回の予算の整合性について、ちょっと意見を、考え方を

聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

藤井本委員長 どなたがお答え、市長になると思うけど、前座があってもいいですよ。最後には市長

に答えてもらいますけど。

林本部長。

林本総務部長 総務部の林本です。よろしくお願いをいたします。

ただいまの梨本委員のご質問にお答えをさせていただきます。一般質問でもおっしゃった

総合計画の中の施政方針とのひもづけが一部変更されてるということにつきましては、お答

えさせていただかなくてもいいですか、変更理由という、いいですか。

まず施政方針につきましては、市長がどのような考えでその市政を進めていくかを明らか

にするというものでございます。具体的には重要施策の進め方や予算について、市を取り巻

く情勢を踏まえながら年度ごとに表明をしていただいております。本市の施政方針の場合は、

市長がまずその当該年度に特に重点項目であるというふうに考える施策を前文に記載してお

ります。そして、第二次総合計画の政策体系というのは３つの大きな柱があるんですけども、

それごとに主な取組項目を展開するという形になっております。ただ、そこで総合計画とい

うのは今現在、第二次は平成29年から10年間という非常に長い計画期間ということもござい

ますので、やはり時代の変化に対応するというところが非常に難しい、正直難しいところが

ございます。ですので、政策の柱と主要事業の内容が合致しないまま無理にやっぱりひもづ

けてしまうと、かえって市民の目線から見て分かりにくいというものになりますので、その

時代に応じて柔軟に対応していくものというふうに考えております。

それと、施政方針と予算、特に令和６年度、それが反映されているのかどうかということ

をちょっとご質問の中であったかと思いますけども、まず施政方針の重要な施策の概要とい

うことで、前文があって後文のほうにつきましては、もちろん予算反映しておりますという

お答えになります。恐らく、表現の仕方、こちらなんですけども、例えば施策の内容の表現

が個別具体的な内容のものから非常に包括的で大きい場合までございます。特に包括的な表

現の場合というのは、なかなか予算への反映というのが見えにくいと感じておられるのかも

しれないんですけれども、施政方針の主要な施策につきましては全て市民第一の住みよいま

ちづくりを根底に置いて上げており予算化しておりますので、ご理解のほどよろしくお願い

をいたします。

それと、続きまして、令和６年度はご承知のとおり市制20周年記念の年度に当たりまして、

施政方針でもお示ししました市民の皆様を元気にする取組を行うとともに、輝かしい未来に

向けた新たなステップとして活力あるまちづくりを進めたいと考えております。その予算づ

けとして市単独事業が目立ってるように感じておられるのかもしれませんけれども、限られ

た予算の枠組みの中で、あらゆる角度から創意工夫を凝らして堅実な財政運営を前提に予算

編成を行っておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。

以上でございます。



－317－

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 今、総務部長からお答えいただきました。ただちょっと、私、聞いててもよく分からんの

ですよ。総合計画と、その総合計画はもう古いから、もう今、見直しの時期というか、ごめ

んなさい、総合計画は古いいうたあかんねんね、第二次総合計画。僕、それほんまにちょっ

と問題あるのと違うかなと思うんですよ。基本的には総合計画があって、５年ごとに総合戦

略もあって、もし見直すんやったら総合計画を見直すということも基本的にあると思うんで

すよ。それを見直すことなしに、施政方針の中にある項目だけひもづけ目標を変えますとい

うのは、これは絶対駄目ですよ。これは、基本的にそれをひもづけていくものの、そうして

しまうと政策目標自体がよく分からなくなるわけですよ。政策目標、施策目標、これを達成

するために予算つけてるわけです。僕はそう思ってるんですけれども、そうじゃないんやと。

予算のこの事業ありきで、これにひもづける政策目標はその時々に応じて変えていくねんと、

こんな話ないと私は思います。ただ、これは今の現市政の考え方の中でやられていることで

すから、そこの議論はこれ以上ここではやらないでおきますが、あと、であるならば、いろ

んな適宜見直されてるというんですけれども、私この予算特別委員会の中でもいろんな場面

で、これ所期の目標とずれてるんじゃないですかということも結構言ったと、指摘してきた

と思うんですよ。例えば、ここは総括質疑なんで個別のことは言いませんけれども、そうい

う指摘をしながら、今回じゃあ全体的にどうなんでしょうかと、そういうふうになってませ

んかということをお聞きしたように思うんです。そのことについてはまた市長の考え方も聞

かせていただきたいと思うんですけれども、少なくとも例えば市長がもうずっと言っておら

れる５万人チャレンジですね。５万人チャレンジをされるんやったら、この一番大事なその

移住・定住の推進事業というのをもっとやっぱり手厚くしていくとか、それが総合的にとお

っしゃるかもしれへんけれども、やっぱりそういうところの中にいろんなものを盛り込んで

いく、それに基づいてきてるんじゃないですよねということも、私、今回も指摘させていた

だいたと思うんですけれども、そういうことをもっと膨らましていけるような内容になって

れば納得はいくんですけれども、そういう見直しがなく、全くそのまま同じものをずーっと

続けていらっしゃるのはいかがなものかなということを申し上げてるわけでございます。そ

の堅実な財政への改革と健全化ということは、これ前段に書かれてるわけですよ。これ、物

すごく大事なことやと思うんです。ところが市長のいろんな話を聞くと、いや、その時々、

その市政時々、時代時々の判断によってされたことやから、だからそれは尊重せんとあかん

ねんと言われます。じゃあ、改革はどこでしはるんですか。いろんなそのときそのときでさ

れた政策とか、そういった目標とかも含めて、それを改革していくという意味やと私はこれ

は読み取ったんですけれども、そうじゃないというふうになってしまうと、ちょっとどう理

解していいのかというのが分からないんですよ。あと、その予算に対する全体の、今先ほど

西川委員の発言の中で、財政的には安定してるということを市長おっしゃられたんですけれ

ども、経常収支の話もされて、経常収支に関しては下げようと思ったらサービスを減らして

いかんとあかんから、だから税金をできるだけ市民に還元していきますねんということをお

っしゃってるんですけれども、これ私、去年も聞いたときに、じゃあ目標としてはどれぐら
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い持ってるんですかということを聞いたら、恐らく100超えやんかったらええねんみたいな、

そんなような、ちょっと私そのときの正確な言葉で言ってるわけじゃないんですけれども、

そういうふうに私は聞こえたんです。今回、この経常収支はこれは物すごく大事な指標で、

このあなたのまちの財政状況なんかでも一番初めに載ってる指標なわけですよ。これは、

程々の順位やったら私も言わないんですけれども、これ全国でほぼもう千七百数十ある市の

中で1,600番台とか、この間私がお伝えした都市データパック、東洋経済の中の健全度の弾

力度で言うならば、もうほんまに下から数えて23番目とかなわけですよ。それをもって、市

長に、いや財政的には安定してますねんと言われるとちょっとよく分からんので、その辺り

ちょっと考え方を、市長のその思ってらっしゃるその経常収支に対する、できるだけ市民に

利益を還元するという考え方と、経常収支はこの辺りでやっていきたいと思ってんねんと、

ただきたいと思います。すいません。ちょっと長々となりましたけれども、よろしくお願い

します。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 まず、総合計画の話が出てましたので、そちらのほうからさせていただきたいと思います。

総合計画というのは、あるスパンで計画を立てます。ですので、その時代時代によって大き

な変化が起こります。例えば今回ですと、新型コロナウイルスの感染症の問題がありました。

この三、四年に至っては物すごい大きな変化でございます。総合計画に書いてないからとい

って対応しないわけではございません。当然、優先度は高くなります。それと昨今の気象変

動による問題があります。環境施策の問題があります。そのような問題も非常に変動が大き

く、ウエートが高くなっている。それと、今、金融政策が大きく変わります。ゼロ金利政策

から変わります。ですので、これも大きな変動になります。それに伴うわけじゃないんです

けども、所得の在り方、所得配分の在り方も変わってまいりますので、それも当然行政とし

ての政策に反映していかなければいけない。ですので、計画があるからその計画だけに沿っ

ていくというのは難しい。その時代に合うた対応の仕方をしていくということが、当然のこ

とながら行政としては必要であるという認識を持っております。ただ、大きい長いスパンと

しての方向性としてはどうあるべきかというところは、大きく押さえておく必要があるのか

なと考えておるところでございます。

それから、経常収支比率で言いますと、あのデータパックのやつは2023年のデータやから、

令和２年のデータを使ったのかな。今現在、令和５年はまだ出てませんけども、令和４年で

91.6％です。令和３年が93.9％、令和２年で97.9％、ほぼ97.9％のデータを持っておっしゃ

ってるのかなと思います。先ほどもちらっと申し上げましたけども、令和２年の起債残高が

203億5,000万円、令和３年が197億7,000万円、令和４年が191億6,000万円、今回予算計上し

てますけども、多分そこからまた起債は７億円前後は減るのかなと考えております。それと、

逆に財政調整基金並びに公共施設整備基金、減債基金の残高でございますが、令和元年が20

億円、令和２年が24億円、令和３年が25.5億円、令和４年が28.1億円になっております。で

すので、財政的には安定してるというのはまさにそこでございます。果たして経常収支比率
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はどこまでがいいのかというのでお話ししたことがあります。事実としてそれを数字だけを

追っかけるというのは可能です。例えばそれを80％にしたいと思えば、それだけの財政の投

資額にしたらいいわけですからいけるんですけども、それをするということが果たして必要

なのかどうかという判断の仕方やと思います。ですから、一般質問か何かでお答えしたんや

と思うんですけども、それは70％やとか80％を求めるというのは私はあまり好ましくないと

いう考え方を持っている。それが、私の市民に対する市民サービスの在り方の考え方です。

ですので、ある一定の余裕は持たないといけないですが、極端な余裕を財政当局として持つ

必要はないでしょうというお話をさせていただいておるところでございます。ですので、こ

れからいろんな行政サービス、追加したい部分もありますけども、財政的に難しい部分もあ

るかもわかりませんけども、収入を増やしながら、更に住んでる人が幸せと感じてもらえる

ような、そんな行政サービスの在り方を考えていきたいと思っております。

以上でございます。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 市長の計画に対する考え方はよく分かりました。ただ、よく分かったんですけれども、全

く納得できないんですよ、正直言うと。計画はそのときそのときの社会状況において、社会

環境において変わっていくんだというんだったら、総合計画の期間をもっと短くしはったら

どうですか。10年とせんと。

（発言する者あり）

梨本委員 いや違う、それはできますよ。総合計画短くするのなんて、総合計画見直すなんて、市で

できるじゃないですか。やられたらいいと思いますよ。だって、総合計画は市の最上位計画

なんですから。その下にいろんな計画がぶら下がっているにもかかわらず、その時々によっ

て変わってくると言われたら、その環境によって変わってくると言われると、私そこまで無

茶なことを総合計画に書いてると思いません。私、総合計画を読んで言うてますからね。そ

かしいやろうと言ってるわけですよ。それに対して、いやそんなんは社会のそれぞれの状況

によって、その市長の考え方によってひもづけも変わるし、いろんな状況変わっていくねん

と言われると、いやそれやったらもう総合計画をここで議論すること自体が非常に難しくな

ってくるというふうに私は感じてます。

あと経常収支なんですけれども、そのときそのときで、例えば市長先ほどおっしゃって、

良くなってるというふうにおっしゃるけれども、例えばこれ他市との比較もあるわけですよ。

全体的にこのコロナ禍においては、国が財政を物すごくこう、地方創生の臨時交付金も含め

市以上に改善している自治体はたくさんあると思いますよ。そんな中、私は先ほど、97.9％、

93.9％、91.6％というふうに、２年、３年、４年とおっしゃいましたけれども、これはちょ

うど都市データパックとかこの財政状況に関しては、この93.9％のときの話です。ですから、

今はそこからすごく良くなってるんだと、この令和６年度の予算組みについても物すごく良

くなる見込みの中で、こういった一般財源を含めていろんな市民サービスを手厚くしてるん
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だというふうに答えてくださるんだったら、はい分かりましたと言えるんですけれども、そ

の辺りが大丈夫なんですかというところに対して明確な答えがいただけてないというふうに

私は感じるんですよ。少なくとも、順位だけで言いますよ。全国順位、阿古市長になられる

前は、これ山下市長のとき、もっと前で言うと吉川市長のときは、2007年は417位なんです

よ。山下市長の１年目は665位ですわ。そこからだんだんだんだん中盤ぐらいまではそんな

に変わらなかったんですけれども、４桁になったのが2015年ですよ。1,284位、これ山下市

政の２期目の３年目ですね。山下市政の最後のときは1,578位。阿古市長になられてから、

1,497位、1,650位、1,584位、1,625位、1,662位と、全く改善してないんですよ。他の市町

村との比較の中で私は聞いてるんであって、これ何で改善でけへんのですかということを問

うとるわけですから、いやそれは市民サービスがどうこうという話ではなくて、その中のバ

ランスを、バランスバランスということもおっしゃられますので、そういったことをどうい

うふうに見たらいいんだと。これは、奈良県が発行してくれてますけれども、全く根拠なく、

いや各市として、あなたのまちの財政状況はどうですかと、これ家計と比較するとこういう

考え方ですよという考えを持ってこれ発行してくれとるわけですから、これを全く、何て言

うんですかね、いやいやそんなん大丈夫ですねんと言われるんやったら、大丈夫やと言われ

るだけの根拠をしっかりと示していただきたいというところだけお願いしておきます。

藤井本委員長 じゃあ認めます。

阿古市長。

阿古市長 奈良県のほうは大丈夫やと認めていただいております。ですので、これは財政的に問題あ

ですよという判断をいただいております。ですので、ただ、今おっしゃってるのは、どの程

度の順位を争うんですか。私は今言ってるのは、行政サービスと財政とのバランスをどの程

度で取るんかという話をさせていただいてるんであって、そやから順位だけを追えと言われ

るんやったら追えることはできますよという話をしてます。そやけど、私はそこへ踏み込む

べきではないという考え方を持ってますよというお話をさせていただいてるんです。

以上です。

藤井本委員長 市長のお考えをお聞きしました。次、もう終わったね。もう一旦終わってるから。今

の市長のに関するようなことですか。

（発言する者あり）

藤井本委員長 じゃあ認めます。今の市長の、もう市長も認めたから、梨本委員の。

梨本委員 １つだけ、もう時間も押してますので、いやいや、もう市長のおっしゃられてるのは、全

国でもう下のほうにあっても別に健全なんやということをおっしゃられてるということで理

解していいわけですね。だから、ほんで順位だけを追うんやったらとおっしゃるんやったら、

住みよさランキングは何やろなと、住みよさランキングは順位をずっとアピールしてこられ

てるから、だからそこに書いてある指標の中で言ってるわけで。ですから、住みよさランキ

ングは言ってみたら相対的な話だと私は思ってるんですけれども、この経常収支比率は財政
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指標としてきちっとこの財政を見る上での判断材料やと私は思ってますので、これの数字、

順位をここの場で上げてやることに対して、いやいやそれは健全でしょうと、奈良県も認め

てくれてるでしょう、それ100超えやんかったら健全だと書いてるじゃないですか。いや、

健全とは書いてないですよ。健全の範疇から要注意のところにあるということは理解してお

いていただきたいと思います。

以上です。

藤井本委員長 次行きます。次の総括質疑に行きます。

谷原委員。

谷原委員 ３問あるんですけど、それ別々のところの３問は具合悪いですか。もう一つの柱で１問…

…。

藤井本委員長 総括ですから、３問やってしまうともう分からなくなる可能性があると思うので。

谷原委員 じゃあ、もう準備してるのはもう一つの柱で１つの質問だけになってしまうので、ちょっ

と簡単ですけど、あと残り２回やらせていただくということで、ごめんなさい。

まずお聞きしたいのは、会計年度任用職員と職員の定数についてお伺いしたいと思います。

予算書の終わりのほうに、給与表関係について記載してあるところに職員数が全て掲載され

のほうが人数が多くなってるということなんですね。具体的に言いますと、令和６年度では

職員が336人、会計年度任用職員はパートタイムの方が456名、それからフルタイムの方が１

名ですかね。だから、合わせて467名の会計年度任用職員が働いておられるんです。だから、

でお聞きしたいんですけども、奈良県内12市で職員と会計年度任用職員のそれぞれの比率、

いうのを他市の関係で見てみたいと思うんですが、ちょっとそれについてお聞きします。

藤井本委員長 高垣部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

ただいまの谷原委員のご質問、まず奈良県内12市の全体職員に対する会計年度任用職員の

比率ということで、データとしましては令和２年４月１日現在で公表されております地方公

務員の臨時、非常勤職員に関する調査と、同じく令和２年４月１日現在の地方公共団体定員

管理調査と併せて比較しております。

谷原委員 12市でどれぐらいの順位にあるかとか、一番例えば比率が高い……。

藤井本委員長 私が言います。

谷原委員 すいません。もうちょっと詳しく。

藤井本委員長 もう少し詳しくお答えください、分かる範囲で。今、平均に対してという答弁だけだ

ったので、多いところだったらこうやと少ないところやったらこうやという程度のもの。

高垣部長。
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高垣企画部長

城市が一番高くなっており、先ほど申しました51.1％ということでございます。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員

いて。ところが、３年経つと再度一から採用試験を受けなければいけないということで、昨

年度もかなりの方が、僕から言わせたら解雇されたと思ってます。３年継続してきたのがそ

こでプツンと切れて、また新しい人に入れ替わる、非常にもったいないと。これだけ大勢の

方がいるということは、他市ではいないわけだから、もっと正職員をきちっと増やして、そ

れできちっとした仕事ができるようにする。あるいは、そのできない事情があるんだったら

できない事情を何とかして、それは言ってみれば合併して、出先機関が多いとか、いろんな

事情があると思います。だから、そこら辺はどのように考えてこの職員の定数を考えておら

れるのか、これちょっと私、最初聞いたときに12市の中で非常に高いのでちょっと驚いたん

ですよ。これは実際に正職員が少ない、少なくて会計年度任用職員が多いのか。あるいは職

員も多くて会計年度任用職員も多いのか、僕はよく分かりません。今日初めて聞いて初めて

まな板に載せるので、ちょっとそこら辺について今の時点で市長にお伺いしたいんですけど

も、こういう状態にあることについてどういうふうにお考えになってるのか、この認識だけ

ちょっとお聞きしたいんです。

藤井本委員長 先、高垣部長、その率が高いというのは、全体の数が多いからこうなってるとか、そ

の要因やね。

高垣部長。

高垣企画部長

政需要が増え続けておりまして、その部門での専門的な資格を有する方を会計年度任用職員

で対応している点が考えられると思います。

以上です。

藤井本委員長 全体の数。

高垣企画部長 他市とですか。定員管理調査、先ほど申しました中の１つに類似団体の比較のデータ

もあります。その比較一覧に、市の状況がそれぞれ人口とか類似団体ではあるんですが、言

えない部分もある、一概に同じように類型が同じであっても単純比較は難しい部分はあるん

は少ないほうになる部類にあると考えております。

以上です。

藤井本委員長 それについての市長のご認識。

阿古市長。

阿古市長 基本的にはもう少し分析する必要があるのかなと考えておるところでございます。ただ、

ご意見いただいておりまして、内部的にも実は人件費の話の中で、行政としてはどうあるべ

きか、どこに原因があるのかというのはここ数年検証はしてきておるんですけども、これで

はないかなというようなところまでは分かってきたのかなとは思ってるんですけども、完全
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にこれだというような結論が出ていない。というのが、奈良県内でも12市ありますので、12

やってる部分もありますし、ほかの市ではないこども・若者サポートセンターを持ってると

いうこともあります。ですので、完全に部署部署でそのような傾向がどうあるのかというこ

とを確認しないと、全体がどうですという話はなかなかしにくいのかなとは思ってます。た

は減らしていくと。そのときの試算の考え方が、定年退職したら半数を補充するという考え

方であったように記憶しております。ですので、もう20年になりますけども、10年近くは多

分その傾向があったのかなと思っておりますので、その中での職員の在り方というのが今の

数字につながっているのかなと感じておるところでございます。会計年度任用職員につきま

しては、短時間労働の者もおるでしょうし、もうほぼ常勤に近いような労働の方もおられま

サービスは高いというのが、ほかの市町村からもおっしゃっていただいております。ですの

で、そういう意味において、人として非常に豊富な数字を会計年度任用職員のほうで段取り

してるのかなというような傾向があるのではないかと感じておるところでございます。

以上でございます。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 内部でも人件費の在り方について検討されてるということですので、よろしくお願いした

いんですけれども、市町村によって病院を持ってるところもあれば、保育所を公立で持って

るところもある、類似団体といっても様々ですので、ほんまにこれは細かく分析していただ

きたいんですが、私は単純に、休職者が増えているという問題については定員が一番大きい

んですよ、やっぱりね。私はそう思ってます。解消するのは、定数を増やす、人を増やす。

それも、ちゃんと安定した会計年度任用職員のように、単年度、最長でも３年ということの

区切りがあるんではなくて、職場の安定性という点から見ても、今はフルタイムに近い、た

った30分しか勤務時間が短いような方で、パートタイムとして扱われて非常に低い賃金体系

の方もおられるので、これは職として確保できるんだったら、やはりきちっと正規職員を、

常勤職員を増やしていただいて、それは職場の改善にもなるしサービス向上になると思いま

すので、ぜひ引き続き検討をよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

藤井本委員長 ほかに。

奥本委員。

奥本委員 委員長ちょっと確認なんですけども、私の今回の総括なんですけども、大きくテーマは１

つなんですけども、その中で個々に確認事項が５つあるんです。この場合、その確認事項の

ところを一問一答で進めていくのか、あるいは一括質疑方式で全部最初にその５点のポイン

トを言って最後答弁いただくのか、どちらがいいか、進めていけばいいでしょうか。話の流

れとしては、一括でしたほうがいい……。

藤井本委員長 言おうとしておられる方の意図という問題もあるし、いつ聞いたんかという、質問を
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聞かないと分からない部分ありますけども、今の奥本委員のお話では一括でしたほうがやり

やすいというふうに受け止めましたので、ご自身にお任せしたいと思います。

奥本委員 ありがとうございます。

それでは、令和６年度一般会計当初予算審議を経た上での私の総括質疑を行いたいと思い

ます。

まず市長の施政方針を伺いました。これ伺う限りでは、これは私の意見ですけど、残念な

がら真新しい事業は見いだすことができなかった。また、これまで過去に市長がうたわれて

いた独自の事業が全て後退しているなという印象を受けたんです。その一方で、市制20周年

記念の記念事業というのがめじろ押しで、市民の皆さんから納めていただいた大切な貴重な

税を、市民生活にどれだけ寄与するものかというのがちょっとよく分からないという感じを

受けました。これがまず市政方針を伺ったところの最初です。その上に、錦の御旗よろしく、

防災というこのキーワードの名の下に、私の感覚ではてんこ盛りとも取れる助成金や補助金

や、今、何でこのタイミングで大盤振る舞いする必要があるのかという、首をかしげるよう

な予算が見受けられました。

以上の点から、私は大きな質問として、事業の選択と集中、それに関連する予算的な限界

についてどう考えておられるのかを、具体的な５つのポイントを挙げて伺った後に、市長に

お尋ねしたいと思います。これまでの審議の中で、担当部課からは説明いただいてますので、

今回は市長にご答弁いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ポイントについ

ては、１点１点ずつでまず言っていきますね。

まず１点目、防災と事業の優先性の考え方についてです。具体的に言うと、今回20周年記

念事業の中で説明を聞いて一番よく分からないと私感じたことが、しあわせの森公園の頂上

う理由でしたけども、ここで私、理解できないのは、審議の中でも申しましたけど、台風と

かの災害時にはあの急階段を職員が登って取り外しに行くという、市長は施政方針の中で、

あらゆる角度から全力を挙げて災害対策に注力してまいりますとおっしゃっておるし、さら

に災害発生時には自主防災組織消防団、広域消防と市の災害対策本部が一体となってと強調

されているんです。となってくると、市内で災害が発生するかもしれないときに、災害対応

に全力で当たらなければいけない職員が全力で看板外しに行くという行為は、これちょっと

私、矛盾してると思うんですが、まずここについて市長どうお考えか、お願いいたします。

続けていきます。ごめんなさい。最初に言ったね。ややこしいですか。いいですか。申し

訳ない。

藤井本委員長 もう一回聞きますけど、全部行きますか。

奥本委員 全部行っていいですか。どうしましょう、市長、分かりにくいですか。

藤井本委員長 分からんようになるね。１つずつ行きましょうか。

奥本委員 ごめんなさい。それでお願いします。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 大型ネーミングサインの話ですね。原課のほうが説明するときに、いや災害というか、風
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が吹いてきたら倒しに行きますねんと、それは物すごい状況が予想されたときの話を多分し

てしまったから誤解を招いてるんかなと思いますけども、通常の風のときというのは外しに

行くような状態じゃなくて、本当に800ヘクトパスカルクラスのやつが来るような大きな台

風が予想されるときには、やっぱりいらいに行かないでしょうねみたいなことやったと思う

んですけども、ですから設置するときにはそれなりの強度を持ったものを設置するという予

定であります。それで、このネーミングサインについては多分、内部的に検討を実はしてい

ただいてます。プロジェクトチームの中でどのようなことをということやったと思います。

それで多分、過去の議会の中での一般質問の中でも、そのようなお話も出てきてたようなこ

とも配慮した中での考え方になったのかなという認識を持っておるところでございます。職

員が一生懸命考えた案でございますので、ぜひとも実現したいなという考えを持っておりま

す。

防災のほうというのは、もう防災の話はしないでいいんですね。

藤井本委員長 いいです。してください。関連、防災に関連してどう考えるかと。

阿古市長 防災は、私はもう最優先やと思ってます。住民サービスの中で一番に大事な部門やと思っ

進めてきているところでございます。当然のことながら、地震もそうですし、線状降水帯等、

気象変動に対する防災の在り方も非常に注力してきております。昨今、この１年、２年ぐら

形で準備をしてきている。しかしながら、今の気象条件を見るとさらに厳しいでしょうとい

うことの中では、まだやるべきこともある。それと能登半島地震等の状況も鑑みまして、こ

れからまだ取り組むべき問題があると認識をして今、検討を重ねている、もしくはもうそれ

てます。例えばの話ですけども、その地域が危険な地域であれば多分投資はしていただけな

い。一瞬のうちにその投資した、家を買うということは3,000万円なり4,000万円の大きな一

生に一度の投資でございますので、結局は一瞬のうちに財産を失うような場所には投資をし

ないと思っております。安全な地域でなければ、皆さん方が安心やと思って移り住んでいた

だけない、もしくは今住んでいていただける方の生命を守るということは行政の第１使命や

と感じておりますので、防災に……。気象庁の予想というのはかなり精度が上がってますの

で、本当にこれは危ないなと思ったときにはネーミングサインを倒しに行きます。事前に倒

しに行きますということでございますので、そんなえらい風吹いてる最中に倒しに行くのと

違いまして、もう予測つきますので事前に倒しに行くということでございます。災害対策と

いうのは住民サービスの第一に上がっていく、さらに予算的にはこれからはそのウエートが

増えていく分野やという認識を持っております。

以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 市長のお考え、よく分かりました。台風とか、気象庁の精度が良くなってきてるんでとい
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うのは分かるんですけども、そしたら地震の突然起こるやつに対してはどうなんかとかいう

のはやっぱり疑問が残りますので、その辺りをやっぱり防災が最優先でとおっしゃるんであ

れば、この辺りもう少し考えるべきかなという気はしました。もうこれは個人的な意見です。

続きまして、２つ目確認させてください。同じく20周年記念事業の関連なんですけども、

今回いろんな原課のほうで、どうしたら20周年が盛り上がるやろうかということで、もう必

死になって考えてもらった成果だと思うんです。そこは私は否定しません。ただ、これも質

疑の中で申しましたけども、今回新たなキャラクターデザインを募集して、封筒、記念切手、

メージさせるデザインのシンボルとして広く認知されておりまして、市制10周年記念の際に

は蓮花ちゃん10周年記念バージョンというデザインが採用された経緯もございます。この件

に関してちょっと確認なんですけども、例えば企業であれば企業活動においてＣＩ、コーポ

レートアイデンティティーといって、企業理念やアイデンティティーを明確にして、それを

ロゴ、ビジュアルカラーなどの要素を統一して一貫性のあるデザインで表現することによっ

て、その企業のブランドイメージを醸成する戦略というのが取られるわけですね。同じく、

国や自治体においても同じような感じで行ってるわけです。近年では、東北の福島県のどこ

かの自治体だと思うんですけども、ＣＤＯ、チーフデザインオフィサーというのを自治体で

初めて採用して、市のイメージ戦略、デザイン戦略をやっていらっしゃるというところもあ

ます。そしてその後に、それに沿った蓮花ちゃんというキャラクターを育てていくという政

策を取ってきたわけなんです。それなのに今回全く新しいキャラクターを導入するというこ

この場合の意匠というのは意識の意に匠ですね。意匠や計画といったオリジナリティーとい

う意味でのデザインを無視する行為ではないかと思うんです。やっぱりこの辺、市民もやっ

ぱり混乱するんじゃないかと思うんですけど、このことについてはいかがお考えでしょうか。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 なぜデザインが20周年の特別用のやつがあったらいけないのかなと思って考えてたんです。

例えばの話、じゃあ10周年、その当時はゆるキャラで蓮花ちゃんというのを、地元の出身の

漫画家に作っていただいて、それがお披露目もある種、意味が大きかったと思いますけど、

それを10周年に使われて、じゃあ20周年に蓮花ちゃん使って、30周年に蓮花ちゃん使って、

40周年蓮花ちゃん使って、50周年蓮花ちゃん使って、私は必ずしもそうであってもいいかも

わかりませんけども、そうでなかってもいいんじゃないかなと感じております。そのときそ

のときで、ある種、何といいますか意識を持っていただけるようなマスコットやないですけ

ども、マークでシンボルマークを作ってもいいんじゃないかなと思います。そうでなかった

ら、100周年蓮花ちゃんなんですね。それは考え方は多分いろいろあると思うんですけども、

私はそれにこだわる必要はないのかなと思っております。

以上でございます。
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藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 私は20周年があかんとは一言も言ってないんです。このデザインという意味の、この意匠

じゃなくて、プランニングを含めた上のデザインの継続性、統一性ということを言ってるだ

けであって、市長のお考えはお分かりですけど、私の考えとしては、やっぱり１回10周年で

るわけですから、それに続ける上で、もっと更に認知度を高めるという意味では、以前のや

り方に乗っかるというほうがやっぱりいいんじゃないかという気がします。ディズニーラン

ドをご覧なったら皆さん分かると思います。もう節目節目に、周年事業の数字を入れたミッ

キーのキャラクター作ってはりますよね。あれと同じなんですよ。やはり、蓮花ちゃん、こ

れだけやっぱり認知度が高まってきているところで、それを生かさん手はないなと思うんで

す。この件については以上です。

総合計画、戦略ですね。総合計画というのは、先ほど市長は10年ごとで国が定めるように決

められてますねんということでした。これ、私、１期も２期も委員に入ってたからよく分か

るんですけど、総合計画には基本構想と基本計画があって、基本構想はまちづくりの将来像、

基本計画は具体的な施策、これは５年をめどに見直しを行うというのはちゃんとうたわれて

るんです。だから、ここはそういった形で、10年にならないと変えられないというわけじゃ

ないということですね。話戻しまして、その総合計画ですけども、そこには公共交通の件も

書かれております。施政方針では、引き続きバス乗車料金の無料化を行うとあります。しか

し、そもそもこの無料化というのは、遡って考えるとコロナ対策の一環だったはずなんです

ね。公共バス政策については、コロナ禍以前から利用者の低迷という問題が挙げられており

まして、この無料化によって若干利用者が増に転じた経緯がございますが、この令和６年度

の利用料無料の政策というのは、この理由づけがいまいち私、理解できないところなんです。

こういったことは、やっぱり特定の受益者に対して偏った事業を続けることにもなりますし、

税の公平性の観点からの応能原則や応益原則に反することになるのじゃないかと思うんです

けど、その辺りいかがお考えでしょうか。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 総合計画のほうは10年で変えられないですけども、５年ごとのやつは随時若干修正をかけ

させていただいているということはご理解いただきたいと思います。

公共バス無料化したのは、この委員会の席でもお話ししたかもわかりませんけども、当初

は新型コロナウイルスの感染症の問題があって、ワクチン接種会場を数か所にする場合、ご

年配の方の特に足の問題がありました。交通手段の問題がありまして、内部的に検討して、

来るときはまずお知り合いに連れて来ていただけるか、もしくは公共バスを使っておいでい

ただきたい、帰りはタクシーで帰っていただくという施策を取りました。そのときに始まっ

たことでございます。それ以降はといいますと、それからコロナ禍続いておりましたので、

無償にしております。その意味はといいますと、若干変わってきました。ワクチン接種だけ
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ではなく、ある種、感染者、感染というものについての知識が深まるにつれて、どのような

形で社会での活動ができるのか、人流をどの程度認めていくのか、その中でご年配の方も含

めて外に出ていただけるような形を取りたいという意思も働きました。ですので、それも加

わった形の無償化にしておりました。それで、今年度無償化にしますのは、ほぼ昨年度と変

わりません。復興作業の中で、やはりこれからいろんな組織や団体を立て直す、もしくは人

流を盛んにしていただくためには、やはり外に出る機会を少しでも高める考え方を持ちたい。

それと１つは、ずっとここ数年、皆さん方もご指摘いただいております高齢者の免許証の返

納の話がございます。行政としてはいろんなやり方を考えるわけなんですけども、タクシー

チケットを渡すいう考え方もあるんですけども、それは永遠に渡すわけにはいけませんし、

渡す人と渡さない人が出るというのも問題があるのであれば、公共バスを無償にして、それ

を使っていただくような工夫をしていただきたいという思いもありますし、またこの春闘で

ベースアップはなりましたけども、まだまだやはり社会的弱者の方は経済的にも厳しい部分

があると認識をしておりますので、そのための目的もあるところでございます。複数の目的

の中で公共バスの無料化をしているというところであります。おっしゃっておりますように、

というのも、それは受益者負担からいったら、その考え方には当たらない。ほかの部門でも

結構無償にしている部分があります。いきいきセンターのお風呂も60歳以上の方は無償にし

ている、それもじゃあ使う人だけお金を取ればいいんじゃないかという考え方もあるかもわ

かりませんけども、できれば、それは話戻りますけども、財政が許す範囲の中で、ある種、

世代世代にサービスを提供していきたいという中の１つの施策でございます。

以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 私は、そのプールとか、いきいきセンターの風呂の件は言ってないです。今取り上げてる

のは公共バスのことだけなんです。ご存じのように、この公共バスの運行に関しては多額の

補助金も国から出てるということで、やはりこの１つの事業としての在り方というところを

考えると、そのプールとかのレベルとははるかに超えたところにあるわけなんです。そこに

対して、税の公平性の観点をどう反映していくかということはやっぱり重要だと思うんです

んですからね、ここのところは。そこはちょっとやっぱりもう少し考えていただきたいなと

いうところでございます。

次、行きます。４点目、今回の予算について私、実は１つ期待したことがございました。

何かというと、以前より市長や前副市長がおっしゃっていた観光の産業化、これを進める具

体的な政策が示されるんではないかということを実は期待してたわけなんですが、残念なが

らこれといって何ら新しいことがなかったんですよ。それどころか、もう昨年度、市長肝煎

りだった西の山の辺の道事業というのが、今回こういう形で、何か事務用品費ですか、だけ

ということで予算化されてない現状を見たら、どういう形でその観光政策、観光の産業化と

いうのを進める気を持たれてるのかというところをちょっとお伺いしたいんです。施政方針
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でも、奈良県の西の玄関口としてエリアの活性化と観光によるまちづくりを展開すると、や

っぱりこう高らかにうたっていらっしゃるわけですから、そこのところをもう少し我々に分

かるような具体的なことの説明をいただけたらと思います。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 ちょっとさっきのところ答弁できてない部分ありますので、税の公平性というのは、例え

ばそのバスを利用しようと思えばどなたでも利用できる、その部分について無償にするとい

うのは税は公平でございます。利用できない人がいてて、その部分をある一定の方だけが利

用できてということであれば、税は公平でないという考え方になります。

西の山の辺の道、ぜひやりたいです。観光の話ですけども、山麓エリアのまちづくりにお

いても西の山の辺の道というのは何とか成功させたいと考えております。ただ、昨年、議会

の皆さん方にご指摘をいただきましたので、まず連絡の市町村の協議会なりの設立を目指す

べきであるというご意見をいただきましたので、それに沿った予算づけをさせていただいて

が豊かであります。ご指摘をいただいております當麻寺というのは、国宝が８つもある全国

的にも珍しい寺であります。これがもし奈良県外にあったとしたら、もうそれだけですごい

観光資源として、財産として発信することができると思っております。ただ、インバウンド

という感覚になりますと、例えばの話ですけども、外国人の方が奈良県に来られてまず何を

見に行ってるのかといったら、奈良の大仏さんを見に行かれます。ということは、奈良の大

仏と當麻寺を比べたときに、どのようなインパクトを持ってインバウンドに対しての発信が

できるのかというところになります。ですので、入口としては、まず競争のしやすい、相撲

ろば相撲連絡協議会で連携を取っております。それで、あとは野見宿禰ということになりま

すと、出雲市とたつの市等がありますけども、全国を見ても５つぐらいしかない、その中で

の発信ができる。非常に競争の少ない中で競争力の高い財産を持っておりますので、まず最

ものもあるという形で進めていく必要があるのかなと考えております。ですので、いろんな

財産があります。飯豊天皇陵も女帝としては私は最初やと思ってますし、渡来人の史跡等も

数多くあります。ですので見ていただくべきものはいっぱいあるんですけども、まず入口と

して相撲を前面に出すというのは、そういう意味の戦略でございます。観光といたしまして

は、エリアとしては２つのエリアを考えております。１つはやはり西の玄関口である道の駅

かつらぎのあるエリアです、インターチェンジのエリア。それともう一つは、二上山の山麓

にある「當麻の家」のエリア、そこからつながるこの山麓のエリア、これをハイキングして

いただけるようなまず観光施策に持っていきたいと感じておるところでございます。今回、

農林でもヒマワリを、従前ですとコスモスですが、ほかの転作といいますか植物があったん

ですけど、ヒマワリに統一したというのは、まさにそれも１つの観光戦略の小さい１つでは

ございますが、将来的には大きな要素となれるようなきっかけの事業でございます。
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以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 もろもろいろいろ言っていただきましたけども、まず１つ、西の山の辺の道、議会から指

摘しましたけども、市長がやりたいんであれば、今回、具体的な予算を上げていただいたほ

うが良かったんかなという気がします。それと私、今、質問の仕方が悪かったんか分かりま

せんけど、観光の産業化、要するにそれを産業として成り立つようにするための具体的な経

営戦略を聞きたかったんです。入口のところは、もう今まで我々も何度も提案されてる方も

いてて、相撲をキーにしたらいいとか、ヒマワリの観光戦略とおっしゃったけど、そしたら

そこを産業化というところまでどういうふうに計画をつくっていくかというところのデザイ

ンの部分を私聞きたかったんですけども、やはりそこがはっきりしないので、入口だけで終

わってると、やっぱりせっかく去年から観光の産業化、産業化とやっぱり経済に寄与するよ

うなという意味で我々は取ってるんですけども、そこはちょっとこの今の段階ではこの予算

でも見えてこないというふうに判断いたします。

続きまして、５点目、最後になります。この観光にも絡むんですけども、市長は観光協会、

それと社会福祉協議会といった外部の外郭団体についての会長を兼任されております。これ

については、かねてからほかの議員からも様々な問題点が指摘されておって、担当の所管の

委員会、常任委員会でも議論がされておりました。また、今回の予算のときでもそれに対す

る質疑が集中しておりました。加えて、この外郭団体じゃないんですけども、これ市の中の

事業になるんですが、私、過去に一般質問で問題提起しました公立保育園の園長についても、

福祉協議会の話の席上、質疑の席上だったと思いますけど、市長はあのときに、「もう大変

ですねん」というふうにおっしゃったんですよね。そんなに大変だったら、これ以上事態を

悪化させないうちに、この兼任を解除されて、やはりそれなりの専門的なコントロールでき

る方を立てるべきじゃないかと思うんですけども、今回の予算ではそういったところが何も

見受けられないんですけど、その辺りいかがでしょうか。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 私、もう大変ですねんと言った記憶ないんですけども、また１回確認してください。

藤井本委員長 ９月議会のときにおっしゃいました。

阿古市長 ９月議会に言うたんですが、去年の。それはあれです。委員長が質問されて、いやあ大変

でしょうっておっしゃったので、いやそれは大変ですねと言うた記憶はあります。この件に

つきましては、もうそのときにいろいろな議論をいただいておりますので、その場でもう回

答をさせていただいているところやと思うんです。思うんですけども、あえて今回総括の中

で質問がございますのでお答えをしたいと存じます。こちらのほうの兼任の部分につきまし

した。ですので、私はそのときにそれをされてることについて、私はそれなりの責任を持っ

てされてるんだという認識を持っておりました。ですので、そのことが間違いであるとか良

かったんだとかいうのは思いませんけども、ただそれをやられてきたのにはそれなりの歴史
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があって理由があると思います。兼任することによってのメリットと、多分デメリットがあ

るのかなと思います。ですので、その検証はしていく必要があるかと感じておるところでご

ざいます。ただ検証しながらも、それに対する、そこに急には行けなくても、修正をかける

部分については随時段取りをして入れさせていただいておるところでございます。大体そう

いうところかな。今まで言ってた、これ１つ１つ言うと全部また同じことを言わなあきませ

んので、検証は進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 そしたら、もう今の５点を踏まえた最後の総括的な取りまとめですけども、この５件の質

問に共通する点として、やはりこれを基にこの令和６年度の予算を私考えたときに、やはり

設計デザインなんです。そこのところが、やはりちょっとやっぱりうまくコントロールでき

てないなという、これ私の感想ですね、この予算に対する。加えて、梨本委員の質問にも絡

むところなんですけども、先ほども市長が、できるところまでやりたいという予算的なとこ

ろの話をされてましたけども、ここなんですね。これも私、質疑の中で言いましたけども、

市のことも踏まえた上で予算の審議をしてるわけなんです。そうなってくると、やはり将来

その方たちが感じるのではないかと、もう危惧してるんです。そういった点について、当然

ながら今の市民生活が良くなるようにという思いは、それはもう我々も賛同するところです

し共感するところです。ただ、やはりそれもどっかで線引きしとかないと、予算的な限界と

いうのをある程度見越した上でコントロールしないといけないと思うんです。その辺り、市

長はいかがお考えでしょうか。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 できるところまでやりたいと私言った記憶はないんですけども、財政の許す範囲内でやり

たいという表現をしたように思ってるんですけども、それはもう間違いなくそのとおりやと

思っております。

それと、先ほどちょっと言い忘れたかなというのは、実はシルバー人材センターの理事長

は変わらせていただきました。ですので、その辺の精査の中で、変わるべき必要があるとこ

ろは変わってきたということだけはお伝えしておきたいと思います。

それと、今回出させていただいた予算は、将来的にも安定した継続ができるという判断に

基づいて予算計上しております。ですので、これが突拍子もないものであるという考えは持

大してもいいのかどうかという、それとこれは将来的なまちづくりの問題と大きくリンクし

てまいりますので、今その投資が必要であるという考えの下の事業も入れておるところござ

います。
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以上でございます。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 それじゃあ最後、言いっ放しということで、意見だけ言わせていただきます。いろいろな

ことを判断いただいた上で財政の許す範囲でというふうにおっしゃいましたけども、これも

個人的にはやはりその辺り不安が残るんです。１つには、その辺の判断基準となるのが、先

ほど梨本委員もおっしゃった財政経常比率とか、その辺の数値なんですよね。その辺りが、

やはり数値上で比較する限りは、我々大丈夫なんかと思えてしまうところなんです。だから、

そういったこともやはり予算に反映できてたら安心してこれはオーケーとは言えたんですけ

ど、なかなかちょっとこの非常に厳しいなという感覚を、今回の予算の審議では思いました。

まず、いろいろ市長の思いをお聞かせいただき、ありがとうございました。

以上で結構です。

藤井本委員長 ここで２時間経過いたしました。まだ総括質疑はあるようでございますので、暫時休

憩をいたします。15分休憩させていただいて20分再開いたします。３時20分再開です。

休 憩 午後３時０５分

再 開 午後３時２０分

藤井本委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

理事者側より答弁の訂正があるということでございますので、これを認めます。

東副市長。

東 副市長 東でございます。

先ほど、市長の答弁でシルバー人材センターの話が出てあったと思うんですけれども、そ

の際、理事長は私から変わったというふうに市長のほうが申し上げましたけれども、理事長

は副市長でございましたので訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

藤井本委員長 それでは、総括質疑、ほかにございませんか。

谷原委員。

谷原委員 それでは、１つにまとめてちょっとお聞きします。事前に総括質疑の質問票を出したのと

関係あるのもあるし、ちょっと外れるところがあるかも分からないんですけども、お答えし

ていただける範囲で結構ですので答えていただけたらと思います。それは何かというと、要

は行政の手法、事業化するときのその手法について質問したいんです。具体的には、この間

の予算特別委員会の質疑の中で、旧新庄町と旧當麻町との行政手法の違いが明らかになりま

した。これは旧當麻町で公園を造るときに、池を土地借上料に借りて、その地元にお金が今

日までずっと支払われている、それが予算に計上されていると。しかし、旧新庄町はそうで

はないと。あるいは、こういう言い方はあれですけれども、いわゆる公共施設でも、やっぱ

り地域住民に受け入れてもらうために協力金を、旧當麻町では例えばクリーンセンターとか

し尿中継タンクのところに地元にお金を支払われてて、それが今日まで続いていると。他方、

新庄町のほうでは例えば笛堂にありましたクリーンセンターでも、地元にはお金を出すので

はなくて、そこに例えばプールとか体育館とか一般市民も使える形での公共施設を設けたり、

火葬場でも地元にそれでお金を払うということではなくて、山麓公園として広く市民の方に
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利用していただく形で事業化を進めてきたと。つまり、旧新庄町と旧當麻町とでは事業手法

が違うと、これはもう当然だと思います。私も議員になって、もうたくさん聞きました、そ

の違いを。それで、これは何とかせなあかんなと思いながらも、なかなか難しい問題だった

んですが、これ、この20周年の機会にぜひこれを何とかこうきれいにできないかなというの

が私の思いであります。その上でちょっとお聞きしたいんですけれども、今、行政のほうで、

この旧新庄町と旧當麻町の行政手法の違いが、今日まで例えばそういう予算の中で残ってい

るようなもの、これ土地の借上料とか、さっき言った地元協力金で報償費ということがあっ

たんですが、それ以外で何か把握されてるかどうか、どんなものがあるかどうか、この事業

手法の違いについてどう認識されてるか、具体的に予算の違いのような形で、あるいは給付

もあるかも分からないです。よく分からないので、そこら辺、何か残っているもんがあれば

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。これが１つ。

２番目は、18歳までの子どもにかかる医療費の完全無償化の予算になりました。それから、

保育も０歳から２歳までの間、今、有料だった、一部補助ありますけれども、これも１子を

除いて２子以降、18歳まで１子が、２子以降は完全に無料になる、所得制限もないと。非常

に市民にとっては嬉しいことだと思うし、日本共産党も３つのゼロということで、医療、保

育、子育て、３つのゼロということで、医療、保育、それから給食、３つのゼロということ

で全国で訴えているわけですけれども、そういう意味ではありがたいし、市長の言う経常収

支比率も、数字ありきでは私もないと思います。やっぱり住民サービスのために必要な支出

をやっていく。数字ありきでこれをサービス削るなんて本末転倒だというのは本当にそのと

おりだと思うので、これは歓迎したいんですが、ただこの事業化するときの手法についてお

伺いしたいんですが、私ちょっとびっくりしたんですよ、そこまでやるかと。というのは私

も医療の無償化について一般質問しました、窓口負担ゼロにしてほしいと。それは財源もあ

る程度示したつもりなんです。県がこの８月から高校生まで医療費助成をやるところに補助

で負担してるから、県から半分補助があったらこの半分が余るから、そのお金で一部負担金

ゼロにできるんじゃないですかみたいな質問したんですよね。それだと大体、未就学前まで

やったら御の字、小学校まで行ったら、ああよく市長やってくれたというふうに思ったら、

18歳まで全部無償化するいうからね。私ちょっとびっくりしたんですよ、大丈夫かなと。そ

れから、保育の無償化についても所得制限も撤廃し、かつ１子目を18歳までいうのは、これ

歳でもいけるんか。こんなの全国ないんですよ。ほんで、予算をこの間聞いてたら、議論の

中で大体この２つを合わせると医療費無償化は令和６年８月以降で、請求は２か月後やから、

半年分の予算しか計上されてません、1,200万円ぐらいね。医療費の窓口負担の必要な負担

額は1,200万円です。だから、今年は半年で1,200万円やけど、来年度から2,400万円になり

ますけども、保育無償化にかかっては7,400万円ぐらいやったかな。ほんなら、両方で9,800

万円、年間で。これ、毎年9,800万円が義務的経費として出ていきます。ほんで、これは梨

本委員もおっしゃってたように、全国住みよさランキングで東洋経済新報社が出している住
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よね。特に弾力性という面では下から数えたほうが早いと。これ、経常収支比率とか、義務

的経費比率とかいうのが入ってるんですけど、義務的経費比率いうのはこの扶助費とか人件

すごく負担が大きくなってる。これはもう全国の他市町村の比較の中でも低くなって、これ

下から数えたほうが早いと。サービスは高いけれども、財政的には新たな施策をやるという

ことが大変難しい財政状況になってきているということなんですね。私がここで聞きたいの

は、この行政手法として、なぜ段階的にやっていかれへんのかなと思ったんです。だから小

さく入れていって様子を見る、財政負担の様子を見る、だから未就学児まで一部負担金ゼロ

にしてるところ出てきてます、奈良県内でもね。小学校までやったところも出てます。でも

高校まではないんですよ、一遍にぽーんと。やっぱり、行政が新しい事業をするときは段階

的に入れていく。この保育の無償化も私は歓迎しますよ。でも、一遍に第１子を制限取っ払

っちゃって所得制限もなしにして、一遍に7,400万円をどーん、これでは将来の財政の継続

性という点で、私はこの事業手法としては非常に違和感を感じてるんです。これは地方財政

法にはこう書いてありますよね。これ第４条の２ですけど、「地方公共団体は、予算を編成

し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする

場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その

健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない」。だから、どの自治体も財政

の健全性というのは将来負担がどうなるかがあるから、ちょっと段階的に入れていくという

ことを大体行政やっておられると思うんですよ。でも、今回一気にどーんと行ったから、そ

れで財政の問題で継続性がどうかということが私、心配になってるんですね。これは、将来

の世代との公平感なんです。将来世代と公平感を持つ。でないと、経常収支比率が目いっぱ

いになってしまうと新たなことできなくなりますから、次の世代次の世代は新しいこともで

きなくなるんですよ、財政上。ほんなら、物すごく政策の選択を狭めていくことになるので、

少なくとも規律ある財政というのは、事業化をするに当たって将来のゆとりも残しながら慎

重に新しい施策を入れていくというのが私は基本だと思っていますので、この点について政

策導入について検討されたのかどうか。保育無償化あるいは医療の窓口完全無償化、これの

条件、これちゃんと検討されて今回予算化されたのか。このことについて２問目お伺いしま

す。

藤井本委員長 答弁。

高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。

ただいまの谷原委員の１つ目のご質問、ちょっと企画部というか、全体の話で話させてい

ただきますと、市が大字に対して支出している予算の中に、例えば今おっしゃいました公園

に係る土地の借上料であったり池の賃借料など、様々なものがあるということは認識してお

ります。ただ、それぞれの予算につきましては各大字との過去からの経緯がありまして、必

要な予算として支出しているものでありますので、行政手法の違いという認識はございませ
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ん。

また、ほかにないのかというお話でしたけども、同じく行政手法の違いではなく、必要な

予算は計上されておるという認識でございます。

以上です。

藤井本委員長 米田財務部長。

米田財務部長 財務部の米田でございます。よろしくお願いいたします。

私のほうからは、谷原委員にお伺いいただいておりますけども、財源面からということで、

まずご答弁をさせていただきます。今おっしゃっていただいてますように、これらの新規事

業になります。これら新規事業に係る分といたしましては、令和６年度では約8,600万円程

度の一般財源が増えるというとこら辺でございます。この一般財源でございますけども、普

通交付税の措置の対象から実は外れることとなっておりまして、こちら特別交付税の措置対

象とならない場合は、特別交付税のほうにおきまして、先ほども答弁申し上げましたけども、

市の特殊事情案件として国への申請のほうを着実に行ってまいります。また、担当課におき

ましては、市長会等を通じまして国・県に対し、第２子目以降の保育料無償化に向けた財政

支援などについては強く要望のほうをしていると聞き及んでおります。先ほど市長が少し申

し上げられました特別交付税の要望につきましては、毎年市長が国へ上京いただきまして、

関係省庁や奈良県選出国会議員への陳情を行っていただいているところでございます。した

がいまして、令和３年度、令和４年度は、特別交付税の上積みというような形で交付実績を

いただいてるところでございます。

以上でございます。

藤井本委員長 阿古市長。

阿古市長 先ほどもほかの委員の答弁の中で申し上げましたように、予算計上するときには検討して

おります。その中で財政的に継続的に行けるという判断の中での予算計上になっております。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 もうちょっと突っ込んで聞こうかと思ったんですけれども、まず１つは旧新庄町と旧當麻

町の間の行政手法について、それはその時々必要な措置としてやったんだから、その違いが

あるとは思ってないと。必要だからやってるんであって、そこに違いがあって不公平だとい

うふうなことの認識はないと、不公平だという認識はないというふうに捉えていいんですか

ね。というのは、これ私、先ほど言いました行政手法の違いで、もういろいろ聞くわけです。

そしたら、こっちは池を借り上げてお金払ってるやないか、こっちは全然払ってないという、

それ不公平と行政が感じてたら、これ直していきましょういうふうになるんですよ。直して

いきましょうと。でも感じてなかったら、いやもうこれまでどおりでいきましょうになるか

なっても、古いままずっと引き継いで、違いがあってもその違いはそのままですよと。だか

ら、これについて直さなあかんと思っているんかどうか。直し方いろいろあると思いますよ、

直し方は、どっちに合わせるかどうかは別として。でも、これ違いがあるのをそのまま今後

も認めていきはるんですかいうことを僕は聞きたいんです。今のちょっと答弁だと、必要や
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からつけてますということなので、これ、そこは住民の方が不公平だと思っていることがあ

るからなんですよ。だから私聞いてるわけでね。この20周年を機会にそれを直していこうと

いうお考えがあるかどうか、まだこれから20年後もずっとそういうふうにするのかどうか。

市民がどう思われるかどうかということになるので、これどう思っておられるかということ

を１つお聞きしたいんですわ。

２つ目に、市長のおっしゃること、もうそれやったらそれで受け止めるしかないんですけ

れども、さっき私が言ったことについてはどうですか。検討しましたと、財源は検討された

いうことはよく分かりました。財務部長もそうおっしゃったし、私は特別交付税で採択され

たらいいなとは思ってますけど、これは特別交付税採択されるかどうかいうのはいろいろあ

りますから、絶対採択されるもんでもないから、でもぜひ頑張ってほしいとは思いますけれ

ども、財源の問題はできるということでやるというのは分かったんですが、私が言ったのは、

その事業化する上でやっぱり段階的に入れていく、そうやって財政の継続性を見ていくため

に、将来性を見ていくために、やっぱりこう一遍に条件を取っ払っていくんじゃなしに段階

的に見ていくという考えはなかったのかどうか、私、聞いた。それを検討されましたかとい

うことを聞いたんですよ。財源のことを聞いてません。これもう一回ちょっと答えていただ

いたらと思います。

藤井本委員長 これ、もう市長しか答えれないと思います。

阿古市長。

阿古市長 制度設計の中で検討しております。

それと、先ほどおっしゃってた、これは委員会の席でもお話をさせていただいてた事業手

法という考え方です。平成16年10月に合併するまでは２町でございましたので、やはりその

町、町によってはまちづくりの在り方が大きく違ったのかなという認識は持っております。

ですので、例えばその事業がその町の中で特殊な形態を取っているということはあるのかな

正ができるかというと、なかなかそのときの事業としては完結しておりますので難しい部分

があるのかなと。例えば、これから１つの事業をやるに当たっては１つのステージの中で制

度設計ができるかも分かりませんけども、過去においては、これはどっちの手法がいいかと

か悪いとか言うべき問題ではないと思います。歴史の中で、その地域性の中で、その当時の

行政が住民の皆さん方と、地区の皆様方と話をしてそのような結論を得た事業でございます

ので、その点につきまして今現在の不公平性があるのかないのかと言えば、私はないと感じ

ております。ただ、これから新たな事業を立ち上げる段階において、それはもう一つのこれ

ますか、手法によっての制度設計に変わっていくという認識を持っております。

以上でございます。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 ここは市長と認識が違うところですので、私の意見だけ申し上げておきます。

私は、先日、やはり不適切な行政手法じゃないかというふうなことで、その点について市
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長からのお考えもお伺いしました。具体例出しますけど、御所の葛城清掃事務組合アクアセ

ンター、ここの組合議会で私も参加させていただきましたけれども、ここでも造るに当たっ

て地元の協力を得るためにいろんなことをされてますけれども、やっぱりお金を落とすいう

ことはされてません。いろんな道路を造るとか公園を造るとか、あるいは簡易水道だったも

のを水道にするとか、やはりその公共施設としてみんなが基本的に使えるような形でやって

いくと。毎年多額のお金を地元に大字に落とすというのは、その大字の会計も大変です。い

ろいろ間違いが起こりやすい。だから、日本全国、この公共施設、いわゆる迷惑施設と言わ

れるところ、皆さん苦労されてるんだけれども、やはり苦労して周辺の整備ということを基

本にやって、お金を特定の団体に落とし続けるというのは私は少ないんだと思っています。

これは……。

（発言する者あり）

谷原委員 中継槽の問題を今おっしゃってるけど、旧新庄町では持ち回りです。大字で持ち回って、

大字にお金を落としてません。持ち回りなんですよ。だから、旧新庄町の手法はそういう形

でやってきてる。だから、要はお金を落とす落とさないということで不公平、行政手法が違

うんですよ。違ってきたと。ところが、これは今、市長おっしゃったけど、単年度で契約し

てるはずなんです。その昔20年前契約で続いてるんじゃなくて、基本的には単年度で契約で

す。年度が切れたら当然解消と。御所のアクアセンターの地元との協定でも、年度が切れた

らもうこれは解消と、あるいは簡易水道が終わったらそれ終わりましょうと。これ、未来永

劫やるんですか。すごい金額ですよ、地元に落ちる金額も、お金として。これ、私はだから

不適切だと言ってるので、でも市長はそうは思っておられないからいいんですよ。だけど、

これを改める気がないいうことも分かった。これもいいんですよ。あとはもう市民に問うだ

けですよ、これでいいのかと。これで本当に20周年、新庄町民も本当に20年祝えるんかとい

うことですよ。だから、これは本当に不公平感があるということを、だから合併を解消せえ

というふうな極端な意見も聞いてるんですよ。だから、そんなことをずっとしておくわけに

いかんと思いますよ、私は。だから、どっちかにちゃんと統一していく。時間かかるかも分

からない。時間がかかるのは当然ですよ。どっちがいいというのは行政手法のあれがあるか

ら、行政の判断の人に任せるけれども、でもこれをそのまま置いておくわけには私はいかな

いと思っております。これは私の考えですから、阿古市長と考えが違うのはよく分かりまし

たし、それからもう一つは、やっぱり将来との未来世代との公平感です。未来世代というの

は、やっぱり経常収支比率を高くすると財政の弾力性がなくなって政策的な選択の余地が将

来なくなるんだから、やっぱり段階的にこうしたものについても扶助費の支給についても段

階を見ながら入れていくということを、私はぜひ望みたいと思います。私がこの問題意識を

持ったのは、紙おむつの件からです。紙おむつの件につきましては、もう４月から打ち切り

ますいうのを２月ぐらいでぱーんと言われたわけですね、打ち切られる人は。ほんなら、も

うその人たちはもう涙流して訴えられましたから、ひどいと。普通は経過措置を取りますよ、

やっぱり。でないと、生活の当てがあるわけやから、みんな貧しい中でもやりくりしながら

やってるわけですから。それは皆さん、市が財政がないいうたら受け入れますよ。それはも
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うしゃあないなと、無理言われんなと。でも、個人の生活は当てにして生活してはりますか

ら、２か月前ぐらいにばちんと打ち切るようなことは、行政として私やったらあかんと思い

ます。これだって経過措置です。だから基本的に経過措置を設けるんですよ。年金だって、

来年から70歳にまで引き上げますなんて、年金支給なんか国もしません。やっぱり段階的に

やる。だから、こういう行政手法について私は大変違和感を持っていると、今回の私は予算

を見てなおさらそう思ったので、ちょっとご意見を申し上げておきます。

以上です。

藤井本委員長 ほかに総括質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようですので、令和６年度一般会計の予算についての質疑を終結いたします。

ここでちょっと確認したいことがございますので、暫時休憩いたします。

休 憩 午後３時４４分

再 開 午後４時００分

藤井本委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

議員間討議を希望される方はおられますか。

奥本委員。

奥本委員 谷原委員に対して議員間討議を申し込みます。先ほどから、これまでの審議の中でもそう

ですけども、旧當麻町、旧新庄町というキーワードを出して、不公平とか不適切というとこ

ろでいろいろ盛んにおっしゃっています。その中で１点だけ、クリーンセンターの件につい

てちょっと確認したいんですけども、クリーンセンターは大字當麻がお金もらってるという

の話です、今の新クリーンセンターは。それも、大字當麻が望んだわけじゃなくて、そもそ

もが旧當麻町時代に、旧當麻町のクリーンセンターが老朽化した後は更地に戻すという契約

て行き場がなくなったからということで、大字のほうに話がございました。ただその間、ご

存じの方少ないか分からんけども、市全体に対してこの受入れが可能かという話はあんまり

なかったかと思います。ほかの大字はこんなんされてないと思います。大字當麻の中では本

当にもう１年近くかけて、あれが本当に必要なんかとか、受け入れるべきなんかという大議

論を行いました。中にはもう果ては裁判まで起こりました。あれ、誰一人としてもろ手を挙

げて来てくれと言った人はいないんですよ。何であれがあそこに来ることになったのか、１

つはやっぱり行政側サイドから、当時、広陵町のＲＤＦの受入れがもう先に決まってたんで

ということが１つありました。それは後から知ったんですけど、何よりもごみ処理が、もし

なったら、そしたらそのごみの処理費用はどうなるかというのを算定してもらって、概算で

すけど、そしたら子の世代、孫の世代でとんでもない負担がかかると。自分たちの子ども、

孫には迷惑かけたくないからということで、もう渋々、苦渋の思いで我々受け入れたんです。

それをして、ああいう形の金額がどうのこうの言われて、これちょっともうもってのほかで
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すわ。そもそもあの金というのは、誰一人区民はもらってませんよ。あれは公民館建て替え

の建設仮勘定のところにちゃんとして入ってるやつなので、誰一人その個人的に使ってると

かいうのはない話なんです。もしもそれをおっしゃるんであれば、今やっぱりあの話をもう

振出しに戻してクリーンセンターをどっか違うところに持っていくという話から始めるべき

ですよ、これは。それぞれの大字で受け入れるというか、受入れ可能で、そしたら代わりに

お金もらえるよというところまであらわにしてやるべき話じゃないですか。ちょっと、ほか

の公園とかの話は置いといて、私、このクリーンセンターの件に関してだけは、ちょっとそ

の辺の認識がおかしいと思います。

藤井本委員長 その発言に対して。

谷原委員。

谷原委員 クリーンセンターについて私が申し上げてるのは、行政手法がどうだったかということを

ずっと申し上げているんです。旧當麻町と旧新庄町の行政手法が違いがあったということは

明らかになったことでありまして、それが申し上げているクリーンセンターの例を出します

と、旧新庄町のクリーンセンターは笛堂地区にありました。笛堂地区には、この周辺に、笛

堂区にお金が渡されているのではなくて、プールとか体育館とか、公共施設として地域の環

境整備ということでやられて受け入れていただいたというふうに私は認識してます。間違い

があれば訂正はしますけれども、一方、當麻は當麻のクリーンセンターがございました、旧

當麻町のときにね。そのときは、やはり旧當麻町側の行政手法は、旧當麻町のクリーンセン

ターのところにはそれなりに地元に協力金をお支払いしていたというふうに聞いております。

間違ってたら言うてくださいね。それが、新市になるときにどこに建設するかいったときに、

結局、最終的には當麻区の中の今のあるところに造ろうというふうになったわけですね。実

際、それで地元も、確かに反対運動はあった、裁判も行われた、それはよく知っております。

しかし、結果としては協定書を結ばれたかどういう形か分かりませんが、當麻区も受け入れ

られて、そのときに協力金ですか、報償費として毎年幾らということがやられたわけで、こ

れは旧當麻町の時代もそういうふうにされてたと聞いてますし、どこへ持っていくかいうこ

とはいろいろあったとしても、私が言うてるのは行政手法としてそういう手法を旧當麻町は

取られてるし、新庄町は取られてたとということについて問題提起したわけです。それにつ

いて私は、１つの市になったんだから、それを何らかの形で過去そうやってきたからという

ことで今後ずーっとそれを続けるのはいかがなものですかと、やっぱりどっかで見直しを検

討すべきじゃないかということを問題提起としてお伝えしてるわけです。だから私は、受け

入れた當麻の方は大変だったろうと思うし、反対運動があったことも分かってますし、裁判

があったこともよく分かってます。でも結果として受け入れられて、そういう経過の中で今

そういう形で協力金がずっと渡されていることについて、これをずーっとやり続けることに

ついてはやっぱり検討してほしいというふうにお願いしたところであります。これ、私の意

見ですから、行政がどう思われるかいうのは、市長がどう思われるかは別ですけれども、だ

から私は別に、それを分かってほしいのは、行政手法として今後ずっとこういうことを、過

去そうだったからいうことをやり続けるのかと、私は不適切やというふうな認識でおります
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ので、ご理解いただきたいと思います。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 旧當麻町のときの協力金の意味合いというのは、私、分かりませんよ。もうその昔の話な

これお金やるから黙ってくれというような意味じゃないんですよ、何回も言うように。不公

平とおっしゃるんやったら、今、我々受け入れる側も不公平なんです。受け入れてない大字

の方に対して、そしたらその公平性をどう担保できるんですかと逆に問いたいですわ。何回

も言うように、これは協力金を我々望んだわけじゃありませんよ、これは。もう過去の経緯

でそれが協力金という話になったんかもしれませんけども、金額もどういう話で折り合い付

いたんか分かりませんけども、何度も言うように、そもそもは最初に聞いてたのは、うちの

大字は新庄に建設するからと、これ吉川市長のときですわ。そういう話、公式に大字に来て

されました。ところが、政権が変わったときからもう迷走して、もうどこももう話持って行

く先がないねんというところから始まった話なんですよ。だからそこは、ちょっと何か旧町

時代のその事業手法どうのこうのじゃないので、これもう政治的な大きな判断が働いた上で

の結果がこれなんですよ。最終的にその形としては、前例にのっとってこういう形になった

かもしれませんけど、何度も言うように、大字の當麻の区民はこれを望んでいるわけじゃあ

りません。施設もそうですし、補助金欲しいからと言ってるわけじゃない、誰一人言ってま

せんので。だから、そういった意味でおっしゃるんやったら、本当にこれもう一回、全部ま

な板の上に乗せて全市民で議論してくださいよ。ほかの大字のほうも受入れを逆に言われた

らどうするんですか、そしたらこれ。やっぱりその辺があるので、これ迂闊にこんな軽々と

してそういう池とかの問題と一緒にされたら、これちょっとおかしいんじゃないかと思いま

すよ。

藤井本委員長 最後。

谷原委員。

谷原委員 私は、クリーンセンターの問題について不公平とは思っておりません。クリーンセンター

は１つあるから、池は違いますよ。池は実際にほかでもあるので、そういうふうに聞こえた

らもうこれは誤解を解きますけれど、クリーンセンターでそこにお金を投入してるから、何

かその當麻の人がいい目してるとか、そんなこと言ってるわけじゃないんですよ。それは當

麻の人がそれでいい目してるとかお金もらってるとかそういうことをわーわー言うてるわけ

じゃなくて、行政手法として今後ずっとそれを続けるのがどうなんですかということを問い

かけてるわけです。それが適切な行政手法で、ずーっとそれを続けるのが正しいのかどうか

いうことを問うてるんです。さっき言った政治判断ということであれば、そういう政治判断

ところもたくさんありますから、それについては僕は不公平だと思いますけれども、この行

政手法の在り方の違い、その違いから来る不公平感、こういうのを市民が持ってるときに、

これはちゃんと解消していくことが必要だと思うから私は述べてるわけなんです。別に私は、

當麻の町民の方が何かもらって得してるとか、そんなこと一言も言ってませんし、私は行政
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手法の在り方をずっと言ってるんですよ。それをずっと今後20年、また30年続けるんですか

と。それは、もっと言えば新たにクリーンセンターを新たな場所に建て替えるようになった

らその問題が出てくるんかもわからないですけれども、そのときにはそのときでちゃんと、

私は私が正しいと思うやり方やってほしいと思うから言ってるわけです。だから今のクリー

ンセンターの建ったこと、過去のことを僕は言ってるわけじゃないんですよ。それだけはち

ょっと分かっていただきたいので、なかなか分かっていただけなかったから仕方ないんです

けれども、以上にしておきます。繰り返しになりますので。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 私も最後にしますけど、その行政手法とおっしゃるけども、行政手法は一律で全ての問題

解決するわけじゃありませんよ。ケース・バイ・ケースでやらんとあかんことはやっぱり出

てくると思うんですよ。そこに対して、いやこの基準に合わせんと駄目やというような考え

方、これちょっと私、絶対おかしいと思いますわ。不公平という言葉自体がやっぱりちょっ

と引っかかるんですけども、本当にその補助金に対して出されていることに対して不公平と

言うんやったら、そしたらその補助金もらえるような動きしたらどうですか。自分たちのと

ころで受け入れて、補助金欲しいと言わはったらどうですか。もう根本的に考え方が違いま

すけども、もうこれ以上言いませんので。

（「ちょっと間違いがあったから訂正させていただきます」の声あり）

藤井本委員長 訂正ということで認めます。

谷原委員。

谷原委員 クリーンセンターに支払われているのは補助金ではありません。補助金はこういうことに

は払うことはできませんから、これあくまで報償金という形の扱いになってると思います。

藤井本委員長 もう次へ進みたいので、議員間討議としては残りますけども、谷原委員のお話の中で

そのクリーンセンターの分、旧町時代の昔のまちづくり、両町で違うわけですよね。それと

ごっちゃになってるような気がします。クリーンセンターのことについては不適切ではない

と最後のほうでおっしゃってるんですけども、不適切という言葉が今問題になってるので、

クリーンセンターのことにつきましては旧町時代のものじゃなくて、新市になってから建設

をされて、それで当時の理事者または議会でも考えてやられたことなので、ここを一緒にす

るというのはちょっと無理があるのかなというふうに思います。言葉の中で、クリーンセン

ターは不適切とは言ってないと、行政手法の違いを問うてるんだというふうにおっしゃって

るんだけども、だからそこをもう少し一緒にされたらというご意見がございますので。

谷原委員 私が不適切というのは、いわゆる公共施設を建てるに当たって地元に協力金を払うと、そ

れも長期にわたって払ういうのは、私は不適切な行政手法だと認識しております。だから旧

當麻町のクリーンセンターでやられて、それがどういう形でか、今も継続されたということ

だと私は認識してるんですが、そういうやり方は不適切なので、どっかで改める必要がある

んでしょうと、改めてほしいというふうに言うてるんです。不公平というのは、クリーンセ

ンターとごっちゃになってしまったら申し訳なかったんですが、池の問題ではやっぱり旧新

庄町側の池が横についてる公園についてはそういう土地借上料なんか払ってないわけやから、
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だからこれが旧當麻町の行政手法で池も借り上げてお金を支払ってることについて、ずーっ

と今後もそういうことが続けられるのは私は不公平だと思ってるんです。不適切だし、それ

は不公平だと思ってます。だから、クリーンセンターについて不公平ということは、比べる

ものがないから不公平ということはなくて、不適切な行政、つまりそういうふうに地元に公

共施設の借上げとか、土地借上げで駐車場とかはしゃあないと思うんですけども、池とかあ

るのは私は不適切だと思ってるので、それを長期にわたって続けるのは、20年ということに

なったから、この20年を機会に私はちゃんと見直したほうがいいということを申し上げてる

んです。よろしいでしょうか。不適切いうのはそういうことです。不公平という考え方と。

藤井本委員長 分かりました。この件については、谷原委員のご意見ということにしておきたいと思

います。今のこの予算特別委員会、特にそれによって関係するところではないかと思われま

すので、この程度にしておきたいと思います。

議員間討議された、奥本委員、よろしいですか。

奥本委員 はい。

藤井本委員長 議員間討議、以上でよろしいか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。

討論ありませんか。

梨本委員。

梨本委員

令和６年度に当たっては、これまで市長が繰り返し訴えてこられました市民第一のまちづ

くり、子育てしやすいまちを前面に押し出し、税金はできるだけ市民に還元された、そんな

予算編成であると感じています。私は今回、一般質問や４日間の予算審議、本日の総括質疑

でも指摘させていただきましたが、令和６年度予算は市長施政方針の主要な施策を反映して

いないものや、所期の目的から外れているものがあるというふうに感じております。また、

政策の軸の１つを堅実な財政への改革と健全化としながら、令和６年度予算は一般財源のみ

で賄う新規事業も増えています。以前の予算審議の中では、溝尾前副市長は事業化には財源

を考えなさいと指導していると答弁がございました。その視点から、今回の予算特別委員会

でも幾度となく財源について説明を求めてまいりましたが、世代間の公平性の視点からも納

得できる明確な答弁はございませんでした。阿古市長の就任時、そのときの公約は日本一よ

り市民第一でございます。しかし、ここ数年は、住みよさランキングなどにおいて奈良県１

位や大阪圏１位を繰り返しアピールしておられます。古い記憶を思い起こせば、８年前、前

位、若者世帯が増え子どもの数もどんどん増えていることをアピールしておられました。施

政方針で住みよさランキングをアピールするということは、私にはその当時批判していた日

本一という前市長の公約をご自身がアピールしておられるように見えてしまいます。ただ、

当時と比較して大きな問題は財政です。阿古市政において、弾力性が悪化してきたことは数
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に推移し、前山下市政においても２期目の途中までは健全度を維持していました。後半、今

より約９年前からこの指標は急激に悪化してまいりましたが、それらと財政規模も改善すべ

く、日本一より市民第一と公約した、私は少なくともそう理解していました。しかしながら、

阿古市政において経常収支比率は改善されず、むしろ悪化してまいりました。住みよさラン

キングと併記されている財政健全度の弾力性は、私が一般質問でも紹介したとおり、792あ

る市の中で769位です。その指標を提示して財政は健全であると言われても、私には理解が

できません。財政規模についても、以前は適正規模が大きいことを問題視してこられたはず

ですが、令和６年度の当初予算の規模は、大きな投資的事業がないにもかかわらず過去２番

目の大きさになっています。にもかかわらず、所期の目的から外れた一般財源事業を見直す

ことすらできていないと考えています。その中にあって阿古市長はここ数年、サービスは高

く財政の許す限りという言葉を繰り返し、更に新規事業に一般財源を投入し続けているのが

令和６年度の当初予算ではないかと考えております。先ほど、奥本委員の総括での質問の中

で、20周年蓮花ちゃんを使わないのかという質問がございましたが、市長答弁では行政の連

続性を重視しない考え方が伝わり、今回の予算にも反映されていたように感じております。

今回、どのような協議がなされて決められたのか分からない社会福祉協議会の補助金、その

ほかにも将来的な見通しや計画に基づかない思いつきの予算が複数見られるのは非常に残念

です。これらは、一部を修正するだけでは改善できるものではないと考えます。将来を生き

容認できません。

以上の理由により、令和６年度一般会計予算を反対いたします。

藤井本委員長 ほかに討論ないですか。

坂本委員。

坂本委員

させていただきます。

あると考えております。一日も早く成立させて、４月から市民のために執行できるようにし

なければならないと考えるところであります。

簡単ではございますが、以上の理由により賛成討論とさせていただきます。

藤井本委員長 ほかに討論ないですか。

谷原委員。

谷原委員

に伺いました。一番多かったのを調べたら、これ平成28年です。ちょうど道の駅建設等あっ

て、この年も市長選挙の年です。今回また市長選挙の年となりました。私自身、財政規模が

２番目になったということを聞いて真っ先に思ったのは、議員になる前後から財政の勉強し

始めて、その中で財政規模の見方について、市長選挙があるたびに財政規模が膨らんでいく、
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こういうグラフがすぐ分かるんですね。なぜか４年に１回ぐらい財政がぽーんと上がって、

次締めて、また４年後にぽーんと上がっていくと。そういうグラフと、一方ではいつ地方選

挙があったか分からないぐらい財政規模はあまり変わらないように市政が運営されている、

そういうグラフです。それについてどういうことかというと、やはり市長選挙のときに財政

規模が膨らむところは、様々住民の要望がありますから、まさに市長選挙のときにそれがど

っと財政出動されると。結果として、義務的に次年度も支払わなければならないことまでや

ると、年々財政が硬直化して、そういうことをやり続けると財政が大変なことになると。そ

の分かりやすい例として、この財政規模の問題書いてありました。私は、ああそういうもん

かと思って、だけど阿古市長の２期目の選挙のときはそういうこともありませんでした。や

はり、経常収支比率の問題もありましたし、財政規模もそれなりに抑えて、後年度のために

財政調整基金の取崩しも少なくしてというふうに頑張っておられたので、私はよくやってい

ただいているなと。財政規律という面で私はずっと言ってまいりましたので、財政規律のあ

ども、今回、財政規模が２番目になったということで、その目から私は今回の予算書をいろ

いろと精査させていただきました。その１つが、先ほど言った子どもの医療費の完全無償化、

それから保育の２子以降の無償化、これ歓迎いたします。我々も言ってきたことだから歓迎

非常にやっぱり良くない状況になってますので、これをあんな形でぽーんとやるというのは、

特に第１子を年齢制限つけなかったということも含めて、私はちょっと市長に自制心がなか

ったのかなというふうに率直に申し上げたいところなんです。そのほかにも、例えば出てま

いりましたのは、中学校２校のブラスバンド部の備品、これ1,000万円ということでつけら

も、この年にぽんとこういう形で出されると。私は、ほかの施策とのバランスの上で、確か

に住民の方はやっぱりやってくれて良かったと思う施策、これは財政に際限があれば、もう

こんなことはできなくてバランスを取るわけですから、それはほかの施策とのバランス、そ

れから将来にわたるバランス、そういうことを考えて私は今年度の予算は組んでいただきた

かったと思っております。ところが、先ほど言いましたように、ある意味では大盤振る舞い

のような形になってしまったと。私は財政の規律という点では、住民との関係が非常に大事

だと思っております。住民の方々がやっぱり納得していただけるような財政にしないと、や

っぱり選挙の年に言えば要求が通るんかというふうなことになってしまったら、私は、これ

は先ほどの総合計画もそうですけれども、やっぱり市長が替わっても、事業として決めたも

のは行政は一貫性を持ってやっていかなければいけません。したがいまして、私としてはや

っぱり住民の方に納得してもらうところは納得してもらうようなやり方を取らないと、それ

こそ不公平感が生まれると私は思っているんです。この保育の件でも医療費の件でも、私が

市民の方から聞いた声は、これ高齢者の方ですよ。「いや、それ何」という反応で、僕も驚

いたんですよ。喜んでもらえると思ったから、お孫さんもおった人はね。でもね、人の受け

取り方によっては、「私らのときとえらい違う、何でそこまですんの」と、こういう反応を
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おっしゃる市民の方もいらっしゃるんですよ。だから、こういういい施策でも、やっぱりそ

こら辺の世代間のこと、将来世代のこと、未来の世代のことも考えて、私は財政は組んでい

く必要があるんだなと思っておりますので、今回の予算、これ私の意見でありますから、そ

れはもう私の意見を率直に述べさせていただきますけれども、やはり財政規律という点から

見て私はいろいろ問題があるなと思って反対いたします。

最後になりましたけれども、先ほど来の議論もそうなんですが、あくまでこの住民が将来

感、こうしたことが担保できるように行政の方には努力していただきたいと思っております。

以上です。

藤井本委員長 ほかに討論ないですか。

西川委員。

西川委員

す。

今回の予算は市制施行20周年を迎える年ということもあって、予算書の中でも市全体で盛

り上げていこうという事業が多く見受けられました。また、子育てしやすいまちづくりを目

指す本市として、本予算、この予算では、18歳までの子どもにかかる医療費一部負担金無償

化事業や第２子以降の保育料無償化事業、産婦健康診査事業、児童手当費の拡充など、子育

て支援に力を入れた予算であると感じたところでございます。本市において子育てをしてい

く方たちにとっては、より以上に手厚いサービスを享受でき、本市の宝である子どもたちを

健やかに育てる責任を果たす予算であると評価をいたします。しかしながら、総括質疑でも

お話しさせていただいたように、一般財源で行う事業もあって、継続して行うには財源確保

が必須となってきます。国・県からの交付金や補助金の模索も引き続き行っていただき、ま

た自主財源の確保にもしっかり、持続可能なことですので、つながるように確保にも努めて

いただきたいと思います。また、観光施策では、葛城インターチェンジ周辺エリアにおける

滞在型観光施策検討事業や大阪・関西万博を契機とするインバウンド誘致を目的とした事業

が予算として計上され、本市の魅力を国内外にＰＲし、関係人口を増やす取組であると感じ

たところでございます。これについても一定の評価をさせていただいたところでございます。

ろでありますが、多くの議員からも本当に心配の声が挙がっている社会福祉協議会の運営に

休止していたこともあって徐々に回復をすることになろうと思いますが、福祉サービス事業

については抜本的で具体的な改善計画というのは見受けられることがちょっとできませんで

した。しかしながら、利用者が減っている事業にあっても、一定数の方々が利用されている

というのも事実でございます。私としては、事業改善計画を出されたとおりに安定した経営

をされていくかを、令和６年度にあっては注視をしたいと考えております。私の個人的な意

見としましては、本来の社会福祉協議会の在り方の原点に立ち戻って運営をされること、民



－346－

間ではやりにくいあまり手を出したくないような事業、社会福祉協議会にあっては本当の弱

者救済の最後の受皿になるように努めることが必要であるのかと思うところでございます。

以上の意見を付して、私からの賛成の討論とさせていただきます。

藤井本委員長 討論、ほかに。

奥本委員。

奥本委員

せていただきます。

詳しくは先ほどの総括質疑で述べましたので、もう個々には言いませんが、やはり先ほど

れはちょっとやっぱり待ったをかけたいと。それと併せて、やはり社会福祉協議会の問題で

す。事業改善計画を今回出されておりますけど、これ９月の附帯決議なんです。半年あった

わけなんです。それをなぜこの際になって、議会の日程までこういろいろ工面した形で我々

は議論しないといけないか。もっと早くにやって、１つでも取っかかっていただいて、こう

いう改善が実現できましたというんであればここを呑めたんですけども、事業改善計画の中

も具体策もあんまりない状態で出されて、指定管理料と補助金をこれ認めろという、ちょっ

とこれは到底受け入れるわけにはいきませんので、やはりその点も踏まえた上で、やはり今

回の予算については承認できないという形にさせていただきます。

藤井本委員長 ほかに討論。

柴田委員。

柴田委員

す。

自主財源の市税は微増しているというふうに説明であったんですけど、果たして令和６年

度から始まる18歳までの医療費無償、それから12歳の第２子無償化で財源が確実に担保され

てなおかつ維持できるのかというところに関して、すごく不安を感じております。また、社

会福祉協議会の補助金においてなんですけれども、出す限りは最大限に有効に使っていただ

きたいんですが、その中で市長が会長であるということで、社会福祉法の中で市長が持って

いる社会福祉法人に対する権限を行使できないのではないかということで、補助金が適正に

使われているかをどう監視するのか、また金額が本当に適正なのかということをちょっと問

題視しております。全体的には財源に関して本当に不安を感じざるを得ない予算組みとなっ

藤井本委員長 ほかにないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第28号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立少数）

藤井本委員長 起立少数であります。よって、議第28号は否決されました。
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ここで職員の皆さんの入替えを行いますので、暫時休憩をいたします。入替え10分程度で

休憩いたしますので、よろしくお願いします。50分から再開をいたします。

休 憩 午後４時３６分

再 開 午後４時５０分

藤井本委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

いたします。

本案につき提案者の内容説明を求めます。

前村市民生活部長。

前村市民生活部長 市民生活部の前村でございます。

いてご説明申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。

１ページをお願いします。第１条では、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ38億4,700万円と定めるものでございます。第２条では、地方自治法の規定による一時

借入金の借入れの最高額、第３条では、歳出予算の流用について定めています。

それでは事項別明細書の歳出からご説明申し上げますので、10ページをお願いします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では1,842万4,000円、２目連合会負担金で

は466万7,000円、３目共同事業負担金では494万8,000円の計上でございます。

ページをおめくりいただき、11ページでございます。２項徴税費、１目賦課徴収費では

322万7,000円、３項運営協議会費では27万9,000円の計上でございます。

次に、２款保険給付費でございます。１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費では23

億5,000万円。下のページ、２目退職被保険者等療養給付費では100万円、３目一般被保険者

療養費では3,300万円、４目退職被保険者等療養費では50万円、５目審査支払手数料で785万

7,000円の計上でございます。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費で３億7,000万円、２目退職被保険者等高

額療養費で50万円の計上でございます。

13ページ、３項高額介護合算療養費、１目一般被保険者高額介護合算療養費では50万円、

２目退職被保険者等高額介護合算療養費で20万円の計上。

４項移送費、１目一般被保険者移送費で10万円、２目退職被保険者等移送費で５万円を計

上しております。

５項出産育児諸費では、１目出産育児一時金で1,200万円。下のページ、２目支払い手数

料で6,000円の計上でございます。

６項葬祭諸費では、１目葬祭費で180万円。７項傷病手当金では50万円の計上でございま

す。

次に、３款国民健康保険事業費納付金におきまして、９億8,293万9,000円の計上でござい

ます。

４款保健事業費では、１項特定健康診査等事業費として4,395万4,000円を計上しておりま
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す。

ページをおめくりいただき、下のページ、16ページでございます。２項保健事業費として

572万9,000円。

５款基金積立金、１目財政調整基金積立金では12万円を。

６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金では300万円、

２目退職被保険者等保険税還付金で40万円の計上でございます。17ページ、３目一般被保険

者保険税還付加算金20万円、４目退職被保険者等保険税還付加算金10万円の計上。

７款予備費では100万円を計上させていただいております。

次に、歳入です。６ページをお願いします。

１款国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税では７億1,000万円を、２目退職

被保険者等国民健康保険税では118万円を計上しております。

ページをめくっていただき、７ページをお願いします。２款使用料及び手数料、１項手数

料１目督促手数料といたしまして10万円。

３款国庫支出金で、１項国庫補助金、１目社会保障・税番号制度システム整備費補助金と

して22万5,000円。

４款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金といたしまして28億16万5,000円

の計上でございます。

５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金では12万円。

６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では２億7,358万円の計上。

２項基金繰入金では、１目財政調整基金繰入金で4,062万1,000円を計上しております。

下のページです。７款繰越金で１万円。

８款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金では400万円、２目退

職被保険者等延滞金で１万円の計上。

２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料といたしまして1,484万9,000円。

３項雑入では、１目滞納処分費１万円、２目一般被保険者第三者納付金で200万円、３目

退職被保険者等第三者納付金10万円、４目一般被保険者返納金、５目退職被保険者等返納金、

そして６目雑入共に１万円の計上でございます。

以上、ご審査賜りますようよろしくお願い申し上げます。

藤井本委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

谷原委員。

谷原委員 よろしくお願いします。６ページ、まず歳入のほうからちょっとお聞きしますが、１款１

項１目一般被保険者国民健康保険税のほうですけれども、これで予算を医療給付費、それか

ら後期高齢者支援金分、あるいは介護納付金分というふうに、それぞれ現年課税分になりま

すけれども、これについてはこの議会に国保条例の改正案も出ておりますから、それに基づ

いたこの予算というふうに捉えていいと思うんですが、そこでちょっとお聞きしたいんです

けど、被保険者当たり、今年度、大体、保険税１人当たり平均、昨年度と比べて幾らの引上
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げでこの予算が立てられておられるのか、それをお聞きします。

それから２つ目は、７ページです。これも歳入のほうですけど、６款繰入金の２項基金繰

入金、１目財政調整基金繰入金の１節財政調整基金繰入金で、財政調整基金の中から繰入金

を入れているわけですけど、昨年度は1,000万円だったのに、今年度は財政調整基金を取り

崩して4,000万円、４倍近く取崩しがあるということになってるんですが、この取崩しの増

額理由についてお伺いします。

それから３つ目ですけど、12ページです。これは歳出のほうになりますけども、２款１項

５目、12ページの11節役務費で審査事業ということで785万7,000円と、これちょっと減額に

なってるんですけども、減額になっている理由についてお伺いします。

藤井本委員長 増井課長。

増井保険課長 保険課、増井でございます。

保険税について、委員がおっしゃいますように、今回のこの予算につきましては税率の改

正後の金額となっております。その上で１人当たりの保険税でございますけれども、令和６

年度は12万1,509円となっております。

藤井本委員長 率も一緒にお願いします、引上げ率。

増井保険課長 引上げ率ですね。引上げ率は、令和５年に比べまして9.07％引上げとなっております。

それと、財政調整基金の繰入金についてでございます。被保険者数も減少してきておりま

して、税収もそれにつれて減ってきております。その財源を補うために、財政調整基金の取

崩しを増額しているものでございます。極力、財政調整基金の取崩しを少なくするために、

現年及び滞納繰越金の収納率を上げていく必要があると感じております。

最後の、審査支払い手数料の減額になった理由でございます。減額になっているのは被保

険者の減少によりまして処理件数の減少ということで減っております。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 分かりました。ありがとうございます。被保険者が減っているということもあって、結局、

保険料も上がる。一方では、被保険者が減ってるから、この審査支払い手数料等、下がると

ころもあるということがよく分かりました。被保険者が減ってるので、財政上収入が減るこ

とになりますから、財政調整基金をちょっと多めに取り崩して予算を組んでるということも

分かりました。もう意見だけ申し上げておきます。何度も申し上げていることなんですが…

…。ちょっとこれだけ聞いとこうか。引上げ率が9.07％ですよね。でも、これは県単位化に

当たって統一保険税の最終年度の引上げになります。当初、県保険税は毎年4.5％ずつ７年

間かけて段階的に上げていこうということで、そういう見通しが示されました。しかし、保

険者がどんどん減る見通しが違ったということで、この最終年度について去年も７％ぐらい

上がってますから、当初4.5％ずつ上がっていく、これ大変な引上げ率なんですけど、実際

は保険者にとっては。でも、被保険者にとっては大変なんですが、最終年度になって、引き

上げたところにまた更にこの引上げになるから、すごい引上げになるんですよ、当初の予定

からするとね。これ、ちょっと考え方なんですけども、こういう検討されなかったのかどう
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かいうことで、実は橿原市がコロナのときに、保険税の支払いが大変になるから抑制するた

めに、財政調整基金を取り崩してそれを保険税を抑制した年がありました。これは私、議会

でも紹介したんですけれども、そうすると次の年に余計ぽーんと上がるから、それは余計負

う答弁だったんですが、私は、これ4.5％で来てるんだから、今年こそ4.5％を維持して、そ

の分を財政調整基金から補てんすれば、あと１年かけて階段が緩くなったんではないかなと

いうふうに思うんですよね。こういう保険税抑制のために、財政調整基金の取崩しというこ

県はそういうことをしてくれるなと言うかも分からないけれども、でも、できますよね。そ

れだけちょっと確認したいんです。

藤井本委員長 可能かどうかだけお答えください。

増井課長。

増井保険課長 保険課、増井でございます。

市独自で保険税を抑制するために基金から繰り入れるかということですけれども、県単位

化になって県統一の保険税にそろえていくという時点で、市独自で繰入れをして保険税を抑

制するということはできません。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 できないとはっきりおっしゃったので、そうですかとしか言いようがないんだけれども、

私としてはそれができないんやったらもうできないで仕方ないとは思うんですが、何度も言

うように、もう国保財政はもう大変な危機になってまして、保険料が高いから入らずに、社

会保険に入るためにアルバイトの時間を増やして、高齢者の方はどんどん元気な方は働く時

間を増やして、国保を抜けて協会けんぽに入ってはるわけです。協会けんぽ今、増えていま

す。ほんで今、国保に残っておられる方は働けない人、高齢者でも。そういう方で、だから

財政が会計は大変になってきてると思います、私は。だから、人数は減る、だからまた上げ

る。上げきれないから財政調整基金も取り崩さなあかんということになってきているので、

これ私、根本的にこの国保会計の問題、これ全国同じですから、起きてる現象は。これはや

っぱり国会のほうでもしっかり議論していただく必要があるんですが、奈良県のほうに対し

な4.5％を予定してたのに９％も上げられたじゃないかと、倍ですから、１年間で倍上がっ

ちゃったんですよ、予定の。だから、それは県のほうにも、そこら辺も含めてやっぱり国保

税を抑えるという認識をぜひ持っていただくように、ぜひ機会があればご意見をいただけた

らと思います。

以上です。

藤井本委員長 ほかに質疑ないですか。

西川委員。

西川委員 １つだけです。13ページの２款保険給付費、５項出産育児諸費の出産育児一時金が令和５
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年度から300万円予算として減っている理由だけお聞かせ願いたいと思います。

藤井本委員長 増井課長。

増井保険課長 保険課、増井でございます。

出産育児一時金の減額となった理由ということですけれども、若い方の被保険者数の減少

しているということもありまして、令和５年度までの実績に照らし、令和６年度は令和５年

の30件から24件に減らしたことが原因となっております。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 ちなみに令和５年度の実績というのは大体どれぐらいの件数があったというのは分かりま

すか、今までで。

藤井本委員長 途中まででもいいです。令和５年度やね、今。途中まで分かる範囲で結構です。

増井課長。

増井保険課長 令和５年度分ですけれども、現時点で17件となっております。

西川委員 分かりました。

藤井本委員長 ほかに質疑ないですか。

奥本委員。

奥本委員 簡単にもう確認だけでお願いします。14ページ、２款保険給付費、５項出産育児諸費の１

目葬祭費の180万円、この、どういった基準で交付されるのかという、その詳しい中身だけ

教えてください。

それと次のページ、15ページの４款１項１目特定健康診査等事業費の健康増進課のところ、

これ概要で言ったら67ページの特定健康診査特定保健指導というところなんですけども、こ

れが令和５年に比べて98万4,000円増額になっている、その理由だけ教えてください。

藤井本委員長 増井課長。

増井保険課長 保険課、増井でございます。

まず１つ目の葬祭費についてでございます。葬祭費といいますのは、被保険者が亡くなら

れたときにその葬祭を行われた方に支給されるもので、１件当たり３万円でございます。

以上です。

藤井本委員長 森井部長。

森井保健福祉部長 保健福祉部の森井でございます。

ただいまご質問いただきました15ページの特定健診の部分でございます。99万円ほど増え

てるということでございますが、特定健診、特定保健指導につきましては、令和６年度に実

施内容の見直しされることに伴いまして、結果通知書の変更に伴う費用でございます。内容

としましては、ページの一番下の段に表示しております健康管理システム改修委託料99万円

という部分が今年新規で改修するという形になっておりますので、その分がそのまま増額と

いう形になってございます。

以上でございます。

奥本委員 よく分かりました。ありがとうございます。

藤井本委員長 ほかにないですか。
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（「なし」の声あり）

藤井本委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。

議員間討議ございますか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであればこれより討論に入ります。

討論ないですか。

谷原委員。

谷原委員

します。

本特別会計予算につきましては、奈良県国民健康保険県単位化の統一保険税水準に向けて

最後の引上げの年となりました。その最後の年が、先ほどあったように7.9％を超える大幅

な引上げとなってしまいました。国保税というのは、年間大体、自営業者の方でも子育て世

帯でやっておられる方、60万円、70万円、80万円払ってる方がおられます。これ１割上がる

わけですから、約１割近く上がるわけで、私としてはこうした見通しが異なったとはいえ、

何らかの措置を県はやるべきだったし、市もやって負担を下げるべきであったんではないか

と考えております。そういう点で、本当に県単位化ということで住民の暮らしに手を差し伸

べるような予算にはならないということは非常に残念なことでありますけれども、国保会計、

特別会計の今後の改善も希望しながら反対とさせていただきます。

以上です。

藤井本委員長 ほかに討論ないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論終結をいたします。

これより議第29号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

藤井本委員長 起立多数であります。よって、議第29号は原案のとおり可決することに決しました。

続いて行きます。

議題といたします。

本案についての内容説明を求めます。

前村市民生活部長。

前村市民生活部長 市民生活部の前村でございます。

算についてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。

まず１ページをお願いします。第１条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６億

7,740万円と定めるものでございます。

それでは事項別明細書の歳出からご説明申し上げますので、８ページをお願いします。



－353－

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では309万1,000円、２項徴収費では244万

4,000円の計上でございます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金では６億7,121万5,000円の計上でございます。

３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金として50万円。ページをお

めくりいただき、２目還付加算金として10万円。

４款予備費といたしまして、５万円の計上でございます。

次に歳入に移らせていただきますので、６ページに戻っていただき、１款後期高齢者医療

保険料では１目特別徴収保険料といたしまして３億624万円、２目普通徴収保険料といたし

まして２億1,681万5,000円の計上でございます。

２款使用料及び手数料、１項手数料では、１目証明手数料、２目督促手数料共に１万円の

計上でございます。

３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、１億5,309万4,000円の計上で

ございます。

４款繰越金として１万円。

５款諸収入、１項延滞金加算金及び過料では、１目延滞金、２目過料共に１万円の計上で

ございます。７ページをお願いします。２項償還金及び還付加算金では、１目保険料還付金

として50万円、２目還付加算金として10万円の計上でございます。３項預金利子では１万円

を。最後の４項雑入では、１目弁償金１万円、２目雑入58万1,000円を計上させていただい

ております。

以上、よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

藤井本委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

谷原委員。

谷原委員 ６ページ、歳入ですけれども、１款１項、これは１目も２目も同様ですけれども、現年度

分特別徴収保険料及び現年度分の普通徴収保険料、これ昨年と比べて増額になっております

けれども、この増額の理由についてお伺いします。

それから同じく８ページです。これは歳出の２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金

の負担金のところですけれども、これも増額になっております。この理由についてお願いし

ます。

藤井本委員長 増井課長。

増井保険課長 保険課、増井でございます。

後期高齢者医療の保険料が増額となっている理由ですけれども、これは被保険者数の増加

によるものでございます。

そして、もう１点の納付金のうちの負担金の増額についてでございますけれども、これに

つきましても被保険者の増に伴うものでございます。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。
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谷原委員 被保険者の増額によるものだということで、分かりました。それぞれ最初の６ページのと

ころですけども、大体人数の見込みですか、積算の人数はそれぞれ特別徴収、普通徴収、ど

うなっているかちょっとお聞きします。

藤井本委員長 増井課長。

増井保険課長 保険課、増井でございます。

特別徴収、普通徴収それぞれの納付義務者数をお答えいたします。特別徴収保険料は、令

和６年度は4,882人、普通徴収の現年度分が1,098人と見込んでおります。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 ありがとうございます。結構です。

藤井本委員長 ほかに質疑ないですか。

奥本委員。

奥本委員 １点だけ確認お願いします。８ページ、１款総務費、２項徴収費、１目徴収費、それから

11節役務費の取引履歴証明書発行手数料に関しまして、現在の滞納者数、幾らぐらいなんか。

それから、ちょっと決算資料を私今日持ってきてなかったんですが、不納欠損となるのは大

体何％ぐらいあるんかというのを併せてお願いします。

藤井本委員長 増井課長。

増井保険課長 保険課、増井でございます。

令和５年度の現時点での対象者の数でございます。滞納者数は51名、件数としては239件、

金額は308万3,000円となっております。

それと、もう１点の不納欠損額については、現時点ではちょっと分からないのでございま

す。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 分からないということは、あるかないかだけでも分からないですか。やっぱり存在するん

ですか、不能欠損として。

藤井本委員長 増井課長。

増井保険課長 不納欠損については現時点で分からないということなんですけど、不納欠損は発生す

ると思います。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 その辺を防止するために、今回、滞納者の預貯金情報を銀行等に照会する際の手数料とい

う形だと思うんですけども、できるだけ回収のほうに努めていただきたいと思います。

藤井本委員長 いいですか。ほかに質疑ないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 質疑終結いたします。

議員間討議ないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。
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討論ないですか。

谷原委員。

谷原委員

いたします。

これはいつも言ってることなので、また本会議でも反対意見になりますので、あえて長く

言う気はありません。ただ１つ、前回の討論の中でも賛成意見の中でちょっと出てきた考え

方がありますので、これだけちょっと１つ申し上げとこうと思うんですが、高齢者と若い世

代を分断するような社会保障であっては私はならないと考えております。というのは、みん

な高齢者になっていくんですよ。だから、みんな高齢者になっていくんだから、今の若い人

も高齢者になっていきます。そのときに安心して医療が受けられるような制度をつくるのは、

我々の世代の責任だと思っております。したがいまして、高齢者が優遇されてるとか、いや

若い世代が大変だということではなくて、やっぱり全ての高齢者に皆さんなっていくわけで

すから、我々の世代として高齢者医療保険が使いやすい誰でも利用できるようなものになる

ように望んでおります。

以上の観点から、この高齢者医療保険特別会計予算については国の大きな枠組みや制度の

枠組みがある中でありますけれども、やっぱりこれは国のほうにもそういう点で改善を求め

たいと思っておりますので、根本そういう制度になっておりますので反対したいとというこ

とであります。

以上です。

藤井本委員長 ほかに討論ないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論ないようですので、討論終結をいたします。

これより議第34号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

藤井本委員長 起立多数であります。よって、議第34号は原案のとおり可決することに決しました。

します。

本案につき、提案者の内容説明を求めます。

前村市民生活部長。

前村市民生活部長 市民生活部の前村でございます。

ご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。

まず、１ページをお願いします。第１条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ

1,860万円と、第２条では地方自治法の規定による一時借入金の借入れの最高額は1,000万円

と定めるものでございます。

それでは事項別明細書の歳出からご説明申し上げますので、最終のページ、７ページをお
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願いします。

１款霊苑事業費といたしまして、1,065万3,000円の計上でございます。主なものといたし

まして、12節委託料、緑化植栽等管理委託料226万6,000円、22節償還金利子及び割引料で

739万8,000円を計上させていただいております。

２款諸支出金では、１項基金費、１目霊苑整備基金費として774万7,000円の計上。

３款予備費として20万円を計上させていただいております。

前のページ、６ページに戻っていただき、歳入でございます。

１款使用料及び手数料、１項管理料、１目霊苑管理料では353万7,000円。２項手数料、１

目霊苑手数料では7,000円。３項使用料、１目霊苑使用料では675万円の計上でございます。

２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金では10万8,000円。

３款繰入金、１項基金繰入金、１目霊苑整備基金繰入金では739万8,000円の計上。

４款繰越金では80万円の計上でございます。

よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

藤井本委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑はないですか。

谷原委員。

谷原委員 あと１つだけ聞きます。６ページ、歳入ですが、１款１項１目霊苑管理料、これが昨年度

と比べて大きな減額となっております。昨年度が878万2,000円が、本年度は353万7,000円と

半額以上減額になってるんですが、この理由についてお伺いします。

藤井本委員長 西川課長。

西川環境課長 環境課、西川です。よろしくお願いいたします。

今ご質問の霊苑管理料でございますが、これは３年に１回、霊苑を利用されている方から

徴収をさせていただいております。昨年度800件と件数がございまして、今年は300件程度な

んですけども、３年に１回ということで、霊苑が完成した当初の申込者の方の分が含まれて

おりますので、３年毎に１回こういうふうな増減というのが出てきます。去年が800件、今

年が300件、来年も大体300件になるんですけども、またその次の年に800件というような形

で変動はしてまいります。

以上です。

藤井本委員長 分かりました。

ほかに質疑ないですか。

梨本委員。

梨本委員 ７ページ、１款１項１目の22節償還金739万8,000円、これの内容と、これも昨年に比べて

ちょっと増えてるんですけれども、その理由教えてください。

藤井本委員長 西川課長。

西川環境課長 この償還金につきましては墓地の返還をされる方にお返しする費用でございまして、

年々返還のほうも増えてきていることから、その例年の平均値等を取らせていただいて、若

干の増額のほうをさせていただいております。
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以上です。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 具体的にどれぐらい見込んでおられるのか、ちょっと教えていただけますか。

藤井本委員長 西川課長。

西川環境課長 各区画ごとにＡ区画が４区画、Ｂ区画が17区画、Ｃ区画が４区画を見込んでおります。

藤井本委員長 いいですか。梨本委員、それでええね。大丈夫。

ほかに質疑ないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 質疑ないようですので、質疑終結をいたします。

議員間討議ないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。

討論ないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

議第32号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

藤井本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第32号は原案のとおり可決することに決しました。

します。

本案につき、提案者の内容説明を求めます。

森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 保健福祉部の森井でございます。よろしくお願いいたします。

いてご説明させていただきます。

当予算につきましては、令和５年度に策定いたしました令和６年度から令和８年度までの

第９期介護保険事業計画に基づき、基金を３年間で３億3,000万円取り崩し、介護保険料基

準額を抑えた３年計画の初年度として予算化しております。

険事業における保険者としての保険事業勘定と直営の包括支援センターで行うケアプラン作

成業務指定居宅サービスを実施する事業者としての介護サービス事業勘定の２つの会計に分

かれております。

第１条におきまして、歳入歳出予算でございます保険者としての保険事業勘定の歳入歳出

予算の総額は、歳入歳出それぞれ33億8,970万円と定めるものでございます。事業者として

の介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,250万円と定めるも

のでございます。次に、第２条の債務負担行為につきましては、６ページの第２条に保険事
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業勘定の地域支援事業におきまして新たに行うアクティブシニアフィットネス事業委託につ

いて明記いたしております。

それでは、まず保険事業勘定から、事項別明細書の歳出により説明申し上げます。

13ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では208万8,000円を計上、２目連合会負担

金では97万6,000円を計上、３目計画策定委員会費では令和５年度には計画策定を実施いた

しましたので令和６年度は減額し、16万8,000円を計上いたしております。

２項徴収費、１目賦課徴収費では175万3,000円を計上いたしております。

ページをめくっていただきまして、14ページ、３項介護認定審査会費、１目介護認定審査

会費では984万3,000円を計上、２目認定調査費等では3,279万6,000円を計上いたしておりま

す。

２款保険給付費、１項給付諸費、１目介護サービス等諸費では28億4,352万4,000円を計上、

２目介護予防サービス等諸費では１億844万3,000円を計上いたしております。

ページをめくっていただきまして、16ページ、２項その他諸費、１目審査支払手数料では

350万円を計上いたしております。

３項１目高額介護サービス等費では9,070万6,000円を計上いたしております。

４項１目特定入所者介護サービス等費では１億178万1,000円を計上いたしております。

３款地域支援事業費、１項１目介護予防・生活支援サービス事業費では6,607万円を計上。

ページをめくっていただきまして、18ページ、２目介護予防ケアマネジメント事業費では

1,806万5,000円を計上いたしております。

次に、18ページから21ページにかけまして、２項１目一般介護予防事業費では4,697万

3,000円を計上いたしております。

ページめくっていただきまして、21ページ、３項包括的支援事業・任意事業、１目包括

的・継続的ケアマネジメント支援事業費では508万2,000円を計上。次に、21ページから25ペ

ージにかけまして、２目任意事業費では5,620万5,000円を計上いたしております。

ページをめくっていただきまして、25ページ、４款基金積立金、１項基金費、１目介護給

付費準備基金積立金では12万7,000円を計上いたしております。

５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金では47万円

を計上、２目償還金では８万円を計上、３目第１号被保険者保険料還付加算金では５万円を

計上いたしております。

６款予備費、１項１目予備費では100万円を計上いたしております。

次に歳入についてご説明申し上げます。９ページにお戻りください。

介護保険事業勘定の歳入でございます。今からご説明いたします歳入は、歳出の給付及び

事業費に対しまして、一部例外はございますが、原則、国25％、県12.5％、市12.5％、保険

料65歳以上の方から23％、そして40歳から65歳未満の２号被保険者の方からは27％の法定割

合に従って作成しております。

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料では６億8,310万1,000円を計上
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いたしております。

２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料では１万円を計上いたしております。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金では５億5,392万円を計上いた

しております。

２項国庫補助金、１目調整交付金では１億105万9,000円を計上、２目地域支援事業交付金、

介護予防・日常生活支援総合事業では2,623万1,000円を計上、３目地域支援事業交付金、介

護予防・日常生活支援総合事業以外では2,266万1,000円を計上、４目総合事業調整交付金で

は420万8,000円を計上。ページめくっていただきまして、10ページ、５目保険者機能強化推

進交付金では410万3,000円を計上、６目介護保険保険者努力支援交付金では432万円を計上

いたしております。

４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金では８億4,995万7,000

円を計上、２目地域支援事業交付金では3,540万9,000円を計上いたしております。

５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金では４億6,918万3,000円を計上いた

しております。

２項県補助金、１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業では1,639万

8,000円を計上、２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外では1,133

万5,000円を計上いたしております。

６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金では12万7,000円を計上いたして

おります。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金では３億9,349万4,000円を計上、

２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業では1,638万8,000円を計上、３

目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業以外では1,132万5,000円を計上、

４目地域支援事業繰入金、地域支援事業交付金対象外では、令和６年度より紙おむつ支給拡

大に伴い一部交付金対象外となることから、一般会計より繰り入れるため245万1,000円を計

上しております。５目その他一般会計繰入金では4,761万4,000円を計上、５目低所得者保険

料軽減繰入金では3,519万6,000円を計上いたしております。

２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金では１億100万円を計上いたしておりま

す。

８款繰越金、１項１目繰越金では１万円を計上いたしております。

ページめくっていただきまして、12ページ、９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１

目第１号被保険者延滞金では２万円を計上、２目過料では２万円を計上いたしております。

２項１目預金利子では、２万円を計上いたしております。

３項雑入、１目第三者納付金では10万円を計上、２目返納金では２万円を、３目雑入では

２万円を計上いたしております。

続きまして、介護サービス事業勘定の歳出の説明をさせていただきます。30ページをお願

いいたします。歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では139万6,000円を計上いたしております。
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２款サービス事業費、１項１目介護予防支援事業費では4,099万4,000円を計上いたしてお

ります。

３款諸支出金、１項１目償還金では１万円を計上いたしております。

４款予備費１項１目予備費では10万円を計上いたしております。

続きまして歳入でございます。29ページをお願いいたします。

１款サービス収入、１項１目介護予防サービス費収入では2,442万5,000円を計上いたして

おります。

２款繰入金、１項１目一般会計繰入金では1,806万5,000円を計上いたしております。

３款諸収入、１項１目雑入では１万円を計上いたしております。

以上で説明のほうを終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたし

ます。

藤井本委員長 ありがとうございました。ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

梨本委員。

梨本委員 19ページ、２項１目介護予防普及啓発事業の12節委託料、アクティブシニアフィットネス

事業委託料1,466万5,000円、これ新規の事業だと思うんですけれども、これいきいきセンタ

ーの２階を使ってというようなことで聞いております。この内容をちょっと詳しく聞かせて

いただきたいのと、これ令和７年度、令和８年度も債務負担を組まれていますよね。その金

額と今年の金額との比較でちょっと合わないといいますか、これを単純に２倍してもその金

額なりませんので、その辺り、何月からされるかということも含めて、内容、それからどこ

にどういうふうに委託されようとしているのか等も聞かせていただけたらと思います。よろ

しくお願いします。

藤井本委員長 西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 地域包括支援課の西川でございます。よろしくお願

いいたします。

委員お尋ねのアクティブシニアフィットネスですが、今おっしゃられたとおり、いきいき

センターの２階を活用しまして、高齢者の介護予防、あるいはひいては認知症予防に係る分

として新しく始める事業でございます。こちらにつきましては、内容といたしましては、い

きいきセンター自体が市内在住の60歳以上の方を対象としてますので、そのまま市内在住の

60歳以上の方を対象としまして、まずマシンエクササイズ、あとサーキットトレーニング、

それらを含めた運動の総称になります。運営に関しましては専門業者に委託する予定をして

おりまして、こちらに関してはプロポーザル方式でまた業者を選定していく予定でございま

す。指導員によりまして様々な種類の介護予防につながる運動教室を、１日３教室、月曜日

から金曜日まで週５日を予定しておりまして、こちらにつきましては令和６年度は２ターム、

１タームが３か月を予定しております。それを７月ぐらいからできたら開始したいと思って

いまして、令和６年度に関しましては２ターム、令和７年度、令和８年度は３タームを予定

しておりますので、若干金額に差が出ている、そういった形になっております。
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以上でございます。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 ７月から２タームやるということで、今年はちょっとだけ予算が減額されてるということ

ですね。承知しました。

あと、これ非常に期待される事業かなというふうに私も感じてます。非常にたくさんの方

に来ていただいて、こういった予防介護の予防になるような事業をされるというのは非常に

いいことかなというふうに思っております。これ、１日３教室週５日ということですので、

ほぼそこをもうずっと使ってらっしゃるというような状態になると思いますので、私ちょっ

と空いてたらまた別の使い方もあるのかなということも聞かせていただこうと思っていたん

ですけれども、しっかりと使われるということでやっていただきたいというふうにお願いし

ておきます。

私からは以上です。

藤井本委員長 いいですか。

谷原委員。

谷原委員 関連になりますけれども、私もアクティブシニアフィットネス事業委託ということでお聞

きします。これは要は財源ですけれども、全額市の単独になるのか、あるいは何か補助費が

ついてるのか、それからあとは備品です。今お伺いしたら、何かそれなりに機材を使ってと

いうふうなことをちょっとおっしゃってたように思うので、ここに備品の経常費とかどっか

入っているのか、それについて関連でお伺いします。

藤井本委員長 西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 地域包括支援課の西川でございます。よろしくお願

いします。

まず財源なんですけども、こちら介護保険特会の地域支援事業に載せてますので、もうま

さに多くの部分で国庫ないし県費が財源となります。市の持ち出しとしましては19.25％に

なりますので、大変有利な状態で実施できる、このように思っております。

あともう１点、備品に関しましては、こちらの委託料の中に全て含めておりまして、リー

スとして含めておりますので、こちら金額を含めた内容になっております。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 リースとおっしゃったので、ちょっと私、頭混乱してきたんですけども、６ページのとこ

ろに債務負担行為ということで、令和７年から令和８年までということで２年の上限額を決

めた限度額、債務負担行為として出ております。機材をリースというふうになると、結局、

２年間だけ、１年間だけでもリースで業者にやってもらうというふうになると、非常に高い

リース料になるのと違うかなと、逆にね。何かちょっとそこら辺心配したんですけれども、

教えてください。

藤井本委員長 もう一度お答えください。

西川課長。
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西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 ちょっと語弊がありまして、申し訳ございません。

リースといいますか、決定した業者が持ち込む、そういった形になっておりまして、申し訳

ないです。費用に関しましては、それも含めて、あと宣伝費、あと人件費、全て含んだもの

になっております。大変申し訳ございません。

藤井本委員長 ほかに。

奥本委員。

奥本委員 14ページ、１款総務費、３項介護認定審査会費、２目認定調査費等の11節役務費の意見書

作成手数料、これが令和５年に対して120万7,000円プラスになってるんですけども、要介護

認定あるいは要支援認定の申請が増えることを見込んだ増額だと思うんですけども、この昨

年度実績と今年度の見込み数、どういうふうに選定されたのかお願いします。

続きまして、17ページ、３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費の

１目介護予防・生活支援サービス事業費の訪問型介護予防事業の12節委託料、訪問型介護予

防事業委託料が、これ昨年度のＣ型委託料の認知機能がこれゼロになっているんです。この

理由を教えてください。

さらにその下、介護予防支援事業の18節介護予防・生活支援サービス負担金、これ1,200

万円の減額となっている理由をお願いします。

藤井本委員長 田中課長。

田中介護保険課長 介護保険課の田中と申します。よろしくお願いいたします。

認定調査費の役務費の意見書作成手数料の件数をお答えいたします。現在は1,097件です。

令和６年度は1,850件を予定しております。認定件数の増加を見込んでおります。よろしく

お願いいたします。

藤井本委員長 西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 地域包括支援課の西川でございます。

委員お尋ねの２点目の、認知症のＣ型がなくなっているのはなぜかということなんですけ

ども、こちらの令和５年度、今年度に関しましては、ちょっと言い方は違うかも分からない

ですけど、お試しといいますか、実証実験的に始めた事業でございまして、１年間やらせて

いただいた中で、うちのほうでこれは費用対効果がちょっと合わないかなということで廃止

させていただきました。

２つ目のこちらの介護予防・生活支援サービス負担金6,300万円、こちら減額になってる

分につきましては、これまで予算ベースで見込んでたんですけども、この度、決算ベースで

予算を算出したところ、本年度令和５年度の決算額が当初予算に比べて低く見積もられまし

たので、決算ベースで再度計算し直して令和６年度予算を積算しております。

以上です。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 よく分かりました。

藤井本委員長 ほかに。

谷原委員。
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谷原委員 ９ページになります歳入のところで１款保険料、１項介護保険料、１目の、これ特別徴収、

普通徴収もそうなんですけれども、この保険料について伺います。第８期から第９期という

ふうになるわけですけれども、基準月額はどうなっているのかということについてお伺いし

ます。厚生文教常任委員会では条例改正のときに説明もあったと思うんですが、予算という

ことになりますので、どのようになってるか、併せて13段階等も何か伸びたということです

ので、低所得者層への軽減措置も含めてちょっと簡潔に説明していただけたらと思います。

これが１つ目です。

それから２つ目ですけれども、これは先ほどの西川課長の説明に関わるんかもわからない

んですが、たくさんあるんですが、ちょっとまとめてでも構わないんですが、１つの例とし

て15ページの２款保険給付費、１項給付諸費、１目の介護サービス等諸費ということで、介

護サービスに対する給付金が交付金と含めて非常にたくさん上がっております。これ、昨年

と比較して大きな減額になってるんですね。いろんな給付費が減額になってるというのは、

先ほど課長があったように、決算ベースで予算を組んだからこういうふうになってるのか、

それとも違う要素で減額になっているのか。そもそも、先ほどありましたように、認定審査

会の件数が増えている、つまり介護を必要とする人が増えていると私は思うんですが、予算

であちこちの給付が減額になっているので、この理由をちょっとお聞きしたいんです。これ

１か所で結構です。お願いします。

藤井本委員長 森井部長。

森井保健福祉部長 保健福祉部の森井でございます。

まず１つ目の分につきましては、保険料のほう、厚生文教常任委員会でも配らせていただ

いたやつを、皆様のお手元のほうへ配らせていただいてよろしいでしょうか。

藤井本委員長 認めます。

（資料配付）

森井保健福祉部長 ありがとうございます。これのほう、２つ目の分につきましては保険給付費でご

ざいます。それと今、配っていただいている間に、この２つ目のほうのご質問の15ページな

んですけれども、この保険給付費につきましては、介護保険の事業計画を令和５年度に策定

いたしました。この策定した数値に、計画値に基づいて出させていただいております。これ

は、策定段階でコロナの影響等を踏まえまして計算した結果、この数値となって今回提案さ

せていただいておりますので、昨年までは本来、基金を崩す予算で組んでたのが、逆に基金

が積み上がるというような令和５年度の状況がございました。それを全て計画の中で織り込

みまして計画させてもらったものを、この給付費のところに令和６年から令和８年につきま

しては、計画に合わせて乗せさせていただいているというふうにご理解いただけたらと思い

ます。

それでは保険料につきましては、課長のほうから、ただいま配らせてさせていただいた表

を基に説明させていただきます。

藤井本委員長 田中課長。

田中介護保険課長 介護保険課の田中でございます。よろしくお願いいたします。
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では、先ほどお配りさせていただきました資料について、ちょっとご説明させていただき

ます。介護保険条例の一部改正につきましては、先日の厚生文教常任委員会で採決をいただ

いております。では、説明させていただきます。

ので、第８期と第９期の年額の保険料額と乗率、乗率は５段階からの掛け率です。を記載し

ております。なお、第１段階から第３段階につきましては、第８期に引き続き保険料に公費

軽減がございますので、軽減前の乗率、標準乗率を括弧で併記しております。基準となる基

準額は１か月の保険料で、第８期の基準額は6,200円、第９期の基準額は5,920円です。どち

らも基準額に12か月分を掛けると、第５段階の欄に記載している金額になります。

ら第８段階までは国の基準どおりで、国の第９段階を２分割して独自に10段階を設けており

ます。

13段階の図でございます。こちらは厚生労働省が示す第９期の第１号保険料の図です。縦

棒が乗率です。本市も国の基準どおりに要件や乗率を定めます。第１段階から第３段階につ

きましては、低所得者に対する消費税率変更に伴う保険料軽減措置を青い部分で表記してい

ます。第４から第９段階の乗率は８期と同じになっております。そして、第９段階の上に第

10から第13段階を新設し、段階的に乗率を引き上げ、引き上げた部分、赤い部分を低所得者、

第１から第３段階に充てて下げ引き下げます。第１から第３段階につきましては、第８期よ

りも最終乗率が下がることになります。第９期の保険料基準額は第８期より低いですので、

第１から第９段階までの保険料は下がりますが、第10から第13段階につきましては乗率を引

き上げるため、保険料は上昇することになります。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 ありがとうございます。丁寧に説明していただきまして、追加の質問になりますが、この

それぞれの段階の分け方については、これは９期については厚生労働省が示す13段階でいく

ということですが、この年収におけるこの区分けというのは、これは変更することができる

あるんですけども、13段階のそれぞれの所得階層によるこの切り方、段階の作り方は動かす

というふうに作ることができるのか。これについてお伺いいたします。

藤井本委員長 田中課長。

田中介護保険課長 介護保険課の田中でございます。よろしくお願いいたします。

この基準なんですけども、基準を変更することも可能でございますし、段階を増やすこと

も可能でございます。よろしくお願いいたします。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 今年度については厚生労働省の基準に従ってやるということで、よく分かりました。

ちょっと意見としてですけれども、今回13段階に増やし、高額所得者と言えるかどうかは
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別として、高額な所得者の方の上げたところを低額の低所得者の方のところへ回して、８期

と比べたらそれを引き下げていただくということで、私も応益負担、応能負担という考え方

がこういう社会保険にはありますけれども、応能負担をできるだけ取り入れるようにという

のが日本共産党の考え方です。所得に応じて所得にふさわしい税率、実際に高額所得者は下

がるわけですね。介護保険の場合は上限額があるので、その上限額以上の人は保険料が料率

としては下がっていくので、できるだけ応能負担をということで申し上げてまいりました。

今回13段階になったということで、本当に良かったと思っております。また、基準月額につ

いても、８期と比べて下げるということになりましたので、これについては評価したいと思

いますし、紙おむつの件も議会として請願も出し、その中でやっていただいたということで、

今回これを評価して、私としては今回についてはそういうことで賛成をしたいと思っており

ます。もうこれだけ意見として述べておきます。

藤井本委員長 ほかに。

奥本委員。

奥本委員 １点だけ確認させてください。19ページ、３款地域支援事業費、２項一般介護予防事業費、

１目一般介護予防事業費の、これは介護予防普及啓発事業のところの７節報償費、ここの介

護予防普及啓発講師謝礼、この啓発活動の講師謝礼は令和６年度は令和５年度に比べて変わ

ってないんですけども、その下、介護予防普及事業派遣医療職の謝礼が令和５年に比べて75

万円プラスになってる、これはどういう意味かお願いします。

藤井本委員長 西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 地域包括支援課の西川でございます。よろしくお願

いいたします。

おっしゃられるとおり、そちらの費用に関しましては増額になっておるんですけども、こ

ちら内容としましては、スポット雇用で雇っております看護師ないし保健師、そちらの人件

費になりまして、派遣して、事業にそちらのほう都度参加していただく看護師になっており

ます。その事業が行ってもらう回数を増やしまして、こちらの金額が増えているといった形

になっております。

以上です。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 ということは、スポット雇用の方の回数が増えたというのは理解できる。逆に言うと、講

師謝礼が変わらないのはどういうことなのかなと思うので、そのセットじゃないんですか、

講師の方と看護師の方の。

藤井本委員長 西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 おっしゃられるとおり、別の事業に派遣しますので、

金額はそういった形でなっております。

奥本委員 分かりました。理解しました。

藤井本委員長 ほかに。

柴田委員。
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柴田委員 ちょっと前の関連なんですけど、アクティブシニアフィットネス事業の委託料の件で、い

きいきセンターの２階に業者が持ち込んだ機材を使って教室されるということなんですけれ

ども、内容としては、高齢者の介護予防とか認知症予防とかもこの新規の説明に入ってるん

ですけれども、以前もいきいきセンターのところは２階の、ちょっと何か上がれない人はど

うなるのかみたいな感じがあったと思うんですけど、１階でも同じようなことができるよう

な仕組みとかというのはつくられる予定なんでしょうか。

藤井本委員長 西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 地域包括支援課の西川でございます。よろしくお願

いいたします。

先ほど申し上げました２階での介護予防、あるいは認知症予防、こちらにつきましてはあ

くまで運動を通してのことになっております。先だって、厚生労働省も成人及び高齢者の筋

トレ、あるいは有酸素運動は、そちらのほうに効果があるということで発表されております。

いきいきセンターは２階建てなんですけども、２階と１階ですみ分けを図ろうということで、

２階はあくまでもうこれからは運動のために使うスペース、既存のこれまでの教室に関して

はもう全て１階でやっていただこうということで、今度また27日にもご覧いただけるかと思

うんですけども、１階はそういうスペースを取れるように部屋割りもしておりますので、イ

メージなんですけども、平屋建てが２つあって、それが上と下に引っ付いたように思ってい

ただければ結構かなと思います。

以上です。

藤井本委員長 柴田委員。

柴田委員 じゃあ、１階でも教室が開かれるということで理解しました。ありがとうございます。

藤井本委員長 今までの教室は１階にもう集中させるということですよね。

柴田委員 そしたら、体力づくりとかは１階ではないということでいいですか。ちょっと体力づくり

したい人も１階にもいるんではないかなというふうに私はちょっと思いますが。

藤井本委員長 誤解されたらあかんので、１階にはそういう体力づくりの器具いうんかな、その何と

かマシンがないのかという質問です。

西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 おっしゃられるとおり、器具、マシンは２階にしか

置きませんので、１階はこれまでの教室が開催できるよう、２階へ上がっていただかなくて

も、体の不自由な方につきましても１階で全て賄ってもらえるように配慮して展開していき

たいと思っております。

藤井本委員長 質疑ほかに。

梨本委員。

梨本委員 同じく19ページの、先ほどのアクティブシニアフィットネスのその下の13節使用料の件な

んです。頭の健康チェックシステム、これ今年度103万9,000円ですか。これ、昨年に比べる

とちょっと減額されてて、これ１件１件の金額じゃなかったと思うんです。年間で多分契約

されてるというような説明を今まで受けてたと思うんですけれども、これ何で減額されてん
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のか、ちょっと減額理由を１点教えてください。

もう一つ、もう概要のほうで行かせていただくと、73ページの認知症地域支援ケア向上事

業、この認知症フレンドリー事業委託料、これ新規で52万7,000円組まれてると思うんです。

新規ですので、内容だけちょっと聞かせください。

藤井本委員長 西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 委員お尋ねの１点目ですけども、頭の健康チェック

につきましては一部単価がありまして、単価2,350円なんですけども、対象人数がこれまで

500名とか見込んでたんですけども、実際に運用してる中で妥当な人数が350名ぐらいである

というのが見込まれますので、令和６年度に関しましては350名で見込んでおります。それ

による減額になっております。

２点目ご質問の認知症フレンドリー事業委託料なんですけども、そこの説明にも書いてあ

るとおりなんですけども、今予定しておりますのが、どこか公共のホールをお借りしまして、

そちらで認知症に関する啓蒙啓発を含めた映画の鑑賞会、上映会を催します。同時にちょっ

とどう言うてええか分からんですけど、ＶＲ体験、はめてもらって認知症の方がどんなふう

に見えたりとか、そういうものが体験できるような器具をお借りしまして、認知症に実際な

ったら、こういうご不便があったりとか困ることがあったりとかいうのを参加者の方に体験

してもらう、そういった事業になっております。

以上です。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 ということは、この新規事業に関しては、一応認知症の予備軍と言ったらあれですけれど

も、もうこれからちょっとそういう不安を抱えていらっしゃる方と、あとそのご家族とか支

援者の方を対象にしてるということですね。分かりました。となると、頭の健康チェック診

断とか、そういった不安を抱えている方がちょっと増えるんではないかなと。実績からして

今回350名分ということで減額されたということですけれども、その辺りの見込みに関して

はちょっと大丈夫かなというふうに感じてしまうんですが、ちょっとその辺、何か追加で教

えていただいて。

藤井本委員長 西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 委員ご心配いただきましたとおり、これから認知症

に関しましては啓蒙啓発をどんどん進めていかなければならないところでございます。その

中で、今回、新規事業として認知症フレンドリー事業を行うわけでございますけども、おっ

しゃるとおり、頭の健康チェックにつきましても、当然、参加していただく、そういったこ

とは求められます。ただ、令和４年度、令和５年度と頭の健康チェックをしていきまして、

実際多くの方にこれまで利用していただいたわけでございます。その中で、今後、新規で見

込めるかといいましたら、我々の努力も足らない部分もあるかもわからないですけども、

350件程度が妥当かなということで、ちょっと今回350件で見込ませてもらっております。

以上です。

藤井本委員長 梨本委員。
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梨本委員 内容を理解いたしました。ただ、頭の健康チェックは、これ１回で終われるんですかね。

何かもう一回でもう終わりですか。そうですか。いや、私はまた何年かしたら継続的にちょ

っと受けていかれるかなというところで数というのが増えていくのかなと思ったもんですか

ら、そういうものではないと、１回やれば分かるということで。もう３回目やしね、私から

は以上とします。

藤井本委員長 ちょっと私が聞き漏らしたのか分からないんですけど、フレンドリー事業、認知症の、

これは予備軍とかいう話もあったけど、そうじゃないでしょう。認知症を知っていただくと

いう事業じゃないんですか。その認知症の予備軍の方にというものなのか、それとも全く、

全くというとおかしいな、認知症の方を知ってもらうと。

西川課長。

西川地域包括支援課長兼いきいきセンター所長 地域包括支援課の西川でございます。

ちょっと説明がごたごたして申し訳なかったんですけども、もちろん予備軍の方も含めて、

予備軍ではない方、健康な方、そういった方も含めまして全て対象にして、いわゆる認知症

に関して啓蒙啓発をしていく、そのための事業になっております。

以上です。

藤井本委員長 ほかに質疑。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。

議員間討議ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第30号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

藤井本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第30号は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

続いて行きます。

てを議題といたします。

本案につき提案者の内容説明を求めます。

森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 保健福祉部の森井でございます。よろしくお願いいたします。

審査会特別会計予算につきましてご説明申し上げます。
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お手元の予算書の１ページをお願いいたします。歳入歳出予算でございます。歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ1,830万円と定めるものでございます。

それでは、お手元の事項別明細書の歳出よりご説明申し上げます。７ページをお願いいた

します。歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目介護認定審査会一般管理費では1,034万円を計上いた

しております。職員１名の人件費と事務費でございます。

２項審査会費、１目介護認定審査会費では687万6,000円を計上いたしております。認定審

査会委員40名の報酬と事務費でございます。２目市町村審査会費では108万4,000円を計上い

たしております。障害支援区分判定審査会委員５名の報酬と事務費でございます。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。戻っていただきまして、６ページをお願

いいたします。歳入でございます。

１款分担金及び負担金、１項負担金、１目介護認定審査会共同設置負担金では809万9,000

円を計上、２目市町村審査会共同設置負担金では46万6,000円を計上いたしております。共

に広陵町からの負担金でございます。

２款繰入金、１項繰入金、１目介護保険特別会計繰入金では911万7,000円を計上、２目一

般会計繰入金では61万8,000円を計上いたしております。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

藤井本委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑ないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。

議員間討議ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようですので、これより討論に入ります。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第33号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

藤井本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第33号は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

続いて進行いたします。

します。

本案につき提案者の内容説明を求めます。

井上教育部長。
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井上教育部長 教育部の井上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

ます。お手元の予算書の１ページをお願いいたします。

第１条でございます。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４億6,840万円と定めるも

のでございます。第２条では、債務負担行為について、債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額について、４ページの第２表債務負担行為のとおり定めるもので

ございます。第３条では、一時借入金の借入れ最高額は1,000万円と定めるものでございま

す。

それでは、事項別明細書の歳出のほうからご説明申し上げます。８ページをご覧ください。

歳出でございます。

１款教育費、１項学校給食費、１目学校給食総務費では2,892万1,000円の計上でございま

して、人件費で2,593万4,000円、一般管理事業で298万7,000円でございます。

次に、９ページをお願いいたします。２目学校給食管理費で４億3,947万9,000円の計上で

ございまして、学校給食センター運営事業で３億7,544万4,000円。続いて10ページをお願い

いたします。学校給食センター管理事業で6,403万5,000円でございます。

次に、歳入についてご説明を申し上げます。７ページにお戻りください。歳入でございま

す。

１款分担金及び負担金、１項負担金、１目教育費負担金でございますが、１節学校給食負

担金で１億7,730万2,000円、２節学校給食負担金過年度分で１万円でございます。

次に、２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目教育費国庫補助金、１節学校給食費補助金

35万9,000円。

次に、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、１節一般会計繰入金で２億

9,069万1,000円でございます。

次に、４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、１節前年度繰越金で１万円でございます。

最後に、５款諸収入、１項雑入、１目雑入、１節雑入で２万8,000円でございます。

計上しております予算の説明は以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

藤井本委員長 ただいま、説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

奥本委員。

奥本委員 ２点だけ、そしたらお聞きします。８ページ、というよりも概要でいくほうがいいですね。

概要76ページの牛乳パックの回収事業に関してですけども、今年度から新規ということで、

この回収の中身、内容、単に回収するだけだったら飲み残しとかがあると思うんですけど、

その辺の処理をどうするかというところまで、ちょっとどういう作業内容になるかだけお願

いします。

それと、予算書でいくと10ページ、１款教育費、１項学校給食費の同じく学校給食管理費、

２目学校給食管理費の14節工事請負費226万8,000円、新規になってますけど、この内容詳細
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をお願いします。

藤井本委員長 吉村所長。

吉村学校教育課主幹兼学校給食センター所長 学校給食センターの吉村です。どうぞよろしくお願い

をいたします。

ただいまご質問いただきました牛乳パック回収の内容のほうでございますが、内容につき

ましては、市内小・中学校、来年度からは幼稚園も含めまして、紙パック牛乳で飲んでいた

だく形になることになっております。

中身のほうの処分でございますが、学校教育課のほうで採用していただいておりますスク

ールサポーターの方が、各学校のほうでその牛乳のほうは処分をしていただく予定となって

おりまして、処分されました牛乳パックを１つの袋にそれぞれまとめていただいたものを、

各学校及び幼稚園から回収をしてクリーンセンターのほうに搬入をしていただくというよう

な業務内容となってございます。

それから、工事請負費のほうの詳細でございますが、これにつきましては去る秋の県の衛

生管理の定期検査が大体５年に１回ぐらい実施をされます。その中で、今年度秋９月に実施

されました中で、内容といたしましては冷蔵庫の床面が経年劣化で亀裂が入ってきている、

それから調理室のカウンター等、水を切ってそれぞれ各部屋へ食材等を渡すような窓口があ

るんですが、やはり水を切っていてもどうしても水が全てが切れないということで、これも

丸９年目になりまして、若干のカビ等が発生をしてきております。このカビにつきましては、

衛生管理上適切に改修をするようにという指摘がございましたため、その壁を貼り替えると

いうようなことでございます。冷蔵室のほうにつきましては、亀裂が入ってる部分を一旦、

その部分を剥離していただいて再度塗り直すというような内容でございます。よろしくお願

いいたします。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 牛乳パックの件、内容を理解いたしました。大変ですねということしかもう言えませんの

で、よろしくお願いしておきます。

それから工事請負費のところですけども、これ県の衛生管理に引っかかった、引っかかっ

たというか指摘されたというところなんですけども、やっぱりこの辺り、衛生には人一倍気

をつけていただかないといけない施設なので、普段やっぱり従事してる、指定管理で委託さ

れてますけども、そこの方に、こういうのはやっぱり自分たちで気づいて、すぐその辺対応

するということを徹底してほしいと思いますので、以後よろしくお願いしておきます。

以上です。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 もう１点だけなんですけど、概要書のほうで76ページ、皆さん気になってるかもしれない

給食材料費で、わざわざ抜き出していただいた市制20周年記念関係経費なんですけど、147

万9,000円というところで、内容のほうは僕あんまり聞かんとこうと思います、楽しみにし

てる子どもがあれやからね。ただ、この20周年を子どもらが、いうたらもう必死になってる
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すやんか、言うたらね。その辺を、こういう20周年ということを子どもらにもちゃんと、旧

新庄町と旧當麻町がちゃんとこういうふうな形で皆さん苦労してなってるから、今日こんな

豪華なご飯が食べれるねんと、ただ単に給食がちょっと豪華なもので、ほんで市制20周年や

からみたいなじゃなくて、そこをきっちりと子どもらにも伝えたってほしいなと僕は思いま

す。

あと、ミルメーク、何回も言うけど、ちょっと聞いてるんですけど、牛乳パックに今なっ

て、チューブなんですよ、ミルメークが。ほんならもう全然溶けへんらしいんですわ、ほん

まに。そやから、何かもっとええ方法ないんかなと、ちょっとそれも考えておいてほしいな

と。結構、ほんまにもう全然溶けんと、もう牛乳だけになって、あと全部残ってるというよ

うなのを聞きますので、その辺ちょっとまた検討していただきたいと思います。もういいで

すよ。それだけ、１個目というか、何かもらいましょうか、何かね。

藤井本委員長 吉村所長。

吉村学校教育課主幹兼学校給食センター所長 学校給食センターの吉村です。

ただいまご質問いただきました20周年記念の中身につきましては、これから子どもたちも

学校給食を通しまして20周年の記念を祝っていただくような、そういった献立を考えていき

たいかなと思っています。ただ、4,200食近くの食材となりますので、その辺りも加味して、

どういうふうにするのかというのも含めまして検討はしてまいりたいかなと思います。当然、

その献立を出す際には、校内放送ないしは各クラス別になりますか、その辺りはちょっと学

校とも相談ですが、こういうことでこういうことをやってるというような周知はさせていた

だきたいかなというふうに考えております。

以上でございます。

藤井本委員長 いいですか。ほかに。

谷原委員。

谷原委員 ページ数でいきますが、４ページのところ、債務負担行為として学校給食センター調理・

配送等業務委託ということで、令和７年度から令和12年度までの５年間というふうになって

おります。これは、今やっておられる中で、この調理と配送が同じ業者ということですよね。

これは、多分それで一括入札ということなると思うんですけど、これの考え方をちょっとお

聞きしたいんです。調理して配送が同じほうがいいかどうかということを含めて、これちょ

っと考え方だけお願いします。業者も一括してそういうふうな業者しかいないということも

あるだろうし、考え方だけちょっとお聞きしたいと思います。

それから７ページですけれども、歳入のところになりますが、１款１項１目教育費負担金、

１節の学校給食負担金ということで、これは学校給食費になると思うんですが、これが減額

になっております、昨年度比。その減額の理由をちょっとお聞きしたいんです。

それから３つ目ですけれども、９ページのところです。１款１項２目学校給食管理費の、

先ほどもありました学校給食センター運営事業の中のこの副食費、15節の原材料費で給食材

料費ということですけども、特別食も今回あるということで、お子さんなんかも楽しみだろ

うと思いますが、通常の給食費が大体１食当たり今何ぼぐらいで、特別食は何ぼぐらいで、
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材料費が高騰してると思うんですよね。それで、昨年度はどれぐらいの副食費の一般会計か

ら出てたのか、ちょっとそれを教えていただきたいんです。材料費が上がってる分だけ、こ

の一般会計から負担も、一般会計、特別会計から負担をされてるのかなと思うので、ちょっ

とそこら辺りが知りたいので、よろしくお願いします。

藤井本委員長 吉村所長。

吉村学校教育課主幹兼学校給食センター所長 学校給食センターの吉村です。どうぞよろしくお願い

をいたします。

まず１点目の調理・配送業務の委託に関してでございますが、これにつきましては同じ科

目の中で調理・配送の審査委員２名分の報償費を組んでおります。外部から２名の方を入れ

て、この調理と配送を分けるべきなのか、あるいは一体的にするべきなのかというところも

含めて、仕様の関係をまず審査をしていただこうと、このように考えておりまして、それを

踏まえた上でプロポーザルを実施し、プロポーザルによる選定というところに結びつけたい

かなというふうに今考えております。

それから２つ目の負担金の減額の理由でございますが、この減額につきましては認定こど

も園が来年４月からこの給食センターの対象から外れるというふうになっております。それ

に伴います減額分が影響しているということでございます。

それから、３つ目の給食費の現状ですね。原材料費の状況でございますが、令和５年度は

まだちょっと現在執行中ということで、令和４年度の状況でご説明を申し上げさせていただ

けきたいかなと思います。令和４年度の原材料費につきましては２億2,027万4,711円の執行

がございまして、それに対する給食負担金というところが１億7,904万2,910円と、このよう

になっております。したがいまして、それを差引きいたしまして、差額分4,123万1,801円が

市からの繰入れの負担というふうになってございます。１人当たりになりますが、月額にい

たしまして約900円近くの負担というふうに、令和４年度の決算ではなってございます。た

だ、特別食につきましては資料がございませんので、申し訳ないです。よろしくお願いしま

す。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 今急に言ったものですから、またお伺いします。大体１食当たり給食費が幾らで副食費が

どれぐらいの割合になってて、物価高騰でどうなってるのかというのは、ちょっと今、急に

言ったので、またお伺いしたいと思います。採決にはあまり関係ありませんので申し訳ない

です。

調理・配送等業務委託については分かりました。よろしくお願いします。

それから給食費の負担金のことですけれども、学校給食負担金、給食費ですけれども、徴

収方法について、これちょっと私もちょっとあんまり記憶が定かでないからあれなんですが、

公会計でこの給食費を扱ってほしいというふうなことが過去議会でもありまして、現状どう

なってるのか、公会計としてもう移ってるのか、そこら辺をちょっとお聞きしたいんです。

藤井本委員長 吉村所長。

吉村学校教育課主幹兼学校給食センター所長 給食費の徴収の状況でございますが、以前にもご説明
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があったように思いますが、令和６年４月からこれまで全て学校のほうで徴収を一旦して、

その徴収で集約したものを市に納付していただくという形を取っていただいたところでござ

いますが、令和４年度からは令和５年度の予算の中でシステム委託料のほうを計上させてい

ただいておりまして、それによりますシステムを導入しております。これを基本といたしま

して、このシステムを使いまして、令和６年４月からは全て学校給食センターのほうで口座

振替を主とした形での徴収に変えさせていただく予定で今、取り組んでおります。これまで

学校で口座振替等も各学校独自で行われてた口座の情報でございますが、それは市内各金融

機関５社、南都銀行、ゆうちょ銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、それから農協、こ

の５つの金融機関と調整をさせていただいております。これまでは南都銀行だけの口座だっ

たというところで、南都銀行のほうにご無理を申し上げまして、その口座につきましては、

そのまま移行するという手続で今なっております。今回、この４月から転入される方につき

ましては、それぞれ案内文を１月の終わりに送らせていただきまして、今現在、それぞれ保

護者の一番都合のいい口座のほうで登録を順次していただいているところでございます。

以上でございます。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 もう質問できないから、どなたかお願いしたいんですが、未納の場合、じゃあどうなるの

かという、未納者ね。これ聞くことになるから、それちょっと大事なところなので申し訳な

いですけど、未納者の場合の追跡とか、その督促とか、この事務作業はどこがやるのかとい

うことをちょっとお聞きしたいんですが。

藤井本委員長 お答えください。

吉村所長。

吉村学校教育課主幹兼学校給食センター所長 給食費の未納につきましてですが、これまでも各学校

との情報の共有の下で、それぞれ機会を設けていただきまして、直接お会いするとかいうよ

うなことを過去にしてたという、コロナが間にありましたので、そのコロナ期間中はそうい

ったことはちょっとできなかったわけでございますが、コロナのほうも５類に変わりまして、

市の税の滞納整理の方法も歩調を合わせた中で、当然、学校とも情報の共有を持たせていた

だきまして、直接お会いする機会等をできるだけ設けて収納事務に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

藤井本委員長 ちょっとあまり変わらないような気がするんですけど、もう少しこれ部長か教育長か。

西川課長。

西川学校教育課長 学校教育課、西川です。

未納の督促につきましては、もう給食センターから直で保護者に行う予定です。

以上です。

藤井本委員長 学校を通じないということですか。

西川学校教育課長 学校はもう通じないということです。

以上です。

藤井本委員長 ほかに。
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（「なし」の声あり）

藤井本委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。

議員間討議ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第31号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

藤井本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第31号は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

いたします。

本案につき提案者の内容説明を求めます。

井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 失礼いたします。上下水道部、井邑でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

ご説明を申し上げます。１ページをお開き願います。

第２条、業務の予定量でございます。給水戸数は１万5,543戸、年間配水量は457万6,000

立方メートル、うち県営水道からの受水量は127万立方メートルを予定しております。年間

給水量は437万立方メートル、１日平均給水量は１万1,973立方メートルとなります。主要な

建設改良事業といたしまして、配水管布設替工事及び浄水場設備改良工事を予定しておりま

す。

次の第３条収益的収入及び支出と次ページの第４条資本的収入及び支出につきましては、

予算明細書に基づきご説明いたしますので、32ページまでお進みください。

収益的収入及び支出の収益的収入でございます。

１款水道事業収益総額は８億1,151万4,000円でございます。１項営業収益は６億7,552万

8,000円で、うち１目給水収益で６億1,940万円の計上でございます。説明欄記載のとおり、

供給単価は税込みで141円47銭となります。２目受託工事収益で310万円、３目その他営業収

益で5,302万8,000円の計上でございます。２項営業外収益は１億3,598万6,000円で、うち１

目受取利息及び配当金で154万3,000円、３目長期前受金戻入で１億1,510万円、４目雑収益

で160万8,000円、５目消費税及び地方消費税還付金で1,773万5,000円の計上でございます。

33ページに移りまして、収益的支出でございます。

１款水道事業費用総額は８億90万5,000円の計上でございます。説明欄記載のとおり、給
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水原価は税込みで154円40銭となります。１項営業費用は７億9,866万1,000円、うち１目原

水及び浄水費では３億5,106万7,000円の計上で、一般職員１名の人件費と原水の取水並びに

浄水に要する経費でございます。

34ページに移りまして、２目配水及び給水費では5,104万9,000円の計上で、一般職員２名、

会計年度任用職員１名の人件費と、配水設備並びに給水設備の維持及び管理に要する経費で

ございます。

35ページに移りまして、３目受託工事費では952万2,000円の計上で、一般職員１名の人件

費と給水装置の新設等の受託工事に要する経費でございます。

36ページに移りまして、４目総係費では１億150万1,000円の計上で、一般職員４名、会計

年度任用職員３名の人件費と一般管理に要する経費並びに料金徴収及びその他の業務に要す

る経費でございます。

38ページをお開き願います。５目減価償却費で２億7,390万円、６目資産減耗費で1,057万

円、７目その他営業費用で105万2,000円の計上でございます。

２項営業外費用は174万4,000円、うち１目支払い利息及び企業債取扱諸費で144万4,000円、

２目雑支出で30万円の計上でございます。

３項特別損失では３目過年度修正損で50万円を計上しております。

39ページに移りまして、資本的収入及び支出の資本的収入でございます。

１款資本的収入、４項１目負担金その他諸収入で1,224万円の計上でございます。

40ページをお開き願います。資本的支出でございます。

１款資本的支出総額は５億4,225万1,000円でございます。１項建設改良費は５億2,905万

9,000円、うち１目上水設備費では１億5,037万7,000円の計上で、一般職員１名の人件費と、

浄水設備整備事業に要する経費でございます。２目配水設備費では３億3,052万8,000円の計

上で、一般職員１名の人件費と配水設備整備事業に要する経費でございます。41ページに移

りまして、４目固定資産購入費で4,486万1,000円、５目リース債務支払額で329万3,000円を

計上しております。

２項１目企業債償還金は1,319万2,000円の計上でございます。

２ページまでお戻り願います。第４条、括弧書き、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額５億3,001万1,000円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保

資金、建設改良積立金で補てんを予定しております。

第５条では、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる範囲を定めております。

第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費8,295

万7,000円と定めております。

３ページに移りまして、第７条では、棚卸資産の購入限度額を617万9,000円と定めており

ます。

第８条、重要な資産の取得及び処分では、取得する資産の種類、名称、数量を定めており

ます。

以上、説明とさせていただきます。なお、予算に関する説明書といたしまして、４ページ
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に記載のとおり附属書類を添付しております。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げ

ます。

藤井本委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

梨本委員。

梨本委員 私、41ページ聞かせてください。41ページ、２項４目５節の土地購入費3,088万円、これ

んですけれども、どの場所をどういう目的で購入されようとしているのかというのをまず聞

かせていただきたいんです。面積的にどれぐらいのものを考えていらっしゃるのかというこ

とがあれば教えていただきたいです。

それが１点目で、次２点目といいますか、もし具体的なその土地が決まっているのかどう

かというのも聞きたいんです。具体的な場所が決まっているんであれば、それがどこなのか

ということと、それを決められたいきさつであるとか選定理由であるとか、それからそうい

った目的に沿った土地であるのかということを、ちょっと聞かせていただけますでしょうか。

よろしくお願いします。

藤井本委員長 福森課長。

福森水道課長 上下水道部水道課、福森です。

ただいまの梨本委員のご質問にお答えさせていただきます。土地の購入、固定資産の土地

購入いうことでございますが、費用としては3,088万円となっています。場所につきまして

は竹内地内で、地目が田、それで９筆を予定しております。面積につきましては、９筆で

6,028平方メートルとなっております。

まず、費用としては3,088万円で、竹内３筆のほうで、これは道路２面設置いうことで、

平米数は1,879平方メートルで、単価としましては平米当たりの単価が5,310円、費用といた

しましては998万円。もう一つ、６筆、これも地目田で、道路に面してるのが１面設置とい

うことで、平米数は149平方メートル、単価としましては平米当たり5,040円、費用といたし

ましては2,090万円。合計９筆6,028平方メートルで、合計として3,088万円となっておりま

す。これに固定資産購入、この水道用地の購入の理由といたしましては、今後、竹内浄水場

を大規模改良する際の建設用地として利用したいと考えております。

まず、購入した土地に仮事務所を建設して移転した上で、今の事務所を取り壊し、その場

所に浄水設備を構築いたします。現状の浄水場を運転しながらの建設工事となりますので、

新たな浄水設備の事務所や新しい浄水設備の用地確保には今の事務所を移転させる必要があ

ります。浄水設備の完成後は、事務所や倉庫、駐車場を戻すという計画ですが、仮事務所の

取壊し等の跡地の利用につきましては、今後いろいろな方策を研究していきたいと考えてお

ります。

場所につきましては竹内地内で、南阪奈高速道路の高架の北側、要するに竹内浄水場から

西側の高架下、南阪奈の高架下のもう一つ西側のところになります、場所的には。

以上でございます。
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藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 そしたら、これはもう購入しようと思ってる土地はもう決まってるということですね。ま

だこれからちょっと選定していくということではなくて、もう具体的にこの土地というのが

あって、そこに対して今後こういう予算を上げてこられてるということですね。

ちょっとよく分からんのが、これ竹内浄水場の大規模改修はいつされるんですか。という

のは、これ今、水道ビジョンつくられてると思うので、その水道ビジョンでどういう流れで、

大規模改修はするんでしょうけれども、どの年度でどういうふうにやっていくのかというこ

とがまだ全然示されてない中で、代替用地だけばーんと買うねんというのが、ちょっとなぜ

この時期なのかなというふうに思うのと、あとこれ別に今の竹内浄水場に、今聞いてると隣

接してるわけではないんですよね。全然違う場所ということですよね。なぜ、その土地を選

定されたのかというのがちょっとよく分からないので、その選定理由をもうちょっと何か分

かるんであれば教えていただけますか。

藤井本委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 上下水道部、井邑でございます。

先ほどの利活用の方法についてから、ちょっと補足的に私のほうからまず説明させていた

だきます。

まず３つの活用方法を考えておりまして、まず１つ目の近々の活用といたしましては、あ

そこに資材置場として利用をいたします。現在、資機材を貯蔵してある倉庫があるんですけ

ども、大型の材料ですとか重量のある大きなものが入りきらずに浄水場内各所に置かれてお

りまして、ちょっと見苦しい状況にもなっておりますので、それを一旦資材置場として活用

させていただく。

２つ目の近い将来の活用といたしましては、竹内浄水場、これは先ほど課長が申したとお

りで、竹内浄水場改良工事の際の仮設事務所であったり、倉庫であったり、駐車場として利

用いたします。今、水道ビジョンの中で令和６年度に浄水場の統廃合を含めまして整備案を

検討し、計画の基本的事項を設定していくことにはなりますが、現在考えております竹内浄

水場の存続は極めて高い確率であると考えております。

３つ目、将来の活用法といたしましては、竹内上池がございますけども、それの調整池と

して利用をしていくことを検討しております。水道ビジョンの中でも新規水源開発について

も取り組んでおるところではあるんですが、現在使用していて今後も使用していける水源は

全て維持したいと考えております。そのため、竹内上池の上流部に存在するこの用地に、大

雨の際に発生する熊谷川の濁流に対応する調整池を整備することで、竹内上池の流入量を最

大限有効に活用できると考えております。また、貯留施設としての役割を果たす効果も期待

できるとも考えております。それらの活用法から考えますと、隣接地ではなく竹内上池の上

流に位置する用地が必要となります。その用地として入手が可能と判断した用地であったた

め、このタイミングで購入したいと考えております。また、現行の平成31年３月策定の水道

ビジョンの中でも、安定的な自己水源の取組方針として、関係の皆様のご協力の下で生みだ

されてきた貴重な自己水源を今後も大切にしていくため、水源利用のあり方などについて長
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期的な視点で環境づくりを目指しますと記載しております。本年、令和５年度から取り組ん

でおります水道ビジョンの改定と並行してではございますが、早期にできることは着手して

いきたいと考えております。そのため、令和６年度当初予算に計上しているところでござい

ます。

以上です。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 ３回目ですので、意見だけ。ここがベストなんですか。もう聞かれへんね。僕はちょっと

よく分からんのは、これ近々には資材置場として大型資材を置かれるというので、これ、こ

の間も私ちょっと視察に行かせてもらったんですけれども、ひっ迫してるようには思えなか

ったんです。そうなると、近い将来、仮事務所とか駐車場で使われるということなんですけ

ど、何年間これ置いとかはんねやろうとか、これ将来的な上池の調整池とかというのであれ

ば、早い段階からこうやってあれしとかないといけないのかなと思ったりもするんですけれ

ども、急にこうぽーんと出てきてるので、ちょっと私としてはこの土地購入に関しては少し

違和感を感じてるという意見だけ申し添えたいと思います。

藤井本委員長 ここで暫時休憩をいたします。

休 憩 午後７時００分

再 開 午後７時１５分

藤井本委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

先ほど、場所の説明等で地図等が示されてませんでしたので、今、皆さん方に地図を用意

していただきました。この地図を示してもう一度、土地購入に関する説明をお願いいたしま

す。場所等ですね。

福森課長。

福森水道課長 上下水道部水道課、福森です。

ただいまの梨本委員のご質問にお答えさせていただきます。まず、場所につきましては、

カラー刷りと白黒がありますけども、カラー刷りのほうで右手のほうに上下水道部と入って

ます。ここが今の竹内の浄水場になります。そこから、国道166号線が上池のほうに向いて

抜けますけど、そこから南阪奈の側道、西に向いて入っていきまして、途中で南阪奈の高架

がありまして、それの西側に色で示した、真ん中に道がありますねけども、北側の道３筆と、

それから北側の用地が３筆と、それから南側の用地６筆、合わせて９筆の用地の確保をする

場所はこの場所となっております。

以上でございます。

藤井本委員長 今、地図を示されました。皆さん方のほうで、委員のほうでご意見、質疑ないですか。

西川委員。

西川委員 先ほど３つ示されてたんですけど、一番目的とされてんのはどれなんですかというところ

なんですけど、一番ね。例えば資材置場でしたら、ちょっと資材置場というのも、これ見る

限りちょっと遠いようなイメージもあるし、仮設事務所にしても遠いのもあるし、一番何が

メインとされてるかというのは、お答え出来るんやったらちょっとしていただきたいなと思



－380－

います。

藤井本委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 上下水道部、井邑です。

最終的にはここを調整池としたいと考えておりますので、数年、ある程度期間はかかりま

すけども、将来の活用法としては調整池として活用したいと考えておりますので、上池より

も上流部に位置しますこの熊谷川沿いの用地が適任であると判断いたしましたので、今回の

購入とさせていただいております。

以上です。

藤井本委員長

１つだけ確認します。浄水場改良工事のための仮設事務所設置というふうな、理由の

３つのうちの真ん中にあったんですが、そうしますと、地図では直線距離は分かるんですが、

実際に移動するとなると、車でも歩きでもあれなんですが、どのくらい見込まれるんですか

ね。道がちょっと非常に複雑で、ある程度遠回りしなければならないようにも見えるんです

が、この購入するに当たって、この辺りどう検討されたんでしょうか。購入するに当たって

というか、購入を検討されるに当たって。

藤井本委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 こちら、竹内浄水場改良工事の際の仮設、今あります事務所棟を一旦この用地に

仮設を考えております。そのときに、事務所と倉庫と駐車場をそちらのほうに一旦移しまし

て、今の浄水場内の事務所棟を取り壊します。そこに浄水設備の新たなものを造っていきた

いと考えています。なぜかといいますと、今、浄水場を動かしながら建設しようとなります

と、一旦その仮設事務所がそれぐらいの面積があればそこに建てられますもので、事務所の

ほうも昭和52年当時の建設ですのでかなり傷んできてるのもございますので、運転しながら

そこに新しい浄水設備のシステムを組むということで考えております。一旦組み終わりまし

た場合には、今の浄水設備を取り壊しまして、そこに事務所棟等が戻せたらどうかと考えて

おるところでございます。

以上です。

藤井本委員長 これはかなり遠いでしょう。直線距離は近いんですけど、今、質問にあったように、

車で行く人だってかなり遠いじゃないですか。ぐるーっと回って、ここへ行くのね。その辺

の不合理性というてええんか、今、目的に照らしてでしょう。その辺どう考えているかとい

う質疑、質問だと思います。

井邑部長。

井邑上下水道部長 すいません。失礼いたしました。当然、事務所を移設しますと、そこに必要なも

の、自動車等も持っていくわけでございまして、車で移動するといたしますと、３分、４分

ぐらいの距離ではあるんですけども、数年間の仮設事務所ということになりますので、浄水

場の行き来に際してはさほど時間が取られ過ぎるものではないのかなと考えております。

藤井本委員長

じゃあ市としては、これだけ時間が離れてるというか、というところは問題ないとい
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う認識でよろしいんですね。あと、もっと近接する場所は地図を見る限りあるようにも見え

るんですけども、この辺りの検討はした上で、探したらここが一番近かったというようなこ

となんですか。その辺りいきさつはどうなってたんでしょうか。

藤井本委員長 ここを選んだ理由やね、ここを選んだというか。

井邑部長。

井邑上下水道部長 上下水道部、井邑です。

先ほど３つ目に言わさせていただいて、最終的にどう活用するんやというところで、上池

の濁水の調整池ということを考えておりますので、上池より事務所のほうになりますと上池

よりも低い位置にございますので、上池に流入する手前での用地がどうしても必要というと

ころで、この用地となったところでございます。

藤井本委員長

分かりました。市としては、この上池の調整池というのが必要であったからこの場所

にしたということですね。分かりました。

藤井本委員長 ほかに。

谷原委員。

谷原委員 この地図からちょっとよく分かりにくいんですけど、熊谷川というのが左のところ、土地

を購入する予定のところの横を通って、水色の線ですけど、ここからずっと流れて、これが

熊谷川ということでいいんでしょうか。これが熊谷川とすると、上池の調整池いうのが濁流

が流れたらどうのこうのいうのが、ちょっと私よく分からないんです。この上池は上池で、

水路が上池の上のほうから来てる水路から入ってるんかなと、熊谷川から入るような水路は

ちょっと私、この図からは分からないので教えていただきたいんですわ。先ほどから繰り返

しおっしゃってる、この熊谷川の濁流が上池に入らないというのはちょっと分かりにくいの

でお願いします。

藤井本委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 上下水道部、井邑です。

ただいまのご質問なんですけども、この地図をご覧いただいて、北西から南東へ下りてい

る高架の部分があるんですけども、その高架の部分とこの熊谷川が交わりそうになっている

ところが取水口となっておりまして、ここに転倒ゲートを取付けまして、そこから導水管に

よりましてこの上池に流入させているというところになります。

以上です。

藤井本委員長 奥本委員。

奥本委員 １つ、この熊谷川の上流に造るということは、この川を水源として、農作業で使っていら

っしゃる下流域の大字というところの承認は取れてるんですか。池を造る、貯留池を造ると

して。

藤井本委員長 井邑部長。

井邑上下水道部長 上下水道部、井邑です。

もちろんそういう調整も今後必要になろうかと思いますけども、今も上池に取水させてい
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ただいているというところで、結局はこの調整池で調整させていただいた水は上池に戻ると

いうことですので、下のこの水を使う田んぼ等には今と影響は出ないかと思いますけども、

調整が必要なところは調整させていきたいと思います。

以上です。

藤井本委員長 質問したいので、副委員長と交代いたします。

（正副委員長交代）

それでは、委員長に代わり、暫時、委員長の職務を行います。

質疑を行います。質疑ありませんか。

藤井本委員長。

藤井本委員長 目的というのは、主としている目的がさっき言うてはることと関わっていっているよ

うに思うんですよ。こちらが言うてるように、その水道ビジョンというのは前のがあって、

今回は新しいのをつくっているわけですやんか。それを示さずに、先ほどもあったように大

規模改良も予定をしてんねんと。例えば新庄にも浄水場あります。新庄のところに西側にか

なり大きな水道用地ありますよね。ああいうふうな形で、将来に向けて改良するための資材

置場を予定してんねんとかいうのなら分からないこともないんですけど、これだけ離れてて、

資材置場また大規模改修ありきのこれを購入すんねんと、片やビジョンはまだですねん、こ

んなんで我々が判断できないわけです。じゃあ新庄、ほんならどないするんですかと、ずっ

とほうったままのあの新庄浄水場の広い土地ですよね。あれは水道用地として看板まで上げ

て、片やこちらでは購入されると、水道ビジョンできていない、これを大規模改修を進める

というのは、もう全く順番というものができてないように私は思います。かつ、この上下水

道部の今あるところの隣の土地、これを購入するねんと。資材を置けない部分があるので、

冒頭にお話しされたようにね。それだったらまだ分からないこともないけど、例えばすぐに

今使うのに資材置場がここ必要やねんということも考えられないし、これについては、部長

がおっしゃった、これからビジョンにおいて統廃合していかんなこともあり得るわけです。

３つ行くのか、２つになんのんか、これすら決まってないわけですやろう。そやけども、今、

高い確率でここは残すねんというお話をされたわけで、そんなビジョンもなしに、そんなん

を並行して進めますねんというのはあり得ない話、行政として。特に大切な水で、水の特別

委員会もつくってる中でですよ。私の意見でもあるけども、その水道ビジョンとの関係、今

後の水道というのはどうなるかというのも含めた上で、これはこの話をしていただかないと、

合ってんのか間違うてんのか、目的も分からんとこれ買いまんねんと言われたって判断でき

ないじゃないですか。ここんところよろしく、ちょっと答弁ください。私、難しいこと言っ

ていますか。そんなことないでしょう。

井邑部長。

井邑上下水道部長 上下水道部、井邑です。

まず、委員長おっしゃるとおり、まだビジョンの詳細が見えてない段階ではございますが、

現在、平成31年３月策定の中にも、水源利用の在り方で長期的な視点で環境づくりを目指し

てまいりますという、その記載に基づいてでもございますので、今回この上池より上流部に
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位置する土地を購入する予定なんですけども、まずこれ私が前段のほうで、竹内浄水場の存

続は極めて高い確率にあると申し上げましたけども、あくまでも高い確率であって確定的な

要素ではないというところはもちろん重々理解しながらも、それと並行して今やれるところ

は着手したいという考えを持って、今回この用地を購入させていただきたいと予算に計上さ

せていただいております。近々として資材置場、近い将来としてその建設改良があるとした

場合の用地の確保、将来的には最終的には調整池として貯留施設としての役割も担えるよう

な施設ということを考えますと、この隣接地じゃなくてちょっと離れますけども、上池より

上流地に用地を求めたいとという、そのような考えでございます。

以上です。

藤井本委員長。

藤井本委員長 もう私はあんまり、委員長という立場ですから大きな声出したくないねけど、私はな

ってないと思いますが、今の話なんて。もうそれやったら水道ビジョン、早くしなさい、早

くしなさい、早くやってくださいと、水に関しての思いというのはみんな強いんですよ。そ

城市民に分かっていただけるように水道ビジョンを早く急ぎなさいということを言ってて、

それができてないのに、これだけ先に進めますねんと。こんなんあり得ない話ですやんか。

普通の一般企業で、工場どこへ建てるか分かりませんねんと、そやけどこの土地だけ買うと

きますねんと言うてるようなもんで、一般市民の人がこれ聞いててどない思いますか、大切

な水のことを。今、能登のほうにも応援に行ってきたんでしょう。そのときに、水道、浄水

場のところにタンク車が行って、それを皆さんご苦労をかけて福祉施設まで運んだという報

告をしたじゃないですか。やっぱりそういうトラックというんですか、給水車もどわーっと

入っていかなあかん。そういったこともいろいろ考えていかな駄目なんでしょう。そんなん

も考えながら、これからの浄水場の在り方というものをビジョンとして出していくんでしょ

う。それを出さないで、まだ出さないでですよ、高い確率でこうですねんと、そんなん言う

てもらったって私ら審議できないじゃないですか。市長、副市長、これ駄目ですよ、ほんま

に。

これ、ちょっと市長、副市長、答弁願えますか、これについて。ちょっと特別委員会

をもう設置してて、そういった場で説明していただく場もあるじゃないですか。それで、突

然この予算特別委員会でぽんと出てくるというふうな、それも地図も示さずに出てくるとい

うことについて、これについていかがですか。それから、今、藤井本委員長の意見に対して。

阿古市長。

阿古市長 浄水場の在り方には検討することにはなっております。もうそれはもう間違いなく検討を

進めて更新作業をするわけなんですけども、今の考え方としては、３浄水場を２浄水場にす

るのか、現状のまま３浄水場にするのかという検討になっております。そうした場合に、竹

内浄水場は確実に残ります。ですので、浄水場の選定としては非常に大きな確率でと言って

ますが、ほぼ決定した状況にあるということはご理解いただきたいと思います。ですので、
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３浄水場が２浄水場になるか、そのまま３浄水場でいくかというのはこの水道ビジョンの中

で出てきますけども、竹内と新庄浄水場につきましては現状の近くで浄水場としては残ると

いう判断でございます。ただ、議員皆様方は、なぜこの時期なんだということに非常に懸念

をお持ちになると思います。この土地の購入というのはタイミングがございまして、例えば

こちらが買いたいと思ったその時期にそれが購入できるかどうかというのは、それは地権者

との話合いになりますので不確定要素が入ります。ただ、今このタイミングであれば、土地

の所有者のほうからの購入が可能であるという判断の下の今の時期でございます。将来的に

は、当初から申し上げておりました竹内の上池だけではなかなか水量が足らない状態が予想

されますので、線状降水帯等の大雨が降ったときのその雨量の活用としての方向性も、その

方向にあっておりますので、まずはその用地が取得できるタイミングでの取得をするという

判断の下に予算計上をさせていただいたということでございます。

以上でございます。

藤井本委員長。

藤井本委員長 今初めて聞くことがどんどん出てきて、元に戻すけども、阿古市長が単独経営をする

ということに皆ついていってるんですよ。水道に関しては物すごい敏感になってるんですよ、

市民とともに。ほんで今、竹内と新庄を残す予定やねん。こんなん、皆知ってたんですか。

（「知らん」の声あり）

藤井本委員長 いつどこで決めてるんですか。それを水道ビジョンにまず載せる、じゃあ兵家はどう

なんのとか、そこまでは今回は関係ないから言わないけども、そんなん今初めて聞いてでき

ないじゃないですか。これ、ちゃんとして、ビジョンができなくても、その統合とかいうの

だけでも示してからでないと審議できないですわ。だから、この土地の購入というのだけ減

額してくださいよ。水道、水のことや。きれいに行きましょうよ、本当にこれは。ほんまに

阿古市長の判断に基づいてみんな一生懸命やってんねんで。やってるんですよ。それを今初

めて聞いて、いやここは残しますねん、もうほぼ残します、新庄も残そうと思うてますねん、

そんなん勝手にと、市長やから言えるのか知らないけども、今初めて聞いて。だから、これ

をちゃんとビジョン、きちっとできなくてもいいやん。よろしいやんか。ちゃんとした計画

というものをつくって、それに基づいて買うねん言うんだったら、それは買わなあきません

わとなるわ。なりますよ。そうやってくださいよ。私からのお願いですわ、阿古市長の判断

についていくために。

今のことに対して、市長もう答弁できますでしょうか。お願いします。

暫時休憩いたします。

休 憩 午後７時３９分

再 開 午後８時３０分

引き続き、会議を再開いたします。

それでは、ここで藤井本委員長と職務を交代します。

（正副委員長交代）

藤井本委員長 それでは、井邑上下水道部長。
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井邑上下水道部長 上下水道部の井邑でございます。

は再度検討させていただきたく存じますので、よろしくお願いいたします。

藤井本委員長 ただいま担当部長より、再度検討したいという申出がございました。議第35号、令和

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

藤井本委員長 ご異議なしでということでございますので、議第35号は継続審査といたします。

ます。

本案につき提案者の内容説明を求めます。

井邑部長。

井邑上下水道部長 上下水道部の井邑でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

てご説明申し上げます。１ページをお開き願います。

第２条、業務の予定量でございます。水洗化人口は３万5,717人、年間有収水量は383万

2,000立方メートルを予定しております。１日平均有収水量は１万498立方メートルとなりま

す。主要な建設改良事業といたしまして、管渠整備事業費等で6,952万9,000円を予定してお

ります。

次の第３条、収益的収入及び支出と、次のページの第４条、資本的収入及び支出につきま

しては、予算明細書に基づき説明させていただきますので、28ページまでお進みください。

収益的収入及び支出の収益的収入でございます。

１款下水道事業収益総額は11億9,610万9,000円でございます。

１項営業収益は４億330万5,000円で、うち１目下水道使用料で４億285万円、３目その他

営業収益で45万5,000円の計上でございます。

２項営業外収益は７億9,280万4,000円で、うち３目他会計補助金で４億4,372万円、４目

補助金で1,200万円、５目長期前受金戻入で３億3,708万4,000円の計上でございます。

29ページに移りまして、収益的支出でございます。

１款下水道事業費用総額は11億9,179万7,000円でございます。

１項営業費用は10億8,258万2,000円、うち１目管渠費では6,100万8,000円の計上で、一般

職員２名、会計年度任用職員１名の人件費と下水道維持管理に要する経費でございます。

30ページをお開き願います。３目業務費では1,196万7,000円の計上で、下水道使用料の徴

収業務に要する経費でございます。４目総係費では2,380万4,000円の計上で、一般職員２名、

会計年度任用職員１名の人件費と一般管理に要する経費でございます。

31ページに移りまして、５目減価償却費で７億2,637万8,000円、32ページに移りまして、

６目資産減耗費で169万7,000円、７目流域下水道維持管理負担金で２億5,772万8,000円を計

上しております。
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２項営業外費用は１億891万5,000円で、うち１目支払利息及び企業債取扱諸費で１億337

万6,000円、３目消費税及び地方消費税で553万9,000円を計上しております。

３項特別損失、４目過年度損益修正損では30万円の計上でございます。

33ページに移りまして、資本的収入及び支出の資本的収入でございます。

１款資本的収入総額は４億6,416万3,000円でございます。

１項１目企業債で３億7,500万円。

３項１目他会計補助金で7,836万3,000円。

４項補助金、１目国庫補助金で1,080万円の計上でございます。

34ページをお願いいたします。資本的支出でございます。

１款資本的支出総額は８億125万2,000円でございます。

１項建設改良費は8,592万円で、うち１目下水道建設費で6,253万5,000円の計上で、一般

職員２名の人件費と管渠整備事業に要する経費でございます。35ページに移りまして、２目

流域下水道建設負担金で2,338万5,000円。

２項１目企業債償還金で７億1,533万2,000円の計上でございます。

２ページにお戻り願います。第４条、括弧書き、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額３億3,708万9,000円につきましては、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年

度損益勘定留保資金で補てんいたします。

第５条、企業債では、起債の限度額を総額３億7,500万円と定めており、起債の方法、利

率及び償還の方法につきましては、表記載のとおりでございます。

３ページに移りまして、第６条、一時借入金では、一時借入金の限度額を５億円と定めて

おります。

第７条では、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる範囲を定めております。

第８条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費4,879

万3,000円と定めております。

第９条、他会計からの補助金では、一般会計から補助を受ける金額を５億2,208万3,000円

としております。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

藤井本委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

梨本委員。

梨本委員 もうちょっと時間も押してますので端的に、概要のほうで行きます。83ページ、総係費の

公共下水道一般管理事業の中の、これデザインマンホール蓋コンクール事業、これについて

市制20周年記念関係経費というふうになってるんですけれども、ちょっとこれ詳しく説明を

いただきたいんです。ここの説明の中に市内に一定期間設置するためというふうになってま

すので、どれぐらいの期間設置しようとされているのかも含めて、ちょっと詳細に内容を教

えてください。

それが１点目と、その下、助成金の水洗便所改造助成金、これ本当にずっと減額されてい
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るんですけれども、令和５年度の実績と、それから加入者数、その件数をちょっと教えてい

ただけますでしょうか。よろしくお願いします。

藤井本委員長 ２点。

野地課長。

野地下水道課長 下水道課の野地でございます。よろしくお願いいたします。

まず１点目のデザインマンホール蓋コンクール事業でございますけども、下水道課では市

デザインコンクールを開催する予定をしております。この機会を通じまして、普段あまり目

にすることはない暮らしを支えている下水道について改めて興味を持ってもらうため、下水

道マンホール蓋のオリジナルデザインを募集いたします。デザインのコンセプトといたしま

の５、６年生の対象と３部門に分けて募集をいたしまして、それぞれ優秀賞を選びまして、

マンホール蓋、これはプリントシールタイプなんですけども、実際に作成いたしまして、市

内に一定期間設置しようと考えております。設置場所につきましては、実際にマンホール蓋

を見に来られて写真撮影もされる方もおられると思いますので、車道ではなく、歩道等の車

が通らない場所、なるべく人が集まる場所と考えておりまして、具体的な場所については、

現在検討しているところでございます。一定期間ですけども、プリントシールタイプで、メ

ーカーの標準耐用年数が２年程度と聞いておりますが、ただプリントシールタイプを実際に

設置されている自治体に聞きますと、10年程度経ってもさほどの損傷は見られないというこ

とですので、その辺はマンホール蓋の状況を見ながらにはなると思いますけども、ちょっと

その辺の期間を検討していきたいと考えております。

２点目の水洗便所改造助成金ですけども、こちらにつきましては、供用開始後３年以内の

ご家庭には５万円の助成を行っておるところでございます。令和５年度ですけども、申込み

はゼロ件です。令和６年度、この予算５万円ですけども、こちらは令和４年度に柿本地区に

管渠を布設いたしまして、つないでいただけていないご家庭が１件だけですので、その１件

分の５万円を計上しておるというところでございます。

以上です。

藤井本委員長 梨本委員。

梨本委員 水洗便所改造助成金の件は分かりました。１件、去年実績なかったんですね。分かりまし

た。

このデザインマンホールなんですけど、これ、先ほどの20周年記念のデザインロゴも作ら

れました。蓮花ちゃんもあります。これ、またオリジナルデザインを市内の小中学生に募集

されると、一般も含めて募集されると。どれが本当に、20周年のデザインとして、また市長

はそんなん何ぼあってもええやないかと言わはるかもしれへんけれども、私からすると、こ

れもうやらはんねやったら、もうせっかくこの間ロゴ決まったんですからそれで行かれると

か、もしくは蓮花ちゃんで行かれるとかで十分違うかなと思うんです。それをせずに、これ

は普段あまり目にすることない下水道の興味を持ってもらうという意味も込めてやられると
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いうことなんですけれども、恐らく蓮花ちゃんするだけで、いろんな方興味を持たはると思

うんですけど、一応、私としてはそういうふうに思っていると、もう意見だけにしておきま

すわ。ということで、その辺りも含めてちょっとご検討されたらなというふうに思ってます。

以上です。

藤井本委員長 ほかに。

西川委員。

西川委員 もう一つだけ、時間も押してますので、34ページの資本的支出の中の38節なんですけど、

工事費なんですが、新たに管渠を布設されるということなんですけど、場所はどこの地区と

いうか、場所になっていくのか、それを教えていただきたいと思います。あとどれぐらいの

距離というか長さというか、それも一緒に教えてください。

藤井本委員長 野地課長。

野地下水道課長 下水道課の野地でございます。よろしくお願いいたします。

こちらにある工事費につきましては、令和６年度については新たな管渠の整備はございま

せんで、今現在予定しておりますのはマンホール蓋の更新工事を予定しておりまして、場所

が南花内地内で18か所、兵家地内で37か所のマンホール蓋の更新工事として1,654万7,300円

で、残りの工事費といたしましては取付管及び公共桝の設置工事ということで、こちらは枠

取りになるんですけども、30か所程度で1,600万円の工事費を計上させていただいていると

いうことです。

以上です。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 新たに管路を布設するということではないということなんですね。分かりました。それは、

この令和６年度についてはないけど、その見通しというのも何かあるんですかね。ここの中

でも、流域関連公共下水事業計画変更及びという、まあいいです、それはいいです。取りあ

整備されてると思うんですけど、そういう計画というのは、見通しというのは何かあるかだ

けちょっと教えてほしいです。

藤井本委員長 野地課長。

野地下水道課長 新たな管渠を大々的に整備するというところは、今度新たに新村地区に工業団地が

できれば大きく管渠の布設はあると思いますけども、今ちょっと残っているというのが１件、

２件残ってて、何百メートルも行かなければいけないというところがほとんどですので、積

極的に管路を整備するという予定は今のところはなくて、今後は更新であったり、管更生工

事と言いますけども、そちらのほうに軸足が移っていくのかなと考えております。

以上です。

藤井本委員長 ほかに。

谷原委員。

谷原委員 今の西川委員の質問のご回答でよく分かったんですけど、ちょっとだけこれ表の見方だけ

でお願いしたいんですけれど、６ページのところに、これは収益的収支だと思うんですが、
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支出で１款下水道事業費の１項営業費用のところの１目に管渠費とあって、6,100万8,000円

計上されてるんですが、これがページで言うと28ページ以降のこの管渠費とあって、29ペー

ジの収益的支出のところに１款１目管渠費で出てきてるんですが、私がちょっと分かりにく

いなと思ったのは、この34ページ、資本的支出のところに、先ほど西川委員のあったこの工

事請負費のところに管渠整備事業等工事請負費とかあるんですが、これは資本的支出という

ことになるので、資本的支出の項目に、さっきのところにページ戻りますけど、この表の見

方いうことなるんですが、７ページのところになるんですが、これは下水道建設費というこ

とでこの管渠費の中に入っていくいうことになるわけですよね。そうすると、工事の請負費

は財産にならないから収益的収支のほうでやってて、資本、残っていくほうはこっちのほう

の管渠費関係のお金はここの建設改良費に入っていくという考え方、分けるということです

ね。これをちょっと確認したかったので。その上ですけど、先ほどのマンホールのコンテス

トとかやって、それ何かかシールを何とか言いはりましたね。あれはどういうことなのか、

ちょっと教えていただきたいんですけど、シールを上に貼るですかね、マンホールの上に。

それとも何か、あれは鋳鉄か何かできてるんか知らんけど、もうほんまに一から鋳型で作る

んか、何かシール言いはったから、そしたらシールをどうするんかよくイメージがつかない

んですよ。今あるマンホールの上にシールを貼るのか、何かそういうマンホールがあってシ

ールをあれするのか。ちょっとイメージがわかなかったので、お願いしたいです。

藤井本委員長 野地課長。

野地下水道課長 下水道課の野地でございます。よろしくお願いいたします。

まず１点目のご質問あったのは委員おっしゃるとおりでして、収益的収支というのが、大

ざっぱに言うと修繕とか、あとは事業に係る費用というところが収益的収支というところに

入ってまして、資本的収支というのが、固定資産のほうに入っていく工事費とかは資本的収

支というところに分けて計上しているというところでございます。

２点目のマンホールのプリントシールですけども、本来マンホール蓋というのは鋳型で掘

って作るんですけども、そういうのではなくて何もない蓋にそのシールを貼る用のものがあ

るんです。それでしたらちょっと安価に制作ができるということで、ちょっとそちらのほう

を今回は採用させていただこうかなと考えているところです。

以上です。

藤井本委員長 谷原委員。

谷原委員 シールのほうなんですけど、これ耐用年数がどれぐらいあって……。

（「さっき言いましたよ」の声あり）

谷原委員 言いはったんか。これでもう将来変えることはもうなくて、もう言いましたか。

（「10年ぐらい」の声あり）

谷原委員 10年間、２年。10年間は持って、その後はまた戻すということやね。

（「勝手に戻る」の声あり）

谷原委員 勝手に戻るんですか。いや何か付け替えるとかということじゃなくて、もう僕がちょっと

気になったのは、剥げた後……。
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（「車とかは通らんところでね」の声あり）

谷原委員 いや通らんところやけど、それでも雨とか風とかね、10年も経てば紫外線とかでぼろぼろ

になったのを……。

（「いやいや、だからそれをもう撤去する」の声あり）

谷原委員 撤去いうて、また新しいのにすると。

（「いや、そうじゃないです」の声あり）

谷原委員 じゃないの。

（「展示するみたいなこと」の声あり）

谷原委員 いやいや、展示いうか、取って展示するにしても、そこははめなあかんのと違うかなと思

うから、ちょっとすいません。ちょっと聞いてなかって申し訳ないです。

藤井本委員長 もう一回分かるように説明をお願いします。

野地課長。

野地下水道課長 お問いの件ですけども、一応プリントシールタイプのメーカーの標準の耐用年数が

２年と聞いております。ただ、このプリントシールタイプのマンホール蓋を設置しておられ

る自治体は結構ありまして、いろいろ調べますと、10年程度はさほど損傷も、状況によると

思うんですけども、損傷もなくきれいなままあるよということですので、実際設置させても

らって、あまりにも剥げて、マンホールですんで上で滑ったりというふうな破損になるとち

ょっと都合が悪いので、その辺は現場見ながら、一定もうだいぶ傷んできてるなといったら、

うかなと考えております。

以上です。

藤井本委員長 いけますか。

谷原委員 分かりました。いや、ずっと剥げたまま何かその蓋だけ残るんかなと単純に思っちゃった

んですよ。

藤井本委員長 また、塗り替えるとかということでもないんですか。

谷原委員 ないんです。だから、新しくそのまま。分かりました。

藤井本委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。

議員間討議ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。

討論ないですか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第36号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

藤井本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第36号は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

以上で、本委員会に付託されました審査が全て終了いたしました。委員外議員はいてない

ですね。

４日間にわたって本当に熱心にご審議いただきまして、ありがとうございました。本日も

う間もなく９時に、21時になろうとしております。大変ご苦労さまでございました。本委員

会に付託されました９議案、この結果につきましては本会議で委員長報告をさせていただき

ます。ご苦労さまでございました。

閉 会 午後８時５４分

委員会条例第28条の規定によりここに署名する。

予算特別委員会委員長 藤井本 浩

予算特別委員会副委員長


